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第１ 札幌市新発寒地区センターについて 

１ 札幌市新発寒地区センターの設置目的 

札幌市において、札幌市新発寒地区センター（以下、「新発寒地区センター」という。）

をはじめとするコミュニティ施設は、区民センター条例第１条に定める「地域住民のコ

ミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増進

に寄与する」ことを目的として設置された。（さらにこれらに加えてコミュニティセン

ターと地区センターは、区民センターの機能を補完し、地域における住民の自主的な活

動を促進することを目的としている。） 

 

２ 新発寒地区センター管理運営上の課題、基本的方向性 

新発寒地区センターをはじめとするコミュニティ施設は、市内に区民センター10館、

コミュニティセンター２館、地区センター24館、計36館を各地区に設置している。 

これまで、コミュニティ施設の一層の利用促進のため、市民委員による「コミュニテ

ィ施設利用促進検討懇談会」の意見書（平成20年度）を踏まえ、各種の利用促進策を実

施してきており、平成20年度の平均利用率53.8％から、令和元年度の平均利用率59.5%

と、利用率が向上してきている。 

また、今日、地域社会においては、町内会加入率の低下、一人暮らしの高齢者の増加

や核家族化の進行に加え、新型コロナウイルス感染拡大により地域活動の機会が減少

したことに伴い、住民相互の関係性の希薄化など、様々な課題が存在している。コミュ

ニティ施設には、こうした課題解決のため、それぞれのコミュニティの核としての役割

も求められているところであり、地域住民が集う地域コミュニティ形成の場として、重

要な役割を担っている。 

このため、指定期間における新発寒地区センターの管理運営は、一層のサービスの向

上と経費の節減を図りながら、利用率の向上及び地域住民による施設運営への積極的

な参画を目指すことを基本的方向性として行うものとする。 

 

第２ 施設の管理業務等に関する基本的方針 

新発寒地区センターの管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うこととする。 

１ 札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の公

平な利用に供するよう管理運営を行うこと。 

２ 施設の効用を最大限発揮し、施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行うこ

と。 

３ 「管理業務の計画書」で提案した住民のコミュニティ施設運営への参画、まちづくり

人材の育成、まちづくり活動の助長を促進する管理運営を行うこと。 

４ サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう

管理運営を行うこと。 

５ 利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。 

６ 最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。 
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第３ 管理物件及び管理の基準 

１ 管理物件 

別表１のとおり 

２ 管理の基準 

⑴ 開館時間及び休館日 

開館時間 午前８時 45分から午後９時まで 

休 館 日 12月 29日から翌年１月３日まで 

    ※利用者から希望がある場合は、開館時間を午後 10時まで延長し、使用時間の超

過を認めることとする。 

※特に必要があると認めるときは、札幌市と協議のうえ変更し、又は臨時に休館日

を設けることができる。（例：施設改修時等） 

⑵ 新発寒地区センターの使用の承認について 

ア 施設（有料施設）の使用の承認は、札幌市区民センター条例（昭和 48年条例第

49号。以下「条例」という。）、札幌市区民センター条例施行規則（昭和 49年規則

第２号）及び札幌市区民センター等使用承認取扱要領等に定めるところにより行う

こと。 

イ ロビー（無料施設）の使用の承認については、札幌市区民センター等ロビー使用

基準に定めるところにより行うこと。 

⑶ 使用の制限に関する事項 

ア 条例第９条各号に定める場合には、使用を承認しない。 

イ 条例第 10条各号に定める場合には、使用承認の条件を変更し、使用の停止を命

じ、又は使用の承認を取り消すことができる。 

ウ 条例第 10条の２各号に定める場合には、新発寒地区センターに入館しようとす

る者の入館を禁じ、又は入館している者に新発寒地区センターの使用の停止若し

くは新発寒地区センターからの退館を命じることができる。 

⑷ 個人情報の保護に関する法律の適用について 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）第４章の規

定のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては、同法

第 66条第２項の規定により準用する同条第１項の規定により札幌市と同様の安全管

理措置義務を負う。 

また、同法第 33条第１項の規定による開示の請求、同法第 34 条第１項の規定によ

る訂正の請求及び第 35 条第１項の規定による利用停止等の請求があったときは、同

法の定めるところにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに

当たって保有する個人情報の提出の要求があった場合は、速やかに、これに応じるこ

と。 

⑸ 札幌市情報公開条例の適用について 

指定管理者には、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）第 22 条の２の規

定により、情報公開の努力義務が課せられるほか、札幌市から管理業務等に関する文

書等の提出の要求があった場合には、これに応じること。 

なお、情報公開にかかる事務処理については、札幌市指定管理者情報公開要綱(平

成 15 年 12 月 15 日助役決裁)及び札幌市出資団体等情報公開要綱(平成 12 年３月 30
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日市長決裁)に定めるところにより行うこと。 

⑹ 札幌市行政手続条例の適用について 

ア 指定管理者は札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２条第４号の「行政

庁」に該当するため、使用承認等の行政処分は、同条例の定めに従って行うこと 

イ 使用承認等の審査基準及び標準処理期間を定める場合は、札幌市の基準等に準

じた内容とし、札幌市に届け出ること。 

ウ 使用承認の取消し等の不利益処分を行う場合において意見陳述のための手続を

行うときは、札幌市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について

報告すること。 

エ 聴聞の手続に関する必要な事項について、札幌市聴聞等に関する規則（平成６年

規則第 51 号）に準じた内容の聴聞規則等を定め、札幌市に届け出ること。 

⑺ 札幌市オンブズマン条例の適用について 

指定管理者は札幌市オンブズマン条例（平成 12 年条例第 53 号）第 20 条の規定に

より、オンブズマンが、苦情等の調査のため必要があると認めたときに実施する質問、

事情聴取、又は実地の調査について協力するよう努めること。 

⑻ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について 

指定管理者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第６号。以

下「暴排条例」という。）第６条の「事業者」、第７条第２項の「公共事業等に係る契

約の相手方」にあたることから、条例の基本理念にのっとり、暴力団を利することと

ならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団

の排除に関する施策に協力すること。具体的な取組については、以下の通り。 

ア 施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団。以下同じ。）の活動に利用されないよ

うにするために必要な措置を講ずるものとする。なお、施設利用者等が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下｢暴

力団員｣という。）や暴力団関係事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関

係事業者。以下同じ。）などであるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排除に

かかる照会事務マニュアル」に従って必要な対応を行うこととし、その際は、原則、

札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

イ 協定に関連する契約（第三者への委託、物品調達等）について暴力団員や暴力団

関係事業者を相手方としないこととする。また、既に締結している契約の相手方が

暴力団員または暴力団関係事業者であると判明した場合、直ちに札幌市に報告し、

その指示に従うこと。既に締結した契約の相手方またはこれから契約を締結しよ

うとする相手方が暴力団員または暴力団関係事業者であるかどうか確認が必要な

場合は、「暴力団の排除にかかる照会事務マニュアル」に従って対応することとし、

その場合は、原則、札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

⑼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について 

指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 65号。以下「障害者差別解消法」という。）における「民間事業者」の区分に該当

し、「障がい者への合理的配慮」について努力義務を課されているが、指定管理者は

公の施設の管理を通じて市民サービスに直結した業務を担っていることを踏まえ、法
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的義務を課されている国・地方公共団体等行政機関である札幌市に準じた対応を行う

こと。具体的な取組については、「障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針」

（対応方針）及び「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」（接遇要領）を参

照すること。 

⑽ その他 

ア 管理業務等を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、  

札幌市内の企業等の積極的な活用に努めること。 

イ 管理業務等を行うに当たり、職員の雇用、第三者への委託、物品の調達等を行う

場合は、障がい者の積極的な雇用など福祉施策への取組に努めること。 

ウ 第三者への委託、物品の調達にかかる支払は「政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律」第６条に準拠するよう努めること。 

 

第４ 業務の内容と要求水準 

新発寒地区センターの業務内容と業務毎の要求水準は、以下のとおりとする。 

なお、以下に記載する項目のうち、業務の計画を作成することとしているものについて

は、札幌市との協議のうえ、その内容を決定することとする。 

１ 統括管理業務 

サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業

務の全体を統括する。 

利用の公平・公正の確保に対する方針とその取組、管理運営の基本方針、利用促進の

ための方針とその取組、運営事業計画、地域連携の目標、まちづくり活動の参加意欲醸

成及び担手育成への貢献方法、地域社会の絆の強化への貢献方法、運営協議会設置の方

針、地域住民の声の把握・反映の仕組み、苦情処理等の方法、利益の市民還元、市内企

業等の活用計画、福祉施策の取組方針、職員の雇用環境の維持向上に向けた考え方とそ

の取組、施設管理のための組織体制、職員配置計画、勤務形態、勤務条件、職員採用計

画、人材育成、研修計画、防災業務、環境保全の取組、施設・設備等の維持管理等の具

体的内容は別紙８「管理業務の計画書」のとおりとする。 

⑴ 管理運営業務の基本方針 

新発寒地区センターの管理運営に関して、指定管理者としての基本方針を策定す

る。 

◇要求水準 

ア 新発寒地区センターの管理運営に関して、第１で挙げた施設の設置目的を実現

するとともに、市民サービスの向上、経費の縮減を図る上での基本方針を明確化

すること。 

イ 基本方針の策定にあたっては、施設運営の透明性を確保するよう特に留意する

こと。 

⑵ 平等利用の確保 

新発寒地区センターにおける平等利用を確保するための方針及び取組項目を明確

化し、各取組を実施する。 

◇要求水準 

上記方針及び取組項目として明確化する内容には次の内容を含むこと。 
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・平等利用を確保する上での指定管理者としての基本的な方針 

・上記方針を具体化する上での統括責任者の役割、職員の心構え 

・新発寒地区センターにおいて不当な差別的取扱いに該当するおそれのある行為等 

・これらの行為等を発生させないように組織として対応する取組項目 

・その他、平等利用確保に際しての留意事項等 

※平等利用の基本的な考え方については、地方自治法第 244 条第３項、札幌市公の

施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱第５-３-(1)、及び第１に記載

した新発寒地区センターの設置目的を参照すること。 

⑶ 地球温暖化対策及び環境配慮の推進 

管理業務等を行うに当たっては、札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球

温暖化対策及び環境配慮の推進に努めること。 

◇要求水準 

ア エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）を遵守し、

新発寒地区センターにおけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進め

ること。 

イ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

ウ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

エ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めるこ

と。 

オ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイド

リングストップの実施など環境に配慮した運転に心がけること。 

カ 管理業務等に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイ

ドライン指定品を使用すること。 

キ 業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行うこと。 

ク 業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立すること。 

ケ 省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに次の資料を作

成し、札幌市に提出するほか、毎年度、別紙１に示す報告書類を提出すること。 

・工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21

年３月 31 日経済産業省告示第 66号）に規定する各管理標準 

コ 施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市電力の調達に係る環境配

慮要綱で定める「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者より、調達するこ

と。また、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めること。 

⑷ 管理運営組織の確立 

ア 責任者の配置、組織の整備 

新発寒地区センターの管理運営業務に関して統括的に責任を負う者（以下「館長」 

という。）を 1名配置するとともに、その職務代理者（以下「副館長」という。）を

１名以上配置する。また、管理運営業務を適切に行い得る組織を整備し、維持する。 

◇要求水準 

(ｱ) 館長は、自ら定めた管理運営の基本方針の具体化を始めとして、札幌市と指

定管理者との協議、必要な報告、その他本仕様書に示す業務の全体（以下「本

業務」という。）を統括するとともに、本業務に関する札幌市その他との対外的
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な協議等について、責任を持って一元的に対応すること。 

(ｲ) 副館長は、館長がその職務を担えなくなった際に、館長を代理すること。 

(ｳ) 組織の整備に当たっては、本仕様書に示す各業務の分担、指揮命令系統、緊

急時の連絡系統、その他必要な内容を規定すること。 

イ 従事者の確保、配置 

新発寒地区センターの管理運営業務を適切に行うために必要な従事者（以下「職

員」という。）を確保する。また、職員の配置計画を作成し、各職員に業務を割り

当て、アで整備した各組織に配置する。 

職員の賃金については、業務計画書(募集要項 様式５-４)に記載した最低時給

額を下回らないこと。 

◇要求水準 

(ｱ) 管理運営の開始日以降指定期間の満了日に至るまで、本業務に必要な職員を、

職員の休暇等の場合も含め業務に支障が生じないように確保し、当該職員が担

当する業務内容を明確にした上で、適切な担当部署に配置すること。 

(ｲ) 供用時間においては、次の人員を配置すること。 

＜職員の標準配置基準＞ 

・施設の使用承認等に関する業務：２名 

・図書室：１名 

ウ 人材の育成 

業務に支障が及ばないよう万全を期するため、職員に対して、業務上必要とさ 

れる研修、指導教育（以下「研修等」という。）を実施する。 

研修等は、各年度の実施計画(以下｢研修計画｣という。)を作成し、これに基づき

実施する。なお、研修等は、指定管理者が自ら行うものの他、公的機関その他の組

織が行う研修等に職員を派遣して行うことも可能とする。 

◇要求水準 

(ｱ) 研修等を通じて、職員が割り当てられた業務を完全に理解し、その実施に支

障が生じない状況を確保すること。なお、理解すべき内容としては、少なくと

も次の内容を含むものであること。 

・各職員が行うべき業務の内容及び責任、利用者への接遇、業務上遵守すべき

関係法令・条例・規則等の規定内容、防火・防災対策、環境への配慮、その他

業務に必要な知識や技術、心構え等 

(ｲ) 研修計画には、次の内容を含むこと。 

・研修等の実施方針 

・研修等の実施項目、各項目の概要、実施スケジュール 

(ｳ) 毎年度、研修計画に基づいて実施した研修実績を札幌市へ報告すること。 

エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上 

新発寒地区センターにおける市民サービスの水準を維持向上させるとともに、

雇用の確保を図るため、職員の雇用に関する関係法令を遵守し、必要な規定の作

成・変更や届出等を行うとともに、雇用環境の維持向上に努める。 

◇要求水準 

(ｱ) 職員の雇用に関しては労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、その他新
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発寒地区センターの管理運営にあたり関連する労働関係法令を遵守し、就業規

則その他の必要な規定等を整備するとともに、必要な届出を監督官庁に行うこ

と。 

(ｲ) 職員に対する給与、賃金等の支払を適切に行うこと。 

(ｳ) 職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取り組める

よう、安全衛生やコミュニケーション、（提案があった場合）ワーク・ライフ・

バランスの推進を含め、十分な労働環境を整えること。 

⑸ 管理水準の維持向上に向けた取組 

新発寒地区センター利用者のニーズに柔軟に対応するとともに、安全性、効率性、

その他新発寒地区センターの管理水準を維持・向上させていくため、組織内では常に

情報を共有するとともに、各業務について見直しを行い、改善を図る。 

◇要求水準 

ア 情報の共有方法を明確化し、必要な情報を職員が十分に把握していること。 

イ 業務の見直しを行う方法を明確化し、定期的に見直しを行うこと。特に、事故防

止については、見直し、改善を含め、日常的に組織的取組を行うこと。 

⑹ 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 第三者に対する委託業務等における適正の確保 

協定書第 10条（※募集の段階においては、「募集要項５－⑽－ウ」に置き換える

こと。）に示す第三者に対する委託（以下「再委託」という。）を行う業務の実施に

あたり、適正を確保する。 

◇要求水準 

(ｱ) 再委託業務にかかる契約を締結する際には、札幌市契約規則及び札幌市物

品・役務契約等事務取扱要領（平成 20 年３月 28 日財政局理事決裁）第 91 条

に準じて、軽微なもの、緊急を要する場合などを除き原則として複数の団体か

ら見積等を徴すること。 

(ｲ) 再委託をする場合には、再委託の相手方となる事業者(以下｢再委託事業者｣

という。)が、再委託業務の履行にあたり新発寒地区センターの管理運営にお

ける市民サービスの向上について配慮するとともに、利用者の安全を十分に確

保するよう仕様等を作成すること。また再委託事業者からの再度の委託はでき

ないことに留意すること。 

(ｳ) 再委託は指定管理者の責任において行うものであることについて、再委託事

業者の十分な理解を確保すること。 

イ 再委託の相手方となる事業者への適切な監督、履行確認 

再委託事業者に対しては、指揮監督を徹底するとともに、必要な履行確認を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 再委託事業者との契約にあたり、再委託事業者に対して必要な指揮監督を行

う部署及びその責任者、再委託事業者側の責任者を明確にし、指揮命令系統及

び連絡系統を確立すること。 

(ｲ) 再委託した業務が当該契約に基づき適切に行われるよう、必要な指導、指示、

立会、書面による検査並びに確認を行うこと。 

(ｳ) 再委託事業者に対し、委託した業務に関連する労働関係法令を遵守するよう、



8 

 

適切な監督、指導を行うこと。 

(ｴ) 再委託事業者に対して、新発寒地区センターの業務を行うために必要な従事

者の法令遵守状況及び労働環境（賃金、労働時間、各種保険の加入状況、健康

診断の実施状況等）に関わる情報提供を求めること。ただし、個人情報保護の

観点等から情報の収集が困難な場合は、その状況、経緯等について札幌市に報

告を行い必要な指示を仰ぐこと。 

ウ 協定に関連する契約の相手方からの暴力団員又は暴力団関係事業者の排除 

暴力団員または暴力団関係事業者を協定に関連する契約の相手方としないため

に、必要な対応を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 第３－２－(8)－イに定める対応を行うこと。 

⑺ 札幌市及び関係機関との連絡調整 

ア 運営協議会の設置 

札幌市、指定管理者、利用者団体、地元町内会等で構成する新発寒地区センター

運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。協議会においては、管理業務

等の状況の報告、管理運営水準の維持・向上に向けた協議を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 協議会は指定管理者の主催により指定期間中３か月に１回以上開催するこ

と。 

必要に応じて、札幌市及び指定管理者のみでの協議会開催も可とするが、年

度ごと１回以上はすべての構成員で協議会を開催すること。 

(ｲ) 協議会の運営は指定管理者が行うこと。また、協議会では以下の項目につい

て協議等を行うこと。 

＜協議等の項目＞ 

・本業務の報告と新発寒地区センターの管理運営上の問題点や改善に関する事項 

・施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合の概

略 

・本仕様書において協議会での協議を必要とする旨が記載されている項目 

・その他、新発寒地区センターの市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取

組 

(ｳ) 協議会の内容は記録するとともに要旨を札幌市に報告すること。また、その

要旨を１か月程度施設内に掲示し、利用者へ周知すること。 

イ 関係機関との連絡調整 

本業務の遂行に当たり、利用者団体、地元町内会等、その他関連する団体、組織、

機関等との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 指定期間開始後２か月以内に、本業務の円滑な遂行に関して必要となる関係

機関等の一覧表を作成し、当該内容について札幌市に確認すること。 

(ｲ) (ｱ)の確認後、必要な関係機関等との関係の構築を速やかに行うとともに、

連絡調整を適宜行うこと。 

ウ 指定管理者の表示 
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指定管理者が行政庁としての行為を行う場合には、指定管理者であることを明

らかにする。 

◇要求水準 

本業務を行うに当たり、使用承認、承認取消その他の行政庁として行う行為（本来、

行政庁でなければ行うことができない行為）を行う場合において、団体名を表示する

必要があるときには、「札幌市新発寒地区センター指定管理者 札幌市新発寒地区セ

ンター運営委員会」と表示すること。 

⑻ 財務 

ア 資金管理 

新発寒地区センターの安定的かつ効率的な管理運営を確保するため、本業務に

関する資金（協定書に定める管理費用、利用料金、その他の収入。以下「管理費用

等」という。）及び本業務とは別に指定管理者が札幌市の承認を得て施設において

実施する事業等（以下「自主事業等」という。）に関する資金を適切に管理する。 

◇要求水準 

(ｱ) 本業務を行うに当たっては、指定管理者が行っている他の事業と経理を明確

に区分し、年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備すること。 

(ｲ) 本業務に係る経費の収支については、独立した帳簿及び預金口座により管理

すること。 

(ｳ) 管理費用等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確

認すること。 

(ｴ) 自主事業等の経費の管理については、第５－１－（3）を参照。 

イ 現金等の適切な取扱い 

利用料金収入等の現金等が不適切に取り扱われることの無いよう、現金等の取

扱に関する規定（以下「現金等取扱規定」という。）を整備し、運用する。 

◇要求水準 

(ｱ) 現金等取扱規定には、以下の項目に関する規定を含むこと。 

なお、複数の規定類により各項目について規定していても差し支えない。 

・現金の取扱いに関する管理体制 

・現金の取扱事務の運用手続 

・現金の保管方法 

・銀行口座の管理方法 

・金券類の管理等の適切な取扱い 

・以上の現金等の取扱いに付随する帳票、経理書類の様式 

(ｲ) 現金等取扱規定においては、現金等の取扱いに関し事故、不祥事を未然に防

ぐ仕組みを構築し、運用すること。 

(ｳ) 現金等の取扱いに関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確

認した日時、事実の概要を記録するとともに、当該事実等について即時に札幌

市に報告のうえ、その後の対応について札幌市と協議し、必要な対応を取るこ

と。 

(ｴ) 現金等の取扱いに関して、必要に応じて現金等の輸送中及び保管中に発生し

た滅失や盗難、事故に備えた保険等の加入について検討すること。 
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⑼ 苦情対応 

施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等（以下「苦情等」とい

う。）に迅速かつ適切に対応し、その結果を札幌市に報告する。 

◇要求水準 

ア 苦情等への対応手続を文書により整備すること。また、職員が、当該手続の内容

を十分に理解していること。 

イ 苦情等を受け付ける担当部署を明確化し、利用者、その他必要な者に対して十

分に周知していること。なお、利用者等からの申し出があった場合には、当該担当

部署とは異なる部署においても苦情等は受け付けること。 

ウ 苦情等を受け付けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行うこと。 

(ｱ) 指定管理者のみで対応が可能なものについては、適切な対応を行った上で、

必要に応じて札幌市に報告すること。 

(ｲ) 指定管理者のみでは対応が難しいもの、札幌市の判断を要するものについて

は、速やかに札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

エ 市政に関し、指定管理者の業務には全く関わりの無い苦情等があった場合  

には、速やかにその概要を札幌市に報告すること。 

オ なお、札幌市は、札幌市になされた苦情等の対応上必要と認めるときは、指定管

理者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。 

⑽ 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 記録 

指定管理者は、本業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管し、指定期間の

満了時や指定の取消時には、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐ。 

◇要求水準 

以下の帳簿等を常に整備し、これらを５年間（法令等で定めがある場合は、その期

間）保管し、保管期間が終了した場合は、個人情報等の取扱いに注意し、適正に破棄

すること。ただし、５年が経過する前に、指定期間が満了しまたは指定が取り消され

た場合は、札幌市の指示に従い、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐこ

と。 

・事業日誌 

・管理業務に関する諸規定 

・文書管理簿 

・各年度の事業計画書及び事業報告書 

・収支予算及び収支決算に関する書類 

・金銭の出納に関する帳簿 

・物品の受払に関する帳簿（別表２、３に記載する備品及びその他の備品で指定管

理者が調達したものについてそれぞれ明示し、その受払について記載したもの） 

・以上のほか、別紙１に示す本仕様書に規定する業務に関する記録書類、及び札幌

市が必要と認める書類 

イ セルフモニタリング 

指定管理者は、新発寒地区センターの管理運営業務の実施状況及び利用者や地

域住民の声について、自ら監視・測定（以下「セルフモニタリング」という。）を
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行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 業務の全体に関して、以下の内容を含むセルフモニタリングを行うこと。 

a 利用者満足度の測定等 

・利用者アンケート調査を行い、施設利用者の施設利用に係る満足度等を測定

するとともに、意見、要望等を把握する。 

・調査は、公正な方法で行うこと。 

・利用者アンケート調査には、新発寒地区センターの利用による総合的な満足

度、第１で挙げた新発寒地区センターが目的とする成果の実現や、課題の解

決等の進捗、職員の接遇等を把握できる調査項目を盛り込むこと。 

・調査結果については、集計・整理後速やかに札幌市に文書及び電子データに

より報告するとともに、新発寒地区センターの利用者にも、１か月程度掲示

により周知すること。 

・調査に当たっては、個人情報の保護に関する法律の遵守を徹底すること。 

b 苦情等の整理、分析 

・施設利用者、地域住民、その他からの苦情や要望は、その内容に従い分類し、

件数及び内容の傾向等を分析する。 

・当該分析結果は随時、札幌市及び協議会において報告した上で、施設内に掲

示すること。また、随時作成した分析結果を活用して、別途、年度単位の分

析を行うこと。 

c 各業務のセルフモニタリング 

・別紙１に記載した各業務の記録の作成等行うこと。なお、業務の実施方法等

と合わせて記録・測定等の方法を集約するなど、合理化を図ることもできる。

ただし、この場合にも、別紙 1に記載した内容は含むこと。 

d 業務・財務検査項目の自己チェック 

・半年に１回程度、札幌市が示すチェックリストを用いて、業務や財務に関す

る自己チェックを実施し、その結果を記録し、また、改善が必要な項目があ

る場合、その改善提案を含め札幌市に報告すること。なお、改善提案を行っ

た項目については、札幌市への報告後１か月以内に再度確認し、札幌市に報

告すること。 

 (ｲ) 利用者アンケート調査結果については、以下の項目毎の満足度の水準を目

標とする。 

・総合満足度：80％ 

・接遇（受付を含む）：80％ 

・貸室事業：80％ 

・図書事業：80％ 

・清掃状況：80％ 

ウ 事業等の報告 

指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、別

紙１に示す報告書類、その他札幌市が要求する報告書類について、適宜提出する。 
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◇要求水準 

(ｱ) 毎年度終了後に提出する報告書類 

・施設利用状況報告書（様式１-１、１-２） 

・講座等事業実施報告書（様式２-１、２-２、２-３） 

・当該年度の管理業務に係る収支決算書（利用料金の収入状況を含む） 

・当該年度（又は当該年度中に終了する事業年度）の団体の経営状況を説明す

る書類〔収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類、貸借対照表及び財産

目録またはこれらに相当する書類〕 

(ｲ) 毎月終了後に提出する報告書類 

・施設利用状況報告書（様式３-１、３-２） 

・講座等事業実施報告書（様式４-１、４-２、４-３） 

・有料施設利用料金収入状況報告書（様式 5） 

・図書業務報告書（様式６-１、６-２、６-３、６-４） 

・個人情報取扱状況報告書（様式７） 

(ｳ) 事業計画書の提出 

指定管理者は、毎年度末までに次年度に予定する事業計画書を作成し、札幌

市に提出すること。なお、当初に提案した事業計画に変更がある場合には事前

に札幌市と協議すること。 

(ｴ) その他 

指定期間初年度においては、決算終了後直ちに、(ｱ)に挙げた団体の経営状

況を説明する書類（指定期間初年度の前事業年度分）を提出すること。 

エ 札幌市の検査・確認・要請に対する対応等 

指定管理者は、施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠

実に対応する。 

なお、検査・確認等の結果、指定管理者の業務が協定書に定める管理運営業務の

基準を満たしていないと判断した場合は、札幌市は、指定管理者が必要な改善措

置を講ずるよう指示等を行うことがあるので留意すること。 

◇要求水準 

(ｱ) アに挙げた帳簿等、その他管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理

し、札幌市からこれらに関する報告や現地調査を求められた場合には、速やか

に指示に従い、誠実に対応すること。 

(ｲ) 札幌市は、ウに挙げた報告書類等の検査、定期的又は随時の現地調査（給与・

賃金等の支払状況や口座残高の確認等の財務検査を含む）、その他管理の基準、

管理業務等に関する仕様書等に基づき、指定管理者が業務を適切に実施してい

るかの検査、確認を行うので、指定管理者はこれらの検査等に協力すること。 

オ 事業評価 

指定管理者は、施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市

が定めるところにより、管理業務等の自己評価を行い、毎年度事業報告書の提出に

あわせて札幌市に報告する。 

◇要求水準 

(ｱ) 評価は、館長が中心となり、可能な限り利用者と直接接する職員の意見等も 
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反映させることのできる方法により行うこと。 

(ｲ) 札幌市は、指定管理者の自己評価をもとに、指定管理者の業務評価を行い、

その結果に基づき必要な指示等を行うとともに、評価の結果を公表する。札幌

市が公表した評価結果については、施設内に１か月程度掲示し、利用者へ周知

すること。 

※なお、札幌市は、必要なサービス水準の確保、その他施設の管理運営に関し必

要があると認めたときは、利用者ニーズを把握するための調査を行う場合がある。 

 

２ 施設・設備等の維持管理に関する業務 

⑴ 総括的事項 

ア 利用者等の安全確保、市民サービスの向上への配慮等 

各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、

市民サービスの向上について十分に配慮する。 

また、法令の遵守を徹底するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理物

件を管理する。 

◇要求水準 

(ｱ) 各業務に関して、新発寒地区センター利用者、歩行者、近隣住民、職員、そ

の他業務に関連する者の安全が十分確保されること。 

(ｲ) 各業務を実施する際に、利用者の施設利用の支障にならないよう配慮すると

ともに、利用者に対し業務の実施について十分に案内すること。 

(ｳ) 必要な場合には、法令等に従い当該要件を満たす有資格者により作業が行わ

れること。 

(ｴ) 拾得物の取扱いを適正に行うこと。 

(ｵ) 災害、救急にかかる対応を適切に行うこと。 

イ 連絡体制の確保 

各業務に関する連絡体制を確保する。 

◇要求水準 

開館時間中については、各業務に関して必要な連絡先を利用者に対し十分に案 

内すること。また、各業務に応じて、利用者等、職員からの連絡が必要な場合には、

常に最短の時間で連絡可能な状態が維持されていること。 

ウ 損害賠償保険の加入  

管理業務の実施に当たり、指定管理者の故意又は過失により札幌市又は第三者に

損害を与えた場合は、指定管理者が賠償責任を負うことになるため、指定管理者に

おいては、次に掲げる内容を補償する損害賠償保険に加入すること。 

(ｱ) 対象：新発寒地区センター内における維持管理期間中の法律上の賠償責任 

(ｲ) 対人補償：１億円（１名につき） 

４億円（１事故につき） 

(ｳ) 対物補償：500万円 

(ｴ) 期間  ：指定管理者の指定期間 

(ｵ) その他 ：被保険者を指定管理者（指定管理者から委託を受けたものを含む）

及び札幌市とし、交差責任担保特約を付ける。 
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⑵ 施設、設備等の維持に関する管理 

施設、設備等の維持に関する管理業務の具体的な実施要領は、別紙８「管理業務の

計画書」（４－８）のとおりとする。 

ア 清掃業務 

施設の快適な環境を保つため、日常清掃、定期清掃、廃棄物収集処理を行う。 

定期清掃では、日常清掃で行うことが困難な清掃を計画的に行う。 

廃棄物収集処理では、管理運営に伴い排出されるごみ、廃棄用紙、段ボール、資

源物等を定期的に収集、処理する。 

その他下記要求水準を達成するために必要な業務を行う。 

◇要求水準 

別紙２清掃業務仕様書によること。 

イ 警備業務 

施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止す

ることにより、財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な管理運営を行う。 

このため、指定管理者は、警備計画を作成し、当該計画に従い以下の業務を行う。 

・鍵の管理 

・開館時及び閉館時の開錠、施錠 

・出入管理 

・施設の秩序維持 

・機械警備システム等の管理 

・その他下記要求水準を達成するために必要な業務 

なお、対象区域は新発寒地区センター施設及び敷地とする。 

◇要求水準 

別紙３警備業務仕様書によること。 

ウ 施設及び設備の運転・保守・管理・点検業務 

施設及び設備(以下「施設等」という。)の全般の機能を良好に維持管理するとと

もに、施設等の劣化を早期に発見し、措置するため、日常点検、定期点検、その他

必要な保守点検業務を実施する。 

◇要求水準 

(ｱ) 建築基準法第 12条第２項及び第４項に基づき、別紙の検査を行うこと。 

(ｲ) 施設等が所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｳ) 点検の結果設備の部品、消耗品等の交換が必要となる場合には、速やかに交

換すること。 

(ｴ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安

全性を確保すること。 

(ｵ) 業務の対象施設等は施設等全般とする。なお、エレベータ、自動ドア、ボイ

ラ、消防設備、自家用電気工作物、舞台装置、エアコン等について、それぞれ

の業務の標準は別紙４のとおりとする。 

エ 修繕 
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  施設等の全般の機能を良好に維持管理するとともに、施設管理上のトラブルが

原因で市民等の利用に支障が生じることのないよう、施設等全般について、破損、

故障等が発生した場合又は短期間のうちに確実に破損、故障等が発生すると見込

まれる場合（以下「破損、故障が発生した場合等」という。）は、速やかに修繕を

行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 利用者等から破損、故障等の発生について連絡を受けた場合においては、速

やかに実際の状況を確認すること。 

(ｲ) (ｱ)の場合も含め、破損、故障が発生した場合等には、応急処置、修繕費用、

修繕期間、原因の調査など、必要な初期対応を行うこと。また、当該対応の結

果について、遅滞なく札幌市に報告すること。 

(ｳ) 修繕を行うにあたり再委託にかかる契約を締結する際には、札幌市契約規則

及び札幌市物品・役務契約等事務取扱要領第 91 条に準じて、軽微なもの、緊

急を要する場合などを除き原則として複数の団体から見積等を徴すること。ま

た、修繕等を行うに当たっては、緊急に実施する必要のある場合を除き、事前

に札幌市の承認を得ること。なお、緊急に実施した修繕については、実施後速

やかにその概要を札幌市に報告すること。 

(ｴ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安

全性を確保すること。 

(ｵ) 修繕等を行うにあたり、札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説

等に従うこと。 

オ 備品管理 

札幌市が備え付ける備品（事務機器を含む。）は別表２のとおりとする。備品は、

市民等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃等を行うととも

に、不具合の生じた備品について、修繕を行う。 

また、施設の管理運営にあたっては、指定管理者と札幌市とは備付けの備品(別

表２)について物品使用貸借契約書を締結するものとする。 

◇要求水準 

(ｱ) 備品は所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｲ) 備品に関する不具合があった場合、速やかに実際の状況を確認し、修理、説

明、代用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行うこと。 

(ｳ) 別表２に記載する備品は、毎年度全件その有無及び状態を点検すること。 

カ 駐車場管理 

新発寒地区センター駐車場利用車両の監視、誘導等を適切に行い、利用者の円滑

な活動を確保する。業務の時間帯は開館時間に合わせること。 

◇要求水準 

(ｱ) 駐車場利用者が安全、円滑に駐車できるよう必要な案内・誘導を行うこと。 

(ｲ) 駐車場入口付近や駐車場内での交通渋滞の未然防止、渋滞が発生した場合の

速やかな解消に努めること。 

(ｳ) 場内での事故等が発生した場合には、利用者の案内、避難誘導、救護、警察・

消防などの関係機関への通報等、事故に応じた初期対応を行うこと。また、速
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やかに、札幌市に事故の状況、初期対応の結果、その他必要な事項を報告し、

札幌市との協議の上、必要な対応を取ること。 

キ 外構緑地管理 

敷地内の外構、緑地について、美観の保持、利用者の安全、防犯及び近隣への配

慮という点から、点検、剪定、除草、病害虫防除、養生、冬囲い等適切な維持管理

を行う。 

◇要求水準 

別紙５外構緑地管理業務仕様書によること。 

ク 除排雪業務 

冬期間の駐車スペースの確保、利用者の通行の妨げにならないよう、駐車場及び

通路の除排雪を行う。 

◇要求水準 

別紙６除排雪業務仕様書によること。 

⑶ 防災業務 

地震、火災、風水害等の災害(以下｢災害等｣という。)及び事故による傷病等が発生

した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日ごろか

ら訓練を行い、利用者、職員等の安全確保を図る。 

防災業務の具体的内容は、別紙「管理業務の計画書」（４－６）のとおりとする。

なお、当該計画書は、以下の点を踏まえること。 

基本的には、災害が発生した場合、区災害対策本部の依頼があれば指定避難所と

して開設できる体制を整える。また、新発寒地区センターは指定避難所に指定され

ていることから、「札幌市新発寒地区センターの管理に関する業務協定書」とは別

に、避難所の運営に関する協定の締結に係る協議を求めることがある。 

ア 避難者が施設に入ってきた場合 

避難所開設の可否について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。開設し

ない場合については、区災害対策本部の指示に基づき開設中の避難所を案内する。 

イ 施設に損壊が生じた場合 

① 避難者が発生し、避難所として開設するにあたり支障がある場合 

施設の損壊状況について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。 

② 避難者が発生せず、単なる施設の損壊 

施設所管課に連絡を行う。 

ウ 対応を行う時間帯 

基本的には開館時間内の対応とする。 

エ 災害が発生し、負傷者が出た場合 

① 避難者の場合 

救急処置、119番通報等必要な措置をとり、区災害対策本部に連絡を行う 

② 利用者の場合 

救急処置、119番通報等必要な措置をとり、施設所管課に連絡を行う。       

◇要求水準 

(ｱ) 災害等の緊急事態が発生した場合には、防災計画に基づき、被害が最小にな

るように迅速かつ最善の対応を取るとともに、発生の状況、その他必要な事項
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について直ちに札幌市に報告すること。 

(ｲ) 防災計画には、以下の内容を含むこと。 

・防災業務の実施方針 

・災害等が発生した場合の統括対応部署とその役割。その他の部署の役割分担

と連絡系統 

・災害による被害を最小限に抑えるための防災訓練の内容及びその他の日常 

からの対策 

・新発寒地区センターにおける事故による傷病等の想定項目 

・事故による傷病等を未然に防ぐための方策 

・万一事故等が発生した場合の対応方法(医療機関その他関係機関との連携を

含む) 

・休館日の災害等への対応体制 

(ｳ) 防災業務の実施にあたっては、次の基準、観点に従うこと。 

・新発寒地区センター利用者の安全を最優先で確保すること。 

・職員の安全、近隣住民への対応や関係機関との連携協力に十分に配慮するこ

と。 

・開館中に災害等が発生した場合に、職員が必要な初動対応、避難所としての

対応及び連絡等を行える状況を維持すること。 

・開館中を除く時間帯に災害等が発生した場合に、必要な連絡体制及び損害、

被害の確認、避難所としての対応を行う体制を確立していること。 

・防災計画は、別途札幌市との避難所の運営に関する協定が締結された場合は、

その内容に応じて改定を行うこと。 

(ｴ) 利用者等の急な傷病に適切に対応できるよう、近隣の医療機関との連携体制

や職員による応急救護体制を確立していること。 

(ｵ) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に規定される防火管理者ないし防

災管理者の選任、消防計画の策定及びその実施を通じて、消防法及び関係法令

に規定される防火管理又は防災管理を徹底すること。 

(ｶ) 消防法施行規則第６条の基準に基づき施設に設置されている消火器につい

て、平成 22 年 12 月 22 日付消防予第 556 号・消防危第 294 号「消火器の技術

上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の交付について」による規格基

準に基づき、製造から 10 年を経過したもの及び消防設備点検にて異常が認め

られたものは更新すること。 

(ｷ) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し、日常の点検とパット、バッテリー

等の消耗品を含め、必要な更新を行うこと。また、緊急時には迅速に対応でき

るよう、日頃から点検、操作訓練等を行うこと。なお、現在施設内に設置して

いるＡＥＤについては、保証期間が終了していない場合に限り継続して使用す

ることができるものとする。 

 

３ 事業の計画及び実施に関する業務 

新発寒地区センターの設置目的を達成するための事業を企画・立案し、実施する。な

お、事業の企画・立案・実施に関しては、手稲区民センター、区内の他の地区センター
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（コミュニティセンターを含む。）、手稲区体育館等の他施設と連携を図り、地域行事と

の関連も考慮すること。 

⑴ 区民講座に関する業務 

新発寒地区センターの設置目的の実現に向けて、市民の教養等の向上促進等のた

めに、区民ニーズ及び市の施策に合致した各種講座を実施し、市民に学習機会を提供

する。 

各事業の具体的内容は、別紙９－１「運営事業計画書（１区民講座について）」の

とおりとする。 

◇要求水準 

ア 年間 10 講座程度（1 講座あたり４～８回程度）を定期又は随時に開催するよう

努めること。 

イ 講座の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

・区民ニーズの高い講座（例：一般教養、健康づくり） 

・まちづくり参加入門講座（例：地域の魅力再発見、町内会経理・運営、ボランテ

ィア入門、ファシリテーター養成、ワークショップ運営等） 

・市民・他団体が企画、提案する講座 

ウ 講座の一部（５割未満）の実施に当たっては、市民が企画、提案する講座を具体

化するための支援や札幌市生涯学習センター等との連携を行い、内容の充実を図

ること。 

エ 講座毎に申込定員の 80％以上の参加者を得るよう努めること。 

オ 講座毎に参加者の受講内容に関する理解度、満足度がそれぞれ 80％以上となる

ことを目標とすること。 

カ 受講料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金

額とするよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考

とすること。 

⑵ 地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務 

新発寒地区センターの設置目的の実現を図るため、幅広い地域住民の交流等を目

的とした事業やボランティア性の高い事業を実施し、利用促進に向けたきっかけづ

くりとする。 

各事業の具体的内容は、別紙９－２「運営事業計画書（２地域住民の交流等を目的

とした事業について）」のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 年間にわたって複数回、定期又は随時に開催する。 

イ 事業の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

・文化祭、演芸会など（例：利用団体合同の発表会） 

・講演会、演奏会など（例：著名人による講話、ＰＭＦ等の演奏） 

・スポーツ大会、その他（例：卓球大会、地域のおまつり、フリーマーケット） 

ウ 来場者目標数の 80％以上の来場者を得るよう努めること。 

エ 利用促進に向けたきっかけづくりとなるよう、来場者への年間施設イベント情

報チラシの配布や体験型のイベントにするなど、来場者の施設への興味を喚起す

るような工夫をすること。 
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オ 参加料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金

額とするよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考

とすること。 

カ 文化祭、演芸会等にてバザー等を実施し飲食物を提供する場合、臨時営業許可等

の法定手続等を行うこと。 

⑶ 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

新発寒地区センターの設置目的である地域住民の福祉増進に寄与するため、施設 

の空き室等を有効に活用（無料）することにより、地域の憩いの場を創出する。 

各事業の具体的内容は、別紙９－３「運営事業計画書（３地域の憩いの場づくり施

設活用事業（無料）について）」のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 空き室の範囲内又はロビー等の空きスペースを活用して実施することとし、事

業ごとに月１回以上実施することを目安とする。 

イ 事業の内容は、以下の例を参考に地域のニーズを踏まえて定めるとともに、複数

の分野においての実施に努めること。 

＜分野の例＞ 

・文化系【和室や会議室を利用】・スポーツ系【ホールを利用】 

・フリー系【ロビーを含めた空きスペース全体を利用】 

（フリー系の例：子育てサロン、ファミリー利用、自習コーナー、子ども開放） 

ウ より地域住民・個人が気軽に参加することで施設利用者の裾野が広がるよう、事

業内容や実施方法を工夫すること。特に貸室を活用しない、あるいはあらかじめ曜

日日時を設定せずに適宜実施できるフリー系の事業を、施設の状況に応じて積極

的に実施するとともに、子どもや子育て世代への利用促進につながるように工夫

すること。 

エ 実施日時の設定にあたっては、各施設における駐車場の混雑状況を勘案するこ

と。特に区役所等の公共施設と駐車場と共用している施設においては、平日日中

を避けて設定するなどの工夫をすること。 

オ 備品使用料は徴収しないが、茶菓や資料など実費的な参加料等の設定に当たっ

ては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金額とするよう配慮すること。

この場合、本市内の他の類似施設や市のイベントなどの料金設定を参考とするこ

と。 

カ あらかじめ事業ごとの実施予定曜日や時間帯を設定した年間または月間のスケ

ジュールを立てるとともに、貸室利用等により中止する場合は事前に決定し、利用

者が確認できるようにすること。また、中止した分は、空き室の範囲内において他

の空き時間等へ振り替えるなどにより、上記実施回数の確保に努めること。 

キ 活用事業は、空き室の範囲内で施設を有効利用するものであり、施設の利用状況

によって変動するものであることから、利用率が向上した場合には順次縮小する

ものであることを十分周知すること。また、実際に事業を縮小する場合は、段階的

な縮小や十分な事前周知等により、利用者への理解が得られるように努めること。 

⑷ 図書業務 

図書室において、地域住民の身近な図書施設として、その教養、調査・研究、レ
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クリエーション等に資するよう、資料の貸出・返却、整理、その他図書室運営に関

する業務を行う。なお、業務の内容は別紙７に示す仕様書のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 公の施設であることを念頭に置き、公平な運営を行うこと。 

イ 札幌市中央図書館の管理運営方針に従い、「さっぽろ読書・図書館プラン 2022（令

和４年５月）」等の主旨を踏まえながら市民の読書活動推進等に取り組むこと。 

ウ 利用者が円滑に図書館サービスを利用できるよう、図書館奉仕その他の業務を

適正に遂行すること。 

エ 市民が利用しやすい環境整備に努め、丁寧な接遇を心掛けること。 

オ 利用促進を図るため、創意工夫による普及行事・展示の企画実施及び積極的な広

報活動に努めること。 

カ 利用者の個人情報保護について細心の注意を払うとともに、個人情報の保護に

関する法律の規定に基づき、個人情報の保護を徹底すること。 

キ システム端末について、札幌市情報セキュリティポリシーに従い、適正に使用す 

ること。 

ク 利用者からの意見、苦情等に対し、自館において責任をもって対応すること 

 

４ 施設の利用等に関する業務 

施設の使用申込の受付、使用の承認等、利用料金の収受、その他施設の使用承認等に

関する業務を行うとともに、利用の促進、利用率の向上に向けた取組を行う。 

⑴ 受付業務 

新発寒地区センター受付において、施設利用についての案内、施設利用及び物品貸

与の申し込み受付、利用前後の鍵の受け渡し、苦情や問い合わせへの一次対応、コピ

ー・印刷機利用サービス、その他新発寒地区センター来館者への対応業務を行う。な

お、施設の使用承認等に関する業務に関しては、下記(2)のとおり実施すること。 

◇要求水準 

ア 来館者に受付カウンターであることが容易に理解されるよう必要な表示や案内

があること。 

イ  親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。 

ウ 来館者の来館目的に沿い、適切な案内を行うこと。また、新発寒地区センターに

関する来館者の疑問点に即時に対応すること。 

エ 施設利用者（使用承認等の申込者を含む）に対しては、施設の利用方法や利用上

の留意点など必要かつ十分な案内が行われること。 

オ 来館者が受付に到着した後は速やかに要件を済ませられるよう配慮すること 

カ 混雑する場合には、混雑緩和のための必要な対応を講じること。 

キ その他札幌市政に関する問い合わせについても、対応業務を行うこととし、必要

に応じて関係部署へ取次ぎを行うこと。 

⑵ 使用承認等に関する業務 

新発寒地区センターの利用に関して、以下の業務等を行う。 

・施設（有料）の使用申込・予約受付及び使用の承認又は不承認 

・施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとすると
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きの当該行為の承認又は不承認 

・使用承認等の条件の変更、施設の使用の停止の命令又は使用承認等の取消し 

・利用料金の収受事務 

・利用料金の還付に関する事務 

・販売行為等の承認 

・入館の制限その他施設の秩序維持 

・ロビー（無料施設）の使用申込の受付及び使用の承認又は不承認 

◇要求水準 

ア 平等利用を確保すること。 

イ 使用の承認、不承認は、札幌市区民センター条例、同条例施行規則、札幌市区民

センター等使用承認取扱要領、札幌市区民センター等使用許可に係る審査基準及び

札幌市区民センター等の使用許可に係る処分基準等関係規程に基づき行うこと。 

ウ 利用料金等の収受を、第４－１－⑻－イにより整備する現金等取扱規定に基づ

き適切に行うこと。 

エ 施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるもの

とする。（第３－２－⑻－ア 参照。） 

オ 施設窓口、電話、ファクス（※必要な場合、インターネット（札幌市が提供する

予約システム））及び独自のインターネット申込みによる受付を行うこと。なお、

インターネット申込みにおいては、ホームページ上に空き室情報確認画面を掲示す

るなど利用者の利便性に考慮すること。 

カ 使用申込受付、事前予約受付及び利用料金収受に係る取扱時間は、休館日を除く

午前８時 45 分から午後９時までとすること。 

⑶ 利用の促進、利用率の向上に関する取組 

新発寒地区センターの利用の促進、利用率の向上に関する取組を実施する。 

◇要求水準 

貸室の目標利用率は 45％程度とすること。なお、施設を取り巻く状況等により、

十分な取組にも関わらず、目標を下回ることが明らかとなった場合には、必要に応じ

て目標を見直すこととする。 

 

５ 管理業務に付随する業務 

上記管理業務に付随する業務を行う。 

⑴ 広報業務 

指定管理者は、施設の PRや情報提供のため、札幌市と連携しながら、リーフレッ

ト、PRチラシの作成・配布、ホームページの開設・更新を行う。 

◇要求水準 

ア PRチラシは区内（地区内）で地域的な偏りの無いよう配布すること。 

配布方法例：区内の公共施設等への設置による配布 

イ PR チラシには、新発寒地区センターの利用案内や実施事業の案内等のほか、札

幌市の施策に関する情報を掲載すること。 

ウ ホームページには、閲覧者の問い合わせ先(電子メールアドレス及び電話番号)

を掲載すること。ただし、アクセス件数のカウンターは表示しなくてもよいが、定
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期的にアクセス件数は把握できるようにすること。 

エ ホームページは、利用者の立場になって、ウェブアクセシビリティ、ユニバーサ

ルデザインの考え方に基づいて管理するとともに、総務省作成の「みんなの公共サ

イト運用ガイドライン※１」を参考に以下の取組の実施に努めること。 

・ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開 

・日本工業規格 JIS X 8341-3：2016※３の適合レベル AA に準拠※２することと

し、１年に１回試験の実施と公開を行うこと。  

・１年に１回「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表※１」を公開すること 

オ ホームページの作成にあたっては、「札幌市公式ホームページガイドライン」

を参考にすること。また、ホームページ全体を常時 SSL 対応すること。 

※１ 総務省ホームページ 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html）よ

り入手可能。 

※２ 「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基

盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 

2016年３月版 

（http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/）」で定められた

表記による。 

※３ JIS 規格の改定が行われた場合は、最新の規格に対応すること。 

⑵ 掲示及び配架に関する業務 

指定管理者は、施設内の掲示板、配架コーナーの管理について、第１に挙 げた施

設の設置目的等に照らして、施設の実情に応じた利用規則を定め、公平・平等に掲出

を行うものとする。 

◇要求水準 

ア 掲示板及び配架コーナーの設置に当たっては、①コミュニティ活動及び生涯学

習活動を目的とする利用者団体の当該施設に関する事業、②その他営利等を目的

とする利用者団体の当該施設に関する事業、③官公庁の主催・共催・後援事業、④

その他地域住民のコミュニティ活動及び生涯学習活動を目的とする事業の４スペ

ースとすること。なお、スペースの割合については、施設の実情に応じて①から④

の順に従って優先するものとすること。 

イ 掲示物及び配架物の掲出期間やサイズについては、スペースと掲出希望数を斟

酌し、弾力的に対応するものとし、依頼者に対しても協力を呼びかけること。その

際、札幌市の後援がない事業は掲出できないとの誤解を依頼者に与えないよう注

意すること。 

ウ 掲示物及び配架物の内容が区民センター条例等の関係法令に照らしてふさわし

くないものについては、掲出しないこと。 

エ 掲示物及び配架物の内容等について、施設として一切関知していない旨明示す

ること。 

⑶ 引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等

を作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引継ぎを行う。又、新旧指定管
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理者は、業務引継の完了を示す書面を取り交わし、その写しを札幌市に提出する。 

◇要求水準 

ア 引継ぎは、新発寒地区センター利用者の利便性を損なわないよう、新指定管理

者、本市と協力して行うこと。 

イ 引継ぎには、別途札幌市との協議により定める内容を含めること。 

⑷ その他新発寒地区センターの管理業務に付随する一切の業務 
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第５ その他 

１ 自主事業の実施について 

指定管理者は、上記の業務の範囲外で、あらかじめ札幌市の承認を得た上 で、新発

寒地区センターを使用して事業を行うことができる。この場合の留意事項は、以下のと

おりとする。 

⑴ 一般的留意事項 

指定管理者が自らの提案に基づき自主興行を実施する場合は、新発寒地区センタ

ーの設置目的を踏まえて計画すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮すると

ともに、市民が利用しやすいような料金を設定すること。 

⑵ 承認要件 

以下の全てに該当すること。 

ア 第１で記載した新発寒地区センターの設置目的等、第２で記載した基本的方針

及び第３で記載した業務の内容と要求水準の達成に寄与すること。 

イ 指定管理者の自己資金で実施するものであること。（指定管理費の流用は原則と

して認めない。ただし、指定管理者の経営努力による利益と認められる分について

は、個別に判断するため札幌市に相談すること。） 

ウ 収支見込や事業の運営形態において、第４に示す各業務に支障をもたらさない

と認められること。 

エ 事業実施後は指定管理者による施設の原状復帰が可能なこと。 

オ 第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任

を指定管理者が負うものであること。 

カ 施設運営上の継続性に影響を与えないこと。 

キ 下記(5)に示す目的外使用許可が必要な場合、当該許可を受けたものであること。 

※施設の管理運営とは関わりの無い指定管理者固有の事業等のＰＲ、関連イベン

ト、その他指定管理者固有の事情によると認められる事業等は承認しない。 

⑶ 自主事業に関する経理 

自主事業の収支については、本業務に係る収支と区分して経理すること。複数の自

主事業を行う場合は、さらに、事業毎の経理とすること。 

なお、この場合、費用については、本業務にかかる経費と自主事業にかかる経費を

明確に区分できるもの（例：自主事業のみに要する備品費等）はそれぞれ当該事業の

費用とし、明確に区分できない費用のうち人件費、団体の一般管理費については本業

務及び各事業の規模に応じて適切に配分して経理すること。 

ただし、本業務において当然に発生する備品費、修繕費等の費用については、収支

報告書に経理方法を注記することを前提として、費用を配分しないこととして差し

支えない。 

⑷ 承認の取消について 

自主事業の実施期間中、事業の実際の状況等から承認要件のいずれかを欠くと認

められる場合（承認すべきではない事業と認められた場合を含む）には、承認を取り

消す。 

なお、承認の取り消しにより生じた指定管理者又は第三者の損害について札幌市

は責任を負わないことから、指定管理者は、自主事業の実施に伴い第三者との取引
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等を行う場合は、当該第三者にその旨を十分説明するとともに、原則として当該第

三者が了解したことを書面により確認すること。 

⑸ 目的外使用許可について 

第１で記載した新発寒地区センターの設置目的の範囲を超える自主事業の場合に

は、札幌市公有財産規則等に基づき、行政財産の目的外使用となることから、札幌市

に対し、別途使用許可申請を行う必要がある。 

特に、飲食・物販等の事業を行うために必要な施設の設置は行政財産の目的外使用

となることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行うとともに、札幌市の定める

使用料を支払うこと。 

 

２ 改修工事・大規模修繕について 

指定管理期間中、札幌市が行う改修工事や大規模修繕のために施設の休館を要する場

合、札幌市の財政状況により改修・修繕の規模や時期が変動することから別途その都度

札幌市からの協議の申し入れに対して協力をすること。 
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別紙 １ 

新発寒地区センター管理運営業務 業務毎の届出・記録・報告事項一覧 

 
 

・項目欄の記号は、「第４ 業務の内容と要求水準」の各項目に対応している。 

・業務の全体に関する報告書類については、仕様書「第 4－1－（10）－ウ」によること。 

・「概要等」欄の記載事項は、各記録・報告事項に含まれる必要のある内容を示す。指定管理者がその

他の内容を含んでも差し支えない。 

・区分欄の「届出」は届出の必要があるもの、「報告」は毎月、毎年の業務終了後に報告・提出するも

の、「記録」については、適宜記録し、札幌市が求める場合には閲覧できるよう、保管・整備されて

いる必要があるものを示す。なお、届出、報告の時期等については備考欄を参照すること。 

・記録の作成については、業務実施方法と併せて合理化・集約等しても差し支えない。ただし、概要欄

に記載する内容は必ず記録されること。 

・これらのほか、業務内容に応じて関係条例等に基づく届出が必要な場合があるので留意すること。 

・なお、届出、報告された文書等については、札幌市情報公開条例に従い公開されることがある。 

 

 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届 出 報 告  記 録 

1 統括管理業務 

(1) 管理運営業務の基本方針 

 基本方針 － 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

(2) 平等利用の確保 

 平等利用確保

の方針 

 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 平等利用確保

に向けた取組

項目の実施記

録 

各取組項目の実施状況 

  ○ 

 

(3) 地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進 

ケ 

省エネルギー

に係る業務計

画 

 

○   

業務開始時に提出 

変更した場合、速やかに

届出ること。 

エネルギー等

使用実績集計・

管理票 

札幌市環境マネジメントシステム

マニュアル 様式２ 
 ○  毎年５月 31日までに報告 

      

(4) 管理運営組織の確立 

ア 統括責任者 － ○   業務開始時 

 組織図 業務分担、指揮命令系統、緊急時

の連絡系統、その他が一覧できる

もの 

○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 

イ 職員採用・配置

計画 

組織に応じた職員の採用、配置計

画 

○   

採用方法、採用時期、職

種、必要な資格等につい

て区分 

変更した場合変更後１週

間以内に届出 
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 勤務記録 職員毎の勤務日、勤務時間、休暇

日、その他職員の勤務状況の記録 
  ○ 

職員の所属部署毎に記録 

 勤務記録一覧 職員毎の勤務日数、休暇取得数の

一覧 
  ○ 

月毎、部署毎に集計して

作成 

ウ 研修計画  ○    

 研修等の実施

履歴 

研修の実施日、内容、参加人数、

講師等、その他必要な事項 
 ○ ○ 

 

エ 労働関係法令

に関する届出

状況 

法令上必要な届出の一覧とこれが

完了した(又は既に完了している) 

旨の報告 

 ○  

業務開始時及びその後に

届出を行った場合に文書

により報告 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組 

 業務の見直し

履歴 

業務の見直し方法に基づき行った

見直しの経過、結果 
  ○ 

 

(6) 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 再委託に対す

る委託業務一

覧表 

再委託業務の業務名、発注日、契

約日、再委託事業者名、契約額、

見積書を徴収した事業者名と各見

積額、履行完了日、指定管理者側

の担当責任者、その他特記事項等 

 ○  

毎年度終了後に報告 

イ 再委託に対す

る委託業務履

歴 

再委託業務の指揮命令系統、指定

管理者が行った指導、指示、検査、

確認等の日時、内容、再委託事業

者から提出された報告、その他の

管理監督の履歴 

  ○ 

見積書、契約書、その他再

委託業務契約に関連する

文書と併せて整備・保存

すること。 

ウ 協定に関連す

る契約の相手

方が暴力団員

又は暴力団関

係者であると

判明した場合

の報告、記録 

協定に関連する契約の相手方が暴

力団員又は暴力団関係者であると

判明した場合の対応等 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、

その指示に従って、必要

な措置を講じる。 

また、その対応記録を作

成すること。 

(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整 

ア 協議会の記録 協議会の結果概要(日時、場所、議

題、参加者、協議結果、その他)  ○  
報告後、1 か月施設におい

て掲示すること。 

イ 関係機関一覧
表 

関係機関の一覧 

○   

業務開始後２か月以内に
一覧表を提出すること。 
少なくとも毎年度一回見
直し、変更の場合速やか
に届出ること。 

 関係機関との
連絡調整記録 

連絡調整の相手、日時、概要等 
  ○ 

事業日誌に記載 

(8) 財務 

ア 

予算実行計画
書 

札幌市に提出した収支計画及び事
業計画に対応する月毎かつ事業毎
の経費の支出予定 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで 

資金計画書 札幌市からの指定管理費、利用料
金収入、その他本業務に充当する
資金の月毎の調達計画を記載 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで(予算実行計画書
と対応させること) 

資金管理の点
検記録 

指定管理者の定める方法に従い記
録 

  ○ 
監査報告等によることも
可 

イ 現金取扱規定 － 
○   
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(9) 苦情対応 

 苦情への対応
手続 

 
○   

策定、変更した場合１週
間以内に届出 

 苦情記録 受付日時、申立者の氏名及び連絡
先(可能な場合)、申立の方法、受
付者及び所属部署、苦情等の対象
部署、苦情の内容、対応の経緯と
結果、苦情等の内容に応じた分類、
分析 

 ○ ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない 

(10) 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 各種帳票    ○ 整備保管すること 

イ 
 
 

セルフモニタ
リング 

アンケート調査による利用者満足
度の測定、苦情等の整理・分析、
各業務のセルフモニタリングを行
う。 

 ○ ○ 

市への報告のほか、施設
内への１ヶ月間の掲示を
行うこと。 

ウ 事業報告 協定書等に定めることにより提出
すること。 

 ○  
 

エ 検査・確認・要
請に対する対
応 

 
 ○ ○ 

 

オ 
 
 

事業評価  
 ○  

市への報告のほか、施設
内への１か月間の掲示を
行うこと。 

2 施設・設備等の維持管理に関する業務 

(2) 施設、設備等の維持に関する管理 

ア 清掃日報 ・定期清掃：毎日の業務における
清掃の従事者、清掃実施時間及
び回数、特記事項 

・対応清掃：施設利用者等からの
連絡又は要求の受付者(部署)、
日時、要求の場所及び内容等、
対応時間及び結果 

・廃棄物収集処理：作業の概要等 

  ○ 

再委託により実施した場
合、再委託事業者作成の
報告に加え、必要な事項
を記録（再委託業務履歴
と併せて保管）すること
も可 
産業廃棄物を処理する場
合、関係法令に基づき、必
要な記録が行われるとと
もに作成された帳票が保
存されること 

 計画清掃の計

画 

 
○   

 

 計画清掃記録 計画清掃を実施した日時、作業内

容、作業への従事者、作業の結果

に関する特記事項等 
  ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

イ 警備計画  ○    
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 警備日報 ・毎日の業務における従事者、業

務概要 

・毎日の事故、秩序を乱す行為等

への対応状況(施設利用者等か

らの連絡又は要求があった場合

はその受付者、対応の日時、場

所、内容等、対応に要した時間） 

・毎日の開館及び開錠時間、閉館

及び施錠時間、施錠時間帯にお

ける出入記録、その他開館、閉

館に関する特記事項 

  ○ 

同上 

ウ 保守点検業務

記録 

・保守点検設備等、実施者(再委託

事業者等)、実施日時、実施内容、

実施結果(部品交換の内容も含

む)、各保守点検業務に要した費

用 

 ○ ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

エ 破損、故障等の

概略 

・破損、故障等の連絡又は発見の

日時、連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・破損、故障等の概略 

 ○  

報告は遅滞なく行うこ

と。 

 

 

修繕業務実施

記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・修繕の実施日、実施者(再委託し

た場合は再委託事業者名)及び

実施内容、経費 

・使用した設計図、完成図等 

・原因その他特記事項 

※貸与する施設の図面に該当する

部分がある場合にはこれらの図

面に反映させること 

  ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

使用した設計図、完成図

等については札幌市に提

出 

オ 備品の不具合

への対応記録 

・不具合の連絡又は発見の日時、

連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・不具合等の概略と対応の結果 

  ○ 

 

 備品点検の記

録 

点検者、点検日時、点検対象、点

検結果(備品の有無、対応） 

 

 ○ ○ 

 

カ 

 

駐車場管理日

報 

時間別駐車場利用台数 

  ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

 駐車場管理月

報 

日報の月別集約結果 
  ○ 

 

キ 
 

外構緑地管理
日報 

作業日時、作業者、作業の概要、
その他特記事項 

  
○ 

同上 
 

ク 除排雪実施記
録 

作業日時、作業者、作業の概要、
その他特記事項 

  
○ 

同上 
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(3) 防災業務 

 防災計画  ○    

 防災訓練及び
職員への研修
結果 

訓練及び研修の実施日時、概要、
参加者数及び参加者の概略  ○ ○ 

毎年度の報告に含めて報
告 

3 事業の計画及び実施に関する業務 

(1) 区民講座に関する業務 

 講座実施記録 講座の実施日時、場所、講師、内
容、参加者数及び参加者の概略等 
 

  ○ 
 

(2) 地域住民の交流を目的とした事業に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 
 

  ○ 
 

(3) 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 
 

  ○ 
 

(4) 図書業務 

 業務日誌等 利用統計、行事の参加者等   ○  

 事故等処理報
告書 

事故等の概要、経緯、対応等 
 ○  

 

 その他の報告
書 
 

本市が調査・報告等を求めた、
必要な報告書等  ○  

 

(5) 図書カウンター業務 

 業務日誌等 利用統計、行事の参加者等   ○  

 事故等処理報
告書 

事故等の概要、経緯、対応等 
 ○  

 

 その他の報告
書 

本市が調査・報告等を求めた、
必要な報告書等 
 

 ○  
 

4 施設の利用等に関する業務 

(1) 受付業務 

 受付記録（使用
承認業務を除
く） 

日時、対応者、対応内容、経過
等   ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 

(2) 使用承認業務 

 受付記録 日時、対応者、対応内容、経過
等   ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 

エ 施設が暴力団
の活動に利用
されないよう
にするために
必要な措置を
講じる場合の
報告、記録 

・同左 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、
その指示に従って必要な
措置を講じる。また、その
対応記録を作成するこ
と。 

5  管理業務に付随する業務 

(1) 広報業務 

 広報関係事務 リーフレット、ＰＲチラシの作成、
ホームページ開設 ○   
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(2) 個人情報の保護 

 
 

個人情報の保
護の取扱い 

個人情報取扱規定の整備 

○   

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 
 
 
 

(3) 掲示及び配架に関する業務 

 

 

掲示及び配架

の取扱い 

掲示板・配架台利用規則の整備 

○   

 

(4) 引継ぎ業務 

 引継報告 業務引継の完了を示す書面の写し  ○   

第５ その他 

1  自主事業の実施について 

 事業の承認 市との協議事項 ○    

 事業経理 収支状況  ○   

 目的外使用許

可 

市の許可 
○   
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別紙 ２ 

清掃業務仕様書 

 

１ 業務仕様 

  この仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書」の最新版によるものとする。 

２ 業務の内容 

 ⑴ 日常清掃業務 

   特別な場合を除き、年末年始の休日（12 月 29 日～翌年１月３日）を除く毎日とし、別

表１の作業内容に基づき実施すること。 

 ⑵ 定期清掃業務 

   別表２の作業内容に基づき実施すること。 

   なお、札幌市の都合により作業実施月の変更を必要とするときは、指定管理者と協議の

上定めることとする。 

 ⑶ 塵芥処理、缶・瓶・ペットボトル処理 

   一般廃棄物（一般ゴミ、資源化ゴミ、粗大ごみ）、缶・瓶・ペットボトルについて、種類

別に分けてゴミを収集し、廃棄物処理場、リサイクル処理場等へ搬入する。 

   産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令

を遵守し、マニフェストにより処理すること。 

 ⑷ その他 

   上記以外の事項であっても、現場の状況に応じて札幌市が清掃管理上で必要と認め、指

示する軽易な作業を行うこと。 

３ 作業時間 

 ⑴ 日常清掃業務 

原則として施設の開館時間内とするが、１回目の清掃については、開館時刻の 30 分前

までに完了すること。ただし、やむを得ない理由により作業時間を延長する場合は、この

限りでない。 

 ⑵ 定期清掃業務 

   来館者及び利用者に影響を及ぼさない作業については施設の開館時間内とし、その他に

ついては原則として休日等に行うこと。この場合、作業の方法及び工程については、事前

に計画書を作成し、札幌市に提出すること。 

   なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、電話、電気等

の機器に支障を与えないよう十分注意すること。 

４ 安全の確保 

業務の実施にあたっては、安全の確保を図り従事者の事故防止に十分注意すること。 

  なお、万一、事故が発生した場合の一切の責任は、指定管理者が負うものとする。 

５ 電気等の節約 

  電気、水道又は温水等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

６ 備品等の破損事故等への対応 

  業務の実施にあたって、施設の備品、物品及び設備等を滅失又は毀損した場合は、ただち

に札幌市に連絡をし、適切な処置をとらなければならない。 
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  また、施設の備品、物品及び設備等が滅失又は毀損されているのを発見した場合も同様と

する。 

７ 服装及び名札 

業務に従事する者は、常に清潔な制服を着用するものとし、名札をつけること。 

８ 一般的注意事項 

 ⑴ 常に施設の清潔を維持する責任ある作業に努めるとともに、札幌市から要求があったと

きは、業務終了時の立会い検査に応じること。 

   この場合、要求があれば作業の補正を実施すること。 

 ⑵ 業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、必ず札幌市の指示を受けて行うこと。 

 ⑶ 盗難、火災の発生に注意し、業務終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、

不使用灯を消灯すること。 

 ⑷ 業務の実施にあたって移動した椅子、テーブル及び紙屑入等は、終了の際には必ず所定

の位置に戻すこと。 

 ⑸ 業務のために使用する洗剤、剥離剤及び樹脂ワックス等は、有害な揮発性有機化合物等

（ＶＯＣ等）を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用すること。ただし、

札幌市との協議の結果、その性能上やむを得ないと判断して使用するＶＯＣ等の含有材料

は、極力放散の少ないものを使用するとともに、含有材料を使用した場合には、札幌市公

共建築物のシックハウス対策指針（令和２年９月）により、有効な換気対策を行うこと。 

 ⑹ 業務のために使用する機械器具、材料類及び衛生消耗品（トイレットペーパー、水石け

ん及び芳香剤）は、すべて指定管理者の負担とする。 

 ⑺ ホール等の木製床板の清掃にあたっては、現在、ワックス掛けを行っているものについ

ては、ワックス掛けを継続することもやむを得ないが、水分の使用を最小限とし、ワック

ス塗布継続による床板の損傷など劣化がないか十分に確認する等、平成 30年２月 19日付

札地区第 7189号「ホール等の木製床板の補修及び適切な清掃の実施等について」に基づき

実施すること。なお、竣工後よりウレタン塗装を継続している場合、木製床の塗膜状況に

応じて、必要な時期にウレタン塗装の再塗装を実施すること。 

９ 環境負荷の低減に関する事項 

  業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努

めること。 

⑴ 電気及び水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

⑵ 成果品に紙を使用する場合は再生紙を使用し、複数ページにわたる場合は原則として両

面印刷とする。 

⑶ 使用する商品及び材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

10 その他 

  本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 
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（別表１） 

 

日常清掃作業内容（新発寒地区センター・福祉のまち推進センター） 

 

 

日常清掃作業内容(新発寒地区センター図書室） 

 

区  分 項  目 作  業  内  容 対象規模 
作業回数 
（回/日） 

事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 249 ㎡  0.5  

 〃 繊維床 除塵 0 ㎡  0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 249 ㎡  1.0  

建物内部全体   ごみ運搬・分別・梱包 249 ㎡  1.0  

 

日常清掃作業内容(新発寒まちづくりセンター） 

 

区  分 項  目 作  業  内  容 対象規模 
作業回数 
（回/日） 

事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 50 ㎡ 0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 50 ㎡ 1.0  

建物内部全体   ごみ運搬・分別・梱包 50 ㎡ 1.0  

  

区  分 項  目 作  業  内  容 対象規模 
作業回数 
（回/日） 

玄関ホール 弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 50 ㎡  0.5  

 〃 床以外 
床マット・什器備品等除塵、扉部分拭き、
ごみ収集 

50 ㎡  1.0  

 〃 日常巡回清掃 床部分水拭き・床マット除塵、ごみ収集 50 ㎡  1.0  

廊下･ロビー 弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 235 ㎡  0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 235 ㎡  1.0  

 〃 日常巡回清掃 ごみ収集 235 ㎡  1.0  

階段 弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 15 ㎡  0.5  

 〃 床以外 手摺拭き 15 ㎡  1.0  

トイレ 弾性・硬質床 除塵及び全面水拭き 42 ㎡  1.0  

 〃 床以外 
ごみ・汚物収集、洗面台・鏡・扉等拭き、
陶器洗浄、消耗品補充 

42 ㎡  1.0  

 〃 日常巡回清掃 
床部分水拭き、ごみ・汚物収集、洗面台・
鏡拭き、陶器洗浄、消耗品補充 

42 ㎡  1.0  

湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 4 ㎡  0.5  

 〃 床以外 流し台洗浄、厨芥収集 4 ㎡  1.0  

事務室 弾性床 除塵及び部分水拭き 36 ㎡  0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 36 ㎡  1.0  

会議室・ホール等 弾性床 除塵及び部分水拭き 481 ㎡  0.5  

 〃 繊維床 除塵 106 ㎡  0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 587 ㎡  1.0  

和 室 弾性床 除塵及び部分水拭き 118 ㎡  0.5  

 〃 床以外 ごみ収集 118 ㎡  1.0  

建物内部全体   ごみ運搬・分別・梱包 1,087 ㎡  1.0  

玄関周り(外部）   除塵、水拭き、簡易除雪  100 ㎡  1.0  

構内外周 玄関周り以外 拾い掃き、散水、簡易除雪  1,184 ㎡  1.0  
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（別表２） 

 

定期清掃作業内容(新発寒地区センター［図書室］､新発寒まちづくりセンター、福祉の

まち推進センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 項  目 作  業  内  容 対象規模 
作業回数 
（回/年） 

玄関ホール 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 50 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  50 ㎡  2  

廊下・ロビー 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 235 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  235 ㎡  2  

階段 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 15 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  15 ㎡  2  

トイレ・シャワー室 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 42 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  42 ㎡  2  

湯沸室 弾性床 表面洗浄 4 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  4 ㎡  2  

機械室 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 36 ㎡  2  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  36 ㎡  2  

事務室・会議室等 弾性床 表面洗浄 816 ㎡  2  

 〃 繊維床 洗浄（全面クリーニング） 106 ㎡  1  

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等  1,040 ㎡  2  

ブラインド バーチカル 拭き（両面、取付けたまま） 100 ㎡  1  

窓ガラス 仮設足場不要 洗浄（両面） 119 ㎡  1  

照明器具 蛍光灯，ｶﾊﾞｰ無 管球・反射板拭き 75 個  2  

 〃 蛍光灯，ｶﾊﾞｰ有 管球・反射板・カバー拭き 89 個 2  

 〃 ダウンライト 管球・反射板拭き 142 個  2  

吹出・吸込口類 500×500 程度 拭き 34 個  2  

玄関周り(外部)   洗浄 100 ㎡  2  

構内外周 玄関周り以外 側溝清掃、拾い掃き 1,184 ㎡  2  

屋上・ベランダ等   ルーフドレン周りの洗浄、拾い掃き 1,239 ㎡  2  

給水栓末端の 
飲料水 

水質簡易検査 
残留塩素の測定、 
外観（色、濁り、臭い、味等）の検査 

1 カ所  52  
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別紙 ３ 

警備業務仕様書 

１ 業務の内容 

 ⑴ 地区センターの施設（まちづくりセンター、福祉のまち推進センターの部分を含む。以

下、同じ。）内の通信システム等による機械警備 

 ⑵ 火災、盗難等の事故発見及び初期処置 

 ⑶ 非常口灯、外灯等の点灯確認 

 ⑷ 不使用灯の消灯 

 ⑸ 防火扉、消防設備の点検（外観点検） 

 ⑹ 各室の施錠確認 

 ⑺ 建物、設備等の破損及び不良箇所の発見と連絡 

 ⑻ その他、業務の実施にあたって必要な事項で、札幌市と指定管理者で協議のうえ決定し

文書で確認された事項 

２ 警備計画の作成 

  警備の実施にあたっては、警備計画書を作成し、札幌市の承認を得ることとする。なお、

警備業法第 19条第 1項に規定する書面をもって警備計画書に代えることも可とする。 

３ 警備時間 

 ⑴ 休館日以外の日 

   午後９時から翌日午前８時 45分までとする。ただし、施設の利用時間が午後 10 時まで

延長された場合の開始時刻は午後 10時とする。 

 ⑵ 休館日 

午前８時 45分から翌日午前８時 45 分までとする。 

４ 巡回時間 

  午後９時（施設の利用時間が午後 10時まで延長された場合は午後 10 時）以降、機械警備

体制が敷かれた時点で１回以上の巡回を行う。 

５ 警備機器の設置 

  指定管理者は、地区センターの施設内に自動警報機器を設置するとともに、警備時間中、

当該警報機器により感知される異常の有無を、警備基地局としての機能の存する部署におい

て確認し得るに必要な機器（受信装置）を設置すること。 

 ⑴ 自動警報機器は、施設内の出入口、窓等必要な箇所に設置すること。 

 ⑵ 機器の設置に要する一切の経費は、指定管理者の負担とする。 

 ⑶ 設置された機器の所有権は、指定管理者に帰属するものとする。 

 ⑷ 受信装置との間の電話回線には、断線時に対応できる機能を付加すること。 

 ⑸ 機器の設置、修繕又は撤去等に係る工事により地区センターの施設又は物件等に損害を

与えた場合は、原状に復さなければならない。 

６ 警備業務の対処 

 ⑴ 警備時間中は、警備基地局としての機能の存する部署に設置される機器表示盤により地

区センターの異常の有無を間断なく監視し、警備の安全を確保すること。 

 ⑵ 警備時間中、前記⑴による方法で契約物件に異常事態が発生したことを知ったときは、

遅滞なく要員を地区センターに急行せしめ、異常事態の確認を行うとともに必要な処置を

講ずること。 
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７ 設置機器の保守管理等 

 ⑴ 指定管理者は、前記５に定める設置機器に関し、正常な機能を維持するため毎月１回の

保守点検を行うほか、毎日設置機器の正常な機能を点検し、万一、警報の故障により作動

に異常が生じたときは、遅滞なく警備上の安全処置を講ずるものとする。 

 ⑵ 設置した警報機器等の工事配線については、指定期間中、警備業務の実施に支障が生じ

た場合は、指定管理者の負担により補修するものとする。 

８ 機器の毀損、紛失 

  前記７にかかわらず、札幌市の責に帰すべき事由により指定管理者が設置した機器及び部

品等を毀損、紛失した場合は、札幌市はその実費を指定管理者に支払うものとする。 

９ 指定期間の終了、指定の取消しにおける機器の撤去 

  指定期間の終了又は指定の取消しにおいて、地区センターの施設に設置された機器及び部

品等の撤去のために要する経費は、指定管理者の負担とする。 

10 その他 

 ⑴ 業務の実施にあたっては、指定管理者は札幌市と連携を密にし、事故等の問題が発生し

た場合には、適切な処置を行うとともに、速やかに札幌市に状況を報告し指示を受けなけ

ればならない。 

 ⑵ 札幌市が貸与した鍵は、指定管理者の責任のもとに保管されなければならない。 

 ⑶ 業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に

努めること。 

 ⑷ 本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 
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別紙 ４－１ 

 

貯水槽清掃業務仕様書 

 

1 業務の内容等 

業務 測定等周囲 内容 

貯水槽清掃 １年以内に１回 貯水槽の清掃及び清掃時の

点検・清掃終了後の水質検査及

び残留塩素の測定 

 

２ 業務の実施計画等 

業務の実施にあたっては、「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」に

従うとともに実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせること。 

 

３ 業務の実施方法 

  貯水槽清掃等（１０項目＋鉄の水質検査を含む） 

 ア 槽内排水後、槽内設備機器の点検を行った後、清掃を行うこと。 

 イ 貯水槽内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた

水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。 

 ウ 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上貯水槽内の消毒を行うこと。 

 エ 清掃作業終了後、残留塩素の測定、濁度、色度、味、臭気の検査を行うこと。 

 オ 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき適切に処理すること。 

 

４ 業務報告 

  業務終了後、業務報告を２部作成し、１部を札幌市に提出すること。 

 

５ 安全確保 

業務の実施にあたっては、業務員の事故防止に十分注意するとともに、指定管理者が事故

に対する責任を負うこと。 

 

６ その他 

  この仕様書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ実施すること。 
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別紙 ４-２ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者エレベータ保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 本業務の対象設備は次のとおりとする。 

メーカー：㈱日立製作所 

台数：１台 

仕様：積載 750kg（11人乗）・45m/min 

（2） 点検業務はフルメンテナンス契約とし、12 回／年：毎月１回行うこと。 

（3） 点検項目は別紙 1による。 

（4） 点検により異常等を発見した場合は、直ちに修理・調整又は部品の取替えを行うものと

する。 

（5） 通常の点検業務のほか、建築基準法第 12 条第 4 項に基づき、年１回昇降機検査資格者

による定期点検を行い、法令等で定める様式により定期点検報告書を作成し、施設に保

管すること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス・油脂類等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 
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8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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エレベータ点検項目（フルメンテナンス契約） 

別紙１ 

点 検 項 目 点検及び保守内容 保守等の措置 

⑴ 機械室 

ア．機械室への通行 

機械室への通行及び出入り口に支障

がないことを確認する。 

 

イ．室内環境 ① 室内清掃、室温その他室内環境

の良否を点検し、エレベータの機

能上又は保全の実施上支障のない

ことを確認する。汚れがある場合

は清掃すること。 

②手巻きハンドルの設置の有無を点

検する。 

 

ウ．主開閉器、受電

盤、制御盤、起動

盤、及び信号盤 

 

 

 

 

 

① 作動の良否を点検する。 

② 端子の緩み及びヒューズエレメ

ントの異状の有無を点検する。 

③ 下表に掲げる回路について、絶

縁抵抗を測定し、その値が次表

の数値以上にあることを確認す

る。 

調整・修理又は部品交

換 

修理又は部品交換 

 

修理する 

 

 回   路 使 用 電 圧 絶縁抵抗（ＭΩ） 

電動機主回路 300Ｖ以下のもの 0.2以上 

300Ｖを超えるもの 0.4以上 

制 御 回 路 

信 号 回 路 

照 明 回 路 

150Ｖ以下のもの 0.1以上 

150Ｖを超え 

300Ｖ以下のもの 

0.2以上 

④ 主開閉器の操作及び動作の良

否を点検する。 

調整・修理又は部品交換 

エ．荷重試験 

（労働基準法対象物

に限る） 

積載荷重 100％の荷重を乗せた場

合において、以上のないことを確

認する。 

調整・修理又は部品交換 

オ．階床選択器 

（当該装置がある場

合に限る） 

① スチールテープ等と機械室床

の貫通部分とが接触していない

ことを確認する。 

② 作動の良否を点検する。 

調整・修理又は部品交換 

 

 

調整・修理又は部品交換 
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カ．巻上機 

 

 

 

 

 

 

① 潤滑状態の良否及び油漏れの

有無を点検する。 

② 歯当たりの良否を点検する。 

③ 回転時に軸受けの音及び振動

の異状の有無を点検する。 

④ 綱車のロープ溝の摩耗及びロ

ープ 

スリップの有無を点検する。 

補充・清掃・修理又は部

品交換 

 

初期厚の 7/8未満は交換 

調整・修理又は部品交換 

 

摩耗が著しい又はｽﾘｯﾌﾟ

がある場合、修理又は交

換 

キ．電磁ﾌﾞﾚｰｷ ① 作動の良否を点検する。 

② スリップの異状の有無を点検

する。 

③ ブレーキシュー、アーム、及

びプランジャーの作動の良否を

点検する。 

調整・修理又は部品交換 

調整・修理又は部品交換 

 

調整・修理又は部品交換 

ク．そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取

付けの良否を点検する。 

② 回転状態の異常を点検する。 

摩耗が著しい場合交換 

 

調整・修理又は部品交換 

ケ．電動機及び電動

発電機 

 

 

① 運転状態の良否を点検する。 

② 振動、音及び温度の異状の有無

を点検する。 

 

調整・修理又は部品交換 

調整・修理又は部品交換 
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コ．調速機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 音及び振動の異状の有無を点

検する。 

② ロープ溝の摩耗の有無を点検

する。 

③ 過速スイッチ及びキャッチの

作動速度を測定し、その値が下

表の基準に適合することを確認

する。 

調整・修理又は部品交換 

 

摩耗がある場合交換 

 

調整・修理又は部品交換 

 

 

 
 

種 類 定格速度が 45ｍ／min以

下のもの 

定格速度が 45ｍ／

minを超えるもの 

過速 

スイッチ 

63ｍ／min以下で切れる

こと 

定格速度の 1．3倍

以下で切れること 

キャッチ 過速スイッチが切れると

同時に又は切れた後に作

動し、かつ、下降方向の

速度が 68ｍ／minを超え

ない内に作動する。 

 

サ．機器の耐震対策

（当該装置を高じて

いる場合に限る） 

地震その他の振動による移動、転倒

及び主索外れ防止装置の良否を点検

する。 

 

シ．主索の緩み検出

装置（当該装置を高

じている場合に限

る） 

作動の良否を点検する。 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

 

２）かご 

ア．運行状態 

乗り心地、着床段差等の運行状態の

良否を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

イ．かご室の周壁、

天井及び床 

摩耗、発錆、腐食等の劣化の有無を

点検する。 

劣化が著しい場合修理 

ウ．かごの戸及び敷

居 

① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の

有無を点検する。 

② 取付けの良否及び戸の隙間の適

否を点検する。 

摩耗が著しい場合交換 

 

調整 

エ．かごの戸ｽｲｯﾁ 作動及び取付けの良否を点検する。 

 

調整・修理又は部品交

換 
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オ．戸閉め安全装置

（当該装置がある場

合に限る）  

戸の反転動作機能などの作動状態の

良否を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

カ．かご操作盤及び

位置表示灯 

① 作動の良否を点検する。 

② 取付けの良否を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

調整・修理又は部品交

換 

キ．外部への連絡装

置 

呼び出し及び通話の良否を点検す

る。 

 

調整・修理又は部品交

換 

 

ク．照明 球切れ及びちらつきの有無を点検す

る 

交換 

ケ．停止ｽｲｯﾁ  作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

コ．注意銘板の表示 

 

 

用途、積載荷重及び最大定員の表示

の適否を点検する。 

 

サ．停電灯装置（当

該装置がある場合に

限る） 

① 点灯状態の良否を点検する。 

② 床上で１ルックス以上の照度を

30分以上維持できることを確認す

る。 

修理又は部品交換 

修理又は部品交換 

シ．各階強制停止装

置（当該装置がある

場合に限る） 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

ス．かご床先と昇降

路壁の水平距離 

出入り口の床先との水平距離が４ｃ

ｍ以下、かご床先と昇降路壁（乗用

又は寝台用のエレベータに限る）と

の水平距離が 12．5ｃｍ以下である

ことを確認する 

 

セ．光電装置（当該

装置がある場合に限

る） 

作動の良否を点検する。 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

 

ソ．側部救出口（当

該装置がある場合に

限る） 

施錠及びスイッチの作動の良否を点

検する。 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

タ．専用操作盤（車

椅子兼用の場合に限

る） 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 
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チ．鏡及び手すり

（車椅子兼用の場合

に限る） 

取付けの良否を点検する。 

 

 

 

 

３）かごの周囲及び

昇降路 

ア．かごの上部の外

観 

汚れの有無を点検する。 清掃 

イ．非常救出口 

 

 

 

 

 

① かご外部からの開閉の良否を点

検する。 

② 救出口スイッチを作動させた場

合にエレベータが停止することを

確認する 

調整・修理又は部品交

換 

 

調整・修理又は部品交

換 

ウ．戸の開閉装置  

 

① 戸の開閉状態及び開閉時間の良

否を点検する。 

② 開閉機構の取付けの良否を点検

する。 

③ 軸受けの音及び温度の異状の有

無を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

 

調整・修理又は部品交

換 

 

修理又は部品交換 

エ．ﾘﾀｲｱﾘﾝｸﾞｶﾑ（当

該装置がある場合に

限る） 

取付け及び作動の良否並びに摩耗等

の劣化の有無を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

オ．かご上安全ｽｲｯﾁ

及び運転装置 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

カ．かごつり車及び

おもりのつり車（当

該車がある場合に限

る） 

 

① 回転時に、音に異状がないこと

を確認する。 

② ロープ溝の摩耗の有無を点検す

る。 

 

 

修理又は部品交換 

 

摩耗が著しい場合修理

又は交換 

 

キ．ｶﾞｲﾄﾞｼｭｰ又はﾛｰ

ﾗｰｶﾞｲﾄﾞ 

取付けの良否及び摩耗の有無を点検

する。 

 

 

 

 

調整又は交換 

ク．主索及び調速機

ﾛｰﾌﾟ 

 

① 破断、摩耗及び発錆の有無を点

検し、次表の基準に適合すること

を確認する。 

基準に適合しない場合

は交換 
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  状    態    基    準 

素線の破断が平均的に分布

している場合 

１構成より（ストランド）の

１よりピッチ内での破断数４

以下 

破断素線の断面積が、元の

素線の断面積の 70％以下と

なっているか又は錆が著し

い場合 

１構成より（ストランド）の

１よりピッチ内での破断数２

以下 

素線の破断が１箇所又は特

定のよりに集中している場

合 

素線の破断総数が１よりピッ

チ内で６より鋼索では 12以

下、８より鋼索では 16以下 

摩耗部分の鋼索の直径 摩耗していない部分の鋼索の

直径の 90％以上 

② 取付けの良否並びにダブルナット

及び割ピンの劣化の有無を点検す

る。 

調整又は部品交換 

ケ．ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ及びﾌﾞ

ﾗｹｯﾄ 

① 取付けの良否を点検する。 

② 発錆、摩耗等の劣化の有無を点検

する。 

調整 

交換 

コ．非常止め装置  ① 取付けの良否を点検する。 

② 非常止め試験を行い、異状のない

ことを確認する。 

調整 

調整 

サ．非常止めﾛｰﾌﾟ

（当該ﾛｰﾌﾟがある場

合に限る） 

発錆、捩戻り、変形等の劣化の有無及

び巻取りの良否を点検する。 

調整・交換 

シ．はかり装置（当

該装置がある場合に

限る） 

作動した場合に警報を発し、かつ、戸

が閉まらないことを確認する。 

調整・修理又は部品

交換 

ス．つり合いおもり 取付けの良否を点検する。 修理 

セ．上部ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽ

ｲｯﾁ 

① 取付けの良否を点検する。 

② 作動の良否を点検する。 

調整 

調整・修理又は部品

交換 

ソ．誘導板及びﾘﾐｯﾄ

ｽｲｯﾁ 

取付けの良否を点検する。 調整 

タ．中間つなぎ箱  ケーブルの取付けの良否を点検する。 修理 

チ．着床装置 作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品

交換 

ツ．ﾄﾞｱｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ 作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品

交換 

テ．給油器 ① 給油機能の異状の有無を点検す

る。 

調整・修理又は部品

交換 
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② 油量の適否を点検する。 補充 

ト．ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ  ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常

がないことを確認する。 

調整・修理又は部品

交換 

ナ．ﾊﾝｶﾞｰﾛｰﾗ及び連

動ﾛｰﾌﾟ 

 

 

取付け及び作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品

交換 

ニ．終端階強制減速

装置（当該装置があ

る場合に限る） 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品

交換 

ヌ．昇降路 ① エレベータに係る設備以外のもの

の有無を点検する。 

② 昇降路のき裂及び損傷の有無を点

検する。 

③ 地震その他の振動でかご及びロー

プが昇降路内の壁、機器等と接触し

ない措置が施されていることを確認

する（当該措置が必要な場合に限

る）。 

 

４）乗場 

ア．乗場ﾎﾞﾀﾝ及び表

示灯 

① 乗場ボタンの作動の良否を点検

す。 

② 表示灯の表示の良否を点検する。 

調整・修理又は部品

交換 

調整又は交換 

イ．非常解錠装置  解錠に支障のないことを確認する。 調整・修理又は部品

交換 

ウ．乗場の戸及び敷

居 

① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有

無を点検する。 

② 取付けの良否及び戸の隙間の適否

を点検する。 

 

交換 

 

調整 

エ．ﾊﾝｶﾞｰﾛｰﾗ及び連

動ﾛｰﾌﾟ 

取付け及び作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品

交換 

５）ﾋﾟｯﾄ 

ア．環境状態 

 

① 漏水の有無を点検する。 

② 汚れ及びエレベータに係る設備以

外のものの有無を点検する。 

 

清掃 

イ．緩衝器 

 

 

① 取付けの良否を点検する。 

② スプリング又はプランジャーの発

錆の有無を点検する。 

調整 

補修 

 

③ 作動油の油量の適否を点検する

（油入式の場合に限る）。 

 

補充 
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ウ．ｶﾞﾊﾞﾅﾛｰﾌﾟ用及

びその他の張り車 

① 走行中に、音に異状がないことを

確認する。 

② ロープ溝の摩耗の有無を点検す

る。 

③ ピット床面との隙間の適否を点検

する 

調整・修理又は部品

交換 

 

交換 

切り詰め又は交換 

エ．移動ｹｰﾌﾞﾙ ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに

異状のないことを確認する。 

② 取付け不良及び損傷等の有無を点

検する。 

調整 

 

調整・修理又は部品

交換 

オ．下部ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽ

ｲｯﾁ 

① 取付けの良否を点検する。 

② 作動の良否を点検する。 

調整 

調整・修理又は部品

交換 

カ．つり合いﾛｰﾌﾟ

（鎖）及び取付け部

（当該設備がある場

合に限る） 

取付けの良否及び発錆、摩耗、破断等

の劣化の有無を点検する。 

調整又は部品交換 

キ．つり合いおもり

底部隙間 

 

 

 

かごが最上階に着床している時のつり

合いおもりと緩衝器との距離及びかご

が最下階に着床している時のかごと緩

衝器との距離が次表の最小値及び最大

距離を確保できることを確認する。 

調整・切り詰め又は

部品交換 

 

 

 

 
 

 

 

定格速度（ｍ／min） 

最小距離

（mm） 

最大距離 

（mm） 

交流エ

レベー

タ 

直流

エレ

ベー

タ 

かご

側 

つり

合い

おも

り側 

ばね

緩衝

器 

7.5以下 

7.5を超え 15以下 

15を超え 30以下 

30を超えるもの 

75 

150 

225 

300 

 

 

 

  150 

 

 

 600 

 

 

 900 

 

油入 

緩衝

器 

 



49 

 

ク．ﾀｲﾀﾞｳﾝｾｰﾌﾃｨ 取付けの良否を点検する。 

 

調整・修理又は部品交

換 

ケ．耐震対策（当該

措置が必要な場合に

限る） 

地震その他の振動で、かごがピット

内の機器と接触しない措置がなされ

ていることを確認する。 

 

６）付加装置（当該

装置がある場合に

限る） 

ア．地震管制運転装

置 

 

 

 

作動の良否を点検する。 

 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

イ．火災管制運転装

置 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

ウ．自家発管制運転

装置 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

エ．停電時自動着床

装置 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

オ．ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ装置 作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

カ．故障自動通報装

置 

作動の良否を点検する。 

 

調整・修理又は部品交

換 

７）油圧（油圧エレ

ベータに限る） 

ア．ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ 

ｱ）圧力計 

ｲ）ﾎﾟﾝﾌﾟ 

   

 

ｳ）駆動ﾍﾞﾙﾄ 

 ｴ）油圧ﾀﾝｸ 

  （作動油） 

 

 

 

ｵ）安全弁 

 

 

 

 

指示の良否を点検する。 

油漏れ及び音、振動等の異状の有無

を点検する。 

 

ベルトの張力の良否を点検する。 

① 油量の適否及び油漏れの有無を

点検する。 

② 油の汚れの有無及び油温の適否

を点検する。 

作動の良否を点検する。 

 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

修理 

 

調整又は交換 

補充又は修理 

 

油交換 

油温異状は精密調査 

調整又は交換 

イ．圧力配管 油漏れの有無及び継ぎ手部の接続の

良否を点検する。 

調整・修理又は交換 

 

ウ．高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ 油漏れの有無及び継ぎ手部の接続の

良否を点検する。 

 

調整・修理又は交換 
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エ．空転防止装置  規定の時間内に確実に作動すること

を確認する。 

調整・修理又は部品交

換 

オ．火気厳禁の表示 火気厳禁表示の適否を点検する。  

カ．油圧ｼﾞｬｯｷ  取付の良否並びに油漏れ及び発錆、

損傷等の劣化の有無を点検する。 

調整又は補修、油漏れ

又は劣化が著しい場合

は修理 

キ．ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ頂部綱

車及び離脱防止

装置 

① 作動の良否を点検する。 

② 綱車の摩耗及び走行中の音の異

状の有無を点検する。 

調整・修理又は部品交

換 

調整又は交換 

ク．頂部安全距離用

ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 

作動させた場合頂部安全距離を１．

２ｍ以上確保できることを確認す

る。 

調整・修理又は交換 

ケ．かごと緩衝器と

の距離（自動車運搬

用を除く） 

かごが最下階に着床しているときの

かごと緩衝器との距離が、下降定格

速度に応じ、次表の最小及び最大距

離を確保できることを確認する。 

調整・切り詰め又は部

品交換 

 

 

下降定格 

速度 

（ｍ／min） 

最小距離 

（ｍｍ） 

最大距離 

（ｍｍ) 

30以下 70  

600 30を超えるも

の 

150 

コ．床合せ補正装置 

 

着床面を基準として 75ｍｍ以内の位

置において補正することができるこ

とを確認する。 

調整・修理又は部品交

換 

 

８）非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀ

（非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀに

該当されているも

のに限る） 

ア．かご呼び戻し装

置 

 

 

 

 

作動の良否を点検する。 

 

 

 

 

調整・修理又は部品交

換 

イ．一次及び二次消

防運転 

作動の良否を点検する。 調整・修理又は部品交

換 

ウ．非常標識及び表

示灯 

表示灯の点灯の良否を点検する。 修理又は交換 

エ．予備電源 異常の有無を点検する。  

オ．かご上の電気設

備 

 

 

 

① かご上の電気設備の水除けカバ

ー、水抜孔等の取付けの良否を点

検する。 

電線管、ボックス等の内部の水の有

無を点検する。 

修理又は交換 
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カ．ﾋﾟｯﾄ内のｽｲｯﾁ類 

 

最下階床面以下に設けられているス

イッチ類が、消防運転時に確実に切

り離されることを確認する。 

調整・修理又は部品交

換 

 

キ．中央監視室と

の連絡装置 

呼び出し及び通話機能に異常がない

ことを確認する。 

調整・修理又は部品交

換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

別紙 ４-３ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者自動ドア保全業務仕様書 

1 業務仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 自動ドアを安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（2） 別紙「自動ドア保守点検報告書」の点検項目に準じて行う。 

（3） 保守点検回数は、６月・９月・12月・３月の４回/年とする。 

（4） 本業務に係る関係法令を遵守し、業務の適正な履行を図ること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2）  この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定   

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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札幌市○○区役所 

様 

印 

報告者名 

市有建築物自動ドアの第  回保守点検を実施しましたので、下記のとおり報告します。 

 １、業務名 

 ２、施設概要 

 ３、点検内容 

 ４、総合所見 

 ５、施設別点検結果 

 

 

 

 

自動ドア保守点検報告書 （第  回） 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

指定管理者名 

住  所 
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印 印

判定マーク

○：異常なし

△：要注意

×：異常あり

―：該当なし

懸架部

動力部作動
部

付属品検出方法（内・外）

施設名

点検者 点検日

従道プーリの取付状態が良好である

吊戸車、ドア・スクロール、ハンガーレールの
汚れ、磨耗及び損傷がない

踊り止の隙間が適正である

アームと駆動部の磨耗及び取付状態が良
好である

吊戸車及びストッパーの取付状態が良好
である

ベルト、チェーン、ワイヤに磨耗がなく、張
り、取付状態が良好である

エンジンの取付状態が良好である

エンジンストッパーの取付状態が良好であ
る

駆動軸の変形がない

防振ゴムの変形がない

ハンガーレールの磨耗及び取付状態が良
好である

手動開閉の動作が良好で、異音がない

エンジンケース蓋の取付状態が良好である

エンジンケース防水材の取付状態が良好
である

ドアと枠の隙間が適正である

ドア開閉時の床面との隙間が適切である

ドアストッパーの締結及び各ピボットの締結
状態が良好である

無目点検カバーの取付状態が良好である

ドア本体に傷がない

ドア本体の作動時に異音がしない

ドアと無目の隙間が適切である

全閉時戸先隙間又はドアと床面の隙間が
適切である

Ｅ
点検箇所

損傷内容等判断基準
Ａ Ｂ

点検項目
Ｃ Ｄ

ドア・サッシ部

○○センター自動ドア保守点検報告書（第　　回）

番号 点検箇所 開閉

所在地

確認者

機種
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損傷内容等
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

点検項目 判断基準
点検箇所

開閉速度及び開放タイマーの時間が適正
である

ドア位置検出スイッチの作動が良好である

クッション作用の状態が良好である

制御装置の取付状態が良好である

電源スイッチの作動が良好である

センサー、補助センサーの取付及び作動が
良好である

センサー検出面の汚れがない

マットスイッチに変形及び亀裂がない

タッチスイッチ及び併用センサーの作動が良
好である

通常開閉動作及び反転動作が良好であ
る

マットスイッチ排水口に詰まりがない

電線の支持、接続状態が良好で、被服の
亀裂がない

記事

制御装置

センサー部

電気回路
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別紙 ４-４ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者ボイラ保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 本業務の対象設備は次のとおりとする。 

㈱日本サーモエナー 真空式温水発生機 ガス焚 1基 

HGSAN-200HN 型 伝熱面積 7.9㎡ 

（2） ボイラを安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（3） 別紙「保守点検作業項目一覧」の点検項目に準じて行う。なお、報告書は指定管理者

が定める書式とする。 

（4） 保守点検回数は、１回/年とする。 

（5） 本業務に係る関係法令を遵守し、業務の適正な履行を図ること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 
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9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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別紙 

真空温水機保守点検作業項目一覧 

真空温水機 

点検項目 点検及び整備内容 保守等の措置 

⑴ 基礎 

 

 

 

① 亀裂、沈下等異常の有無を点検する。 

② ボルトの緩み、腐食の有無を点検す

る。 

 

 

 

 

緩みがある場合は、増締め

する。 

 

⑵ 本体 

 ｱ 外観状況 

 

 

 

 ｲ 燃焼室及び

伝熱面 

 

 

 

 

 

 

 ｳ 熱交換器 

 

 

 

 

 

 ｴ 煙道及び煙

突  

 

 

① 汚れ及び燃焼ガス漏れ並びに焚口及

び掃除口付近の焼損の有無を点検す

る。 

 

① 清掃のうえ、過熱及び腐食等の劣化

並びに水漏れの有無を点検する。 

② 真空度が規定の許容範囲内であるこ

とを確認する。 

③ 燃焼ガス漏れの有無を点検する。 

④ 運転時にボイラー水位が規定の許容範

囲内にあることを確認する。 

 

① 接続部の水漏れの有無を点検する。 

② 汚れ及び詰まりの有無並びに流量の

適否を点検する。 

③ 逃し弁を分解清掃のうえ腐食、損傷

等の劣化の有無を点検する。 

 

① 割れ、腐食等の劣化並びに雨水の浸

入の有無を点検する。 

② 排ガスの漏れの有無を点検する。 

③ 耐火レンガ及びキャスタブルの損

傷、脱落及び煤の堆積の有無を点検す

る。 

 

 

汚れがある場合又は焼損

が軽微の場合は補修する。 

 

 

漏れが軽微な場合は補修

する。 

 

 

 

 

 

 

 

汚れ又は詰まりがある場

合は清掃する。 

 

 

 

 

 

漏れが軽微の場合は補修

する。 

堆積がある場合は除去す

る。 
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⑶ 付属品 

 ｱ 抽気装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｲ 制御安全装

置  

 

 

 

 

 

 

 

① 作動の良否を点検する。 

② 抽気ポンプのグランドパッキンの損

傷等の劣化の有無を点検する。 

③ 弁の損傷等の劣化及び詰まりの有無

を点検する。 

④ 配管接続部の緩み及び水漏れの有無

を点検する。 

⑤ 抽気ブローの良否を点検する。 

 

① 温度調節器の作動の良否を点検する。 

② 溶解栓及び温度ヒューズの異常の有

無を点検する。 

③ 抽気及び安全スイッチの作動の良否

を点検する。 

 

④ 低水位スイッチの作動の良否を点検

する。 

 

 

 

作動不良の場合は調整す

る。 

 

詰まりがある場合は清掃

する。 

緩みがある場合は、増締め

又は補修する。 

 

 

作動不良の場合は調整す

る。 

 

作動不良の場合は調整す

る。 
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⑷ 燃焼装置等 

 ｱ バーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｲ 電極棒 

 

 

 

 ｳ ストレーナ 

 

 ｴ 電磁弁及び

油圧計 

 

 ｵ 火炎検出器 

 

    

 

 ｶ 燃料遮断弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 炎口部に付着した煤、カーボン、未燃

分等の汚れを清掃する。 

② 点火及び消火の良否を点検する。 

 

③ 炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃

焼状態の良否を点検する。 

④ ノズル、ディフューザ、バーナータイ

ル等の焼損、変形、割れ等の劣化の有無

を点検する。 

 

 電極棒の異物の付着及び腐食の有無を

点検する。 

 

 

漏れの有無を点検する。 

 

 作動の良否を点検する。 

 

 

 煤及び油滴の付着、焼損並びに保護ガ

ラスの亀裂の有無を点検する。 

 

 

① バーナーの燃料停止時に、油燃料遮

断弁にあってはバーナーノズルからの

油の滴下量を、ガス燃料遮断弁にあっ

ては｢ガスボイラー燃焼設備の安全技

術指標｣に定められた方法により漏れ

の量を点検する。 

 

② 弁及び配管との接続部の漏れの有無

を点検する。 

 

 

 

 

点火又は消火不良の場合

は調整する。 

燃焼不良の場合は調整す

る。 

 

劣化が軽微の場合は補修

する。 

 

異物の付着及び腐食が著

しい場合は、洗浄又は交換

する。 

 

 

 

作動不良の場合は清掃又

は調整する。 

 

付着がある場合は清掃す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏れがある場合はボルト

を増締め、ガスケットを交

換又はシール材を巻き直

しする。 
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⑸ 操作盤 

 

 

 

 

 

① 盤内機器の取付けの良否並びに過熱

及び異臭の有無を点検する。 

② 端子の変色、破損及び緩みの有無を

点検する。 

③ 温水発生機運転時の盤内部の温度及

び結露水の有無を点検する。 

④ 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良

否を点検する。 

 

取付け不良の場合は調整

する。 

緩みのある場合は増締め

する。 

 

 

点灯不良の場合は、球を交

換する。 
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別紙 ４-６ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者消防設備保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（2） 本業務の履行にあたっては、「消防法」「建築基準法」「電気事業法」その他関係法令を

遵守するものとする。 

（3） 点検整備は、平成 16年５月 31日付消防庁告示第 9号「消防法施行規則の規定に基づき

消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検

の方法ならびに点検の結果についての報告書の様式を定める件」、昭和 50年 10月 16日

付消防庁告示第 14 号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に

添付する点検表の様式を定める件」によるほか、平成 14 年６月 11 日付消防予第 172 号

「消防用設備等の点検要領の全部改正について」、平成 14 年６月 11 日付消防予第 173

号「消防用設備等の点検に係る運用について」によるほか、最新の改正に従うこと。 

（4） 本業務の対象機器及び装置等の詳細は別紙 1による。 

（5） 点検は法令で定めるところにより適正に行い、必要に応じ保守その他の措置を講じるも

のとする。 

（6） 消火器の外観点検は、毎回全数行うものとし、機能点検及び放出試験については、消防

法に基づき対象となる本数を行う。放出試験後の消火器充填も業務の範囲とする。（50

型以上の大型消火器の放出試験は対象外とする。） 

（7） 点検時期は消防法に基づき年２回とする。 

（8） 関係消防機関等、報告義務の有るものは、指定管理者負担にて代行するものとする。 

（9） 報告書には、各機器の仕様及び数量を明記すること。消火器、消火栓ホース、連結送水

管等にあっては、容量等機器仕様、製造年月日、更新時期、機能・抜取り放出試験時期、

耐圧試験時期等の周期がわかる機器ロット表を作成すること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 
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6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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（別紙） 

消防用設備保全業務  「数量表」 

 

項           目 単位 数量 

(消火器）      

小型消火器   本 8 

(自動火災報知設備）      

受信機 Ｐ－1  １９回線以下 面 1 

差動式スポット感知器    ５０個以下 個 23 

定温式スポット感知器    ５０個以下 個 25 

煙感知器           ５０個以下 個 13 

発信機 個 3 

音響装置   電鈴（ベル） 個 4 

表示灯 個 3 

常用，予備電源 式 1 

(非常警報設備）      

増幅器操作部  音声無  １０回線以下 台 1 

自火報連動 台 1 

スピーカー      ５０個以下 個 23 

起動用押しボタン 組 1 

常用，非常電源 式 1 

(避難設備）      

誘導灯      ５０個以下 灯 13 

(防排煙設備）      

制御盤      １０回線以下 面 1 

防火シャッター 枚 1 

煙感知器            ５０個以下 個 2 

常用，予備電源 式 1 
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別紙 ４-７ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）」によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 電気工作物の安全かつ良好な状態に保つための保安管理業務を行う。 

（2） 本業務の履行にあたっては、「電気事業法」「建築基準法」「消防法」その他関係法令を

遵守するものとする。 

（3） 本業務の対象設備は次のとおりとする。 

設備容量：70kVA 

（4） 点検は「保安規定」に定めるところにより適正に行い、必要に応じ保守その他の措置を

講じるものとする。詳細は別紙 1による。 

（5） 月次点検：主として運転中の施設の点検及び測定試験を毎月行うものとする。 

年次点検：主として施設の運転を停止して点検及び試験を年 1回行うものとする。 

臨時点検等：異常の発生又は発生する恐れのある場合は、必要に応じて、その原因調査

のため特別な点検などを行うものとする。 

（6） 点検後は、速やかに実施報告書を作成し札幌市に報告を行うこと。 

（7） 当該施設の電気工作物について、維持管理上必要な単線結線図等の書類を作成し、現地

に保管及び常時携帯すること。 

（8） 電気工作物について、改築・改修等の工事が発生した場合、札幌市の要請により必要な

点検、試験を行うこと。 

（9） 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員に対して、保安の徹底を図るための保

安教育ならびに電気事故等の応急措置について必要に応じて実施指導訓練を行うもの

とする。 

（10） 電気事業法第 107 号に規定する所管官庁等の立入検査の立会いを行うこと。 

（11） 指定管理者は契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託申請書ならびに保安規定届出

書を作成し、申請の代行を行うこと。 

（12） 改築・増築・休廃止・各種改修工事等での新規・変更申請、受電点変更や切替に伴う関

係機関との調整や申請届出業務を行うこと。 

3 実施計画書の作成 

   保安管理業務の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせると

ともに結果を報告する。 

4 賠償責任保険等への加入 

（1） 指定管理者は、故意又は過失によって、札幌市および第三者に与える損害に対する賠償

責任保険（請負業者賠償、生産物賠償）に加入し、その写しを札幌市に提出すること。 

（2） 指定管理者は、受電設備保障保険（自然災害による損害を補償するもの）に加入し、そ

の写しを札幌市に提出すること。 

5 緊急時体制 

電気事故、緊急時の連絡体制および出動体制を確立していること。 
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6 資格要件 

（1） 第三種電気主任技術者又は同等以上の資格 

（2） 自家用発電設備専門技術者（自家発設置施設） 

7 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

8 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

9 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

10 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

11 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

12 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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（別紙） 

点検、測定試験基準表 

 

  
電 気 工 作 物 項  目 

点 検 種 別 

月次点検 年次点検 臨時点検 

受 

電 

設 

備 

引込ケーブル、電線路及び支持物 

外観点検 ○ ○ 

異
常
の
発
生
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

遮断器、開閉器 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

動作試験   ○ 

絶縁油試験   6 年毎 

母線、計器用ＰＴ、ＣＴ、断路器、 

コンデンサ、避雷器 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

変圧器 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

絶縁油試験   6 年毎 

配電盤及び制御装置 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

継電器動作試験   ○ 

継電器特性試験   必要に応じて 

接地装置 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

接地抵抗測定   ○ 

電
気
工
作
物 

電動機、照明装置、配線及び配線器

具、 

その他の機器類 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

接地抵抗測定   ○ 

非
常
用
予
備
発
電
装
置 

内燃機関 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

発電装置 

外観点検 ○ ○ 

観察点検   ○ 

絶縁抵抗測定   ○ 

接地抵抗測定   ○ 
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別紙 ４-８ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者舞台装置保全業務仕様書 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）」によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 舞台装置を安全かつ良好な状態で使用するために保守点検を行う。 

（2） 対象設備は別紙 1とする。 

（3） 各設備の主要点検事項は以下による。 

・ モーター、減速機の状態         ・ リミット取付、作動状態 

・ ブレーキ作動状態            ・ 吊物レベルの状態 

・ ワイヤー、クリップの締め付け状態    ・ 開閉装置の作動状態 

・ 滑車の取付、作動状態          ・ 各ボルトの締付状態 

・ ラック、スクリューの磨耗状態      ・ 手動、電動の作動状態 

・ ガイドシュー、ローラーの状態      ・ 制御盤の状態 

・ ウェート枠、レールの状態        ・ グリス、清掃の状態 

・ マニラロープ、ループロックの状態    ・ その他の器具の清掃、機能確認 

（4） 点検整備上必要な消耗品は下記５項保守管理器材（2）に定めるもののほか、制御盤内

のヒューズ・ランプその他これらに類するものとする。 

（5） 保守点検回数は、１回/年とする。 

（6） 本業務に係る関係法令を遵守し、業務の適正な履行を図ること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前にに札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 
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7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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（別紙） 

 

舞台装置保全業務設備内訳表 

 

  名   称 仕       様 数量 単位 

1 一文字幕・袖幕 手動昇降 ウィンチ巻取式 300kg  1 式 

2 引割幕 手動昇降 ウィンチ巻取式 300kg 電動開閉  1 式 

3 美術バトン 手動昇降 ウィンチ巻取式 300kg  1 式 

4 見切幕 手動昇降 ウィンチ巻取式 300kg  1 式 

5 バック幕 手動昇降 ウィンチ巻取式 300kg  1 式 
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別紙 ４-１１  

札幌市新発寒地区センター指定管理者空調機器（エアコン）点検業務仕様書 

 

1 業務内容 

(1)  「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」で定める第１種特定製品

（ただしガスヒートポンプ式エアコンを除く）の点検を行う。 

(2)   対象機器は別紙１「機器一覧表」による。 

(3)   対象機器については、屋外機及び同一系統すべての屋内機について簡易点検を実施す

る。報告は別紙２「第一種特定製品の簡易点検記録簿」で行う。点検周期は３か月に１回

以上とする。 

(4)  対象機器のうち、圧縮機定格出力 7.5ｋW 以上の機器について、有資格者による定期点

検を行う。点検周期は３年に１回とする。 

点検方法は①目視確認等、②間接法(・機器の運転状況などの記録からの判断等)、③直接

法(・発泡液で確認・蛍光剤で確認等)とし、①と②もしくは③の組み合わせによる。報告

書は指定管理者の定める書式とする。 

(5)  点検により異常等を発見した場合は、速やかに修理・調整又は部品の取り換えを行うも

のとする。 

2 実施計画書の作成 

  点検の実施に当たっては実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに結果

を報告する。 

3 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

4 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害並びに間接的損害については、その責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

 

5 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

6 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 
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7 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

8 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 
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（別紙１） 

 

機器一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品区分 

1:エアコンディショナー 

2:冷凍機器及び:  

冷蔵機器 

使用機器分類 
製造業者 

(製造メーカー) 

型式 

（型番号） 
製造番号 

圧縮機電動

機定格出力

（kW） 

冷媒種類 

（冷媒番号） 

冷媒封入量 

（初期充填量） 

(kg) 

1:エアコンディショナー 
空冷ヒートポ

ンプ式 
ダイキン工業㈱ 不明 RZYP80BAT 1.76 R410A 1.95 

1:エアコンディショナー 
空冷ヒートポ

ンプ式 
ダイキン工業㈱ 不明 RZYP112BA 2.03 R410A 3.5 

1:エアコンディショナー 
空冷ヒートポ

ンプ式 
ダイキン工業㈱ 不明 RZYP280BA 5.31 R410A 7.8 
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ロ
ン
排
出
抑
制
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に
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第
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定
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記
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）

年
月

日
（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

・
異

常
な

運
転

音
（

異
音

）

・
異

常
な

振
動

・
外

観
の

損
傷

（
キ

ズ
）

・
外

観
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腐
食

や
錆

・
外
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油
に

じ
み

・
熱

交
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器
の

霜
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・
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量
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年

月
日

（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

　
年

月
日

（
　
　
）

年
度

点
 検

 者

年

機
器
メ
ー
カ

定
格
出
力

ｋ
Ｗ

施
設
名
称

設
置
場
所

 

機
器
名
称

業
務
用
空
調
機
器
(エ

ア
コ
ン
）

設
置
年
月
日

経
過
年
数

点
検
実
施
日

点
検
実
施
者

ｋ
ｇ

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

型
番

フ
ロ
ン
の
種
類

CF
C/
HC
FC
/H
FC

充
塡
量

点 検 内 容

室
外
機

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
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・
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室
内
機
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し

口
か

ら
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冷

媒
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洩
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配

管
接

続
部
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・
　
無
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・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

・
異

常
な

振
動

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無
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・
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・
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・
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・
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・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

対
応
完
了
年
月
日

異
常
の
状
況

異
常

有
の

場
合

の
対

応
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別紙 ４-１３ 

札幌市新発寒地区センター指定管理者建築基準法定期点検業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、特殊建築物等定期調査業務基準最新版（財団法人 日

本建築防災協会）及び建築設備定期検査業務基準書最新版（財団法人 日本建築設備・昇降機

センター）を参考とすること。 

2 業務内容 

本業務は建築基準法第 12条第 2項及び第 4 項に基づき実施する点検業務である。 

⑴ 本業務の対象は指定管理者が管理する施設とする。（昇降機は除く） 

⑵ 定期点検は建築基準法の定めるところにより有資格者が行うこと。 

⑶ 定期点検の実施回数（年度）は以下とする。 

建築点検：令和６年度及び令和９年度の２回実施  

設備点検：毎年度実施 

防火設備：毎年度実施 

⑷ 定期点検後は、法令等で定める様式により定期点検報告書を作成すること。 

⑸ 定期点検報告書作成後、速やかに札幌市に報告すること。 

3 実施計画書の作成 

定期点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるととも

に結果を報告する。 

4 保守管理器材 

⑴ 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

⑵ 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

⑴ 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

⑵ 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

⑶ 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

⑷ 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

⑴ 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

⑵ 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

⑶ 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 
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8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

⑴ この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

⑵ この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指

定管理者双方協議のうえこれを決定する 
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別紙 ５ 

外構緑地管理業務仕様書 

 

１ 業務内容 

  下表及び別図に基づき、新発寒地区センターの外構緑地の管理業務を行うこと。 

  なお、それぞれの業務の実施の際に発生する使用材料の端材、切枝等の廃棄物は、法令等

に基づき適切に処理すること。 

区 分 対 象 樹 木 等 規 格 数 量 

業 務 内 容 

薬

剤

散

布 

施 

 

 

肥 

剪 

 

 

定 

除 

 

 

草 

冬

囲

い 

 

高 木 

 

サクラ 10ｍ 1本   ○ ○  

サクラ 6ｍ 1本   ○ ○  

サクラ 5ｍ 3本   ○ ○  

イタヤカエデ 8ｍ 1本   ○ ○  

イタヤカエデ 3ｍ 1本   ○ ○  

イタヤカエデ 1ⅿ １本   〇 〇  

ズミ 10ｍ 1本   ○ ○  

クワ 5ｍ 1本   ○ ○  

シラカバ 12ｍ 5本   ○ ○  

ライラック 7ｍ 1本   ○ ○  

ライラック 3ｍ 4本   ○ ○  

ライラック ２ｍ 1本   〇 〇  

低 木 サツキ  24株   ○ ○ ○ 

ムクゲ  13本   ○ ○ ○ 

ニシキギ（生垣） 35ｍ    ○ ○  

フジ  1株   ○ ○ ○ 

 ⑴ 剪 定 

   年１回行うこと（８月）。 

 ⑵ 除 草 

   随時行うこと。 

 ⑶ 冬囲い 

  ア 取付け（縄２回巻き上げ）は、11月末日までに行うこと。 

イ 取外しは、４月末日までに行うこと。 

２ 作業時間 

  作業を実施する時間は特に定めないが、新発寒地区センター利用者等の利用の妨げになら

ないよう十分配慮して行うこと。 

３ 安全の確保 

  業務の実施にあたっては、関係法令に従って安全の確保を図り、従事者、歩行者及び車両

等への事故防止に十分注意すること。 
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  なお、万一、事故が発生した場合の一切の責任は、指定管理者が負うものとする。 

４ その他 

 ⑴ 前記１の業務を確実に実施することはもちろん、落ち葉やゴミ等が、近隣に飛散しない

よう、また敷地内の側溝、排水枡等に詰まらないようにする等、日常においても当該外構

緑地が適切な状態に保たれているよう管理すること。 

 ⑵ 業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に

努めること。 

 ⑶ 薬剤を用いる場合には、人体、生態系及び施設・設備機器類に影響の無い方法によるこ

と。 

⑷ 本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 
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別紙 ６ 

除排雪業務仕様書 

 

１ 除雪の範囲 

  別図のとおり 

２ 業務内容 

  業務の内容は、次のとおりとする。 

なお、業務の実施にあたっては、施設の利用者等の駐車や歩行に支障がないよう十分注意

して行うこと。 

 ⑴ 除雪作業 

駐車場部分は、原則として降雪量が 10 ㎝以上の場合に重機等により行い、札幌市があ

らかじめ指定した箇所に一時的に集積しておくこと。 

なお、玄関前及び施設周りの通路部分等は、降雪の都度行うこと。 

 ⑵ 排雪作業 

前記⑴により一時的に集積した雪が、その許容量の限界に達したと判断した場合は、ダ

ンプトラック等により札幌市の指定した最寄りの雪捨場に運搬し排雪すること。 

３ 作業時間 

 ⑴ 駐車場部分の除雪作業は、早朝から午前８時 30分までの間に行うこと。ただし、降雪量

が多いときは終了時間を延長することができる。 

 ⑵ 駐車場部分以外の除雪作業は、原則として午前８時から午後５時までの間に行うこと。 

 ⑶ 排雪作業は、原則として前記⑴に準じる時間に行うものとする。 

４ 安全の確保 

 ⑴ 業務の実施にあたっては、関係法令に従って安全の確保を図り、従事者、歩行者及び車

両等への事故防止に十分注意すること。 

⑵ 機械力による作業の場合は、施設の利用者等及び従事者の安全を確保するため、１名の

作業責任者を選任し、業務の監督にあたらせること。 

 ⑶ 万一、事故が発生した場合の一切の責任は、指定管理者が負うものとする。 

５ その他 

 ⑴ 業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に

努めること。 

 ⑵ 本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 
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別紙 ７ 

 

新発寒地区センター図書室業務仕様書 

本書は、新発寒地区センターの指定管理者が行う図書室業務の内容及び履行方法について定

める。 

 

１ 関連法令 

  図書室業務の遂行にあたっては、次の法令等の規定を遵守すること。 

(1) 図書館法 

(2) 図書館法施行令 

(3) 図書館法施行規則 

(4) 札幌市図書館条例 

(5) 札幌市図書館条例施行規則 

(6) 札幌市個人情報保護条例 

(7) 札幌市個人情報保護条例施行規則 

(8) 著作権法 

(9) その他本市が必要と認めるもの 

 

２ 管理の基準 

(1) 開室日及び休室日 

図書室は、次に掲げる休室日を除き開室すること。 

ア 月曜日 

イ 国民の祝日並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日 

ウ 年末年始（12 月 29日～1月 3 日） 

エ 図書整理日（毎月第４金曜日とし、祝日と重なるときは別に定める。） 

オ 蔵書一斉点検期間（札幌市中央図書館（以下、「中央図書館」）が毎年 1 回７日以内

において定める期間とする。） 

上記の他、施設改修等により臨時休室を設ける場合、利用者ニーズを踏まえ臨時的に開

室する場合は、区または指定管理者が事前に中央図書館へ臨時休室及び開室についての実

施案を文書で通知し、協議の上これを行うこと。また、中央図書館から臨時休室及び臨時開

室を要請する場合も同様に、事前協議の上これを行うこと。 

(2) 開室時間 

午前 9時～午後 5時 

(3) 従事者の配置 

ア 常時業務に支障のない人員を確保することとし、効率的かつ円滑に業務を遂行でき

るよう従事者を配置すること。また、従事者の配置にあたっては、司書資格や図書業務

経験、業務遂行能力、及び接遇能力等の適性に配慮すること。 

イ 従事者のうち、有資格者（司書及び司書補）を 1名以上配置することとし、2 名以上 

の配置に努めること。 

ウ 開室時間中はカウンター内を従事者不在にしないこと。 

エ 従事者には名札を着用させること。 



81 

 

３ 業務内容 

  図書室業務の遂行にあたっては、「札幌市図書館資料館内利用及び館外貸出事務取扱要綱」

及びその他各種マニュアル等に基づき適正に実施すること。 

(1) 図書室運営業務 

ア 利用登録、資料の貸出、返却、予約に関すること 

イ 資料の弁償、督促に関すること 

ウ 資料（寄贈資料含む）の受入、所蔵、除籍に関すること 

エ リクエスト（相互貸借、購入希望）に関すること 

オ レファレンス・サービスに関すること（利用案内を含む） 

(2) 図書整理業務 

ア 日常的な書架整理の実施に努めること。 

イ 図書整理日に、室内の全体的な書架整理や蔵書の修理等の業務を行うこと。 

ウ 毎年 1回、中央図書館において定める期間に蔵書一斉点検業務を行うこと。 

(3) 選定関連業務 

  ア 図書 

中央図書館において資料選定、及び購入を行う。指定管理者においては、自館の利用

状況を踏まえ、選定に必要な情報提供等の協力を行うこと。 

  イ 新聞、雑誌 

指定管理者において、指定管理費の中から新聞２紙、雑誌８誌以上を選定し、購入す 

ること。 

なお、購入した新聞、雑誌については、中央図書館に帰属する。また、購入にあたっ 

ては中央図書館へ年度ごとに新聞雑誌収集意向調書を提出し、承認を受けること。 

ウ その他 

指定管理者において、資料を購入し、図書室内に配架する場合は、事前に中央図書

館へ購入予定リストを提出し、承認を受けること。なお、購入した資料については、

中央図書館に帰属する。 

(4) 利用促進業務 

ア 行事・展示等の企画・実施 

中央図書館が策定する各種計画等の主旨を踏まえながら、独自のアイディアを活か 

し、各年齢層に応じた読書活動推進を図るよう積極的な企画・実施に努めること。 

イ 広報業務 

  ホームページ、配布物の作成等により、図書室の活動について広報に努めること。 

ウ 図書館主催事業への支援・協力 

エ 読み聞かせ団体等への支援・協力 

オ 小中学校等の体験学習等の支援・協力 

(5) 要望、苦情等への対応 

ア 利用者から要望、苦情等が寄せられた場合は自館において責任をもって対応し、丁 

寧な応対を心掛けること。 

イ 自館で判断できない事柄について、区または中央図書館へ相談の上、その指示に従 

うこと。 

ウ 要望、苦情等への対応について、区または中央図書館に報告すること。 
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(6) その他の業務 

 ア 開室・閉室に関すること 

   開室時間前に必要な準備を済ませ、開室時間から利用可能な状態にすること。また、 

閉室時は利用者の退室を確認してから機器の停止等の作業を行うこと。 

 イ 図書室内の秩序維持、衛生管理に関すること 

   利用者が快適に利用できる環境整備を心掛け、室内を清潔に保つこと。 

ウ 連絡調整に関すること 

各図書施設との間において業務上必要な連絡調整を適切に行うこと。また、中央図  

書館が主催する会議等への出席に配慮すること。 

合わせて、業務上必要な情報については従事者間での情報共有を行うこと。 

 

４ 研修 

(1) 業務を適正かつ円滑に行うため、指定管理業務開始前に中央図書館の指示により従事者

に次の研修を受けさせること。ただし、従事者に本市図書施設における勤務経験があり、

業務内容や札幌市図書館システムの操作方法等を習熟している場合は不要とする。 

ア 札幌市図書館業務に関する研修 

イ 札幌市図書館システムに関する研修 

(2)  札幌市図書館システムが改修・更新される場合は、中央図書館の指示により従事者に研

修を受けさせること。 

(3)  外部の図書館関連機関・団体が主催する研修に参加させる等、常に従事者の資質の向上 

に努めること。 

(4)  研修に関する一切の費用は指定管理者において負担すること。 

 

５ 物品の維持管理 

(1)   中央図書館より貸与・供給された備品や消耗品等の物品管理を適正に行うこと。 

ア 貸与された備品類に滅失・毀損等が発生した場合は速やかに報告することとし、中央

図書館の要請があった場合は書面にて報告を行うこと。なお、指定管理者の責に帰する

原因による滅失・毀損等が発生した場合は、自己の責任において原状回復すること。 

イ 供給を受ける消耗品の在庫管理を適正に行い、中央図書館の要請があった場合は使

用状況及び在庫状況を報告すること。 

ウ 指定管理者において備品を購入する場合は、事前に中央図書館と協議し了承を得る

こと。 

エ 指定管理業務終了の際は、指定管理者において現状復帰させること。 

(2)   中央図書館が指定管理者に貸与・供給する物品 

ア 札幌市図書館システム端末機器類（保守管理を含む） 

区分 対象物品 

備品 

図書館システム専用端末（マウス等の周辺機器を含む）、プリンタ 

レシートプリンタ、ICカードリーダー、スキャナー 

蔵書一斉点検用機材（実施期間中のみ貸与） 

消耗品等 
ICカード、貸出券、プリンタ用トナーカートリッジ、レシートロール、

図書・雑誌登録用バーコード 

イ その他図書室業務用品（別紙のとおり） 
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ウ 上記に定める他、図書室業務の遂行上必要と認められる場合に限り備品の購入、及び 

修繕等を行う。 

 

６ 札幌市図書館システムの運用 

(1)   図書館システムの運用にあたっては、以下の事項を遵守すること。 

ア 図書室業務以外の目的で使用しないこと。 

イ 従事者個人の利益のために使用しないこと。 

ウ 他のネットワーク機器と接続しないこと。 

エ 従事者の個人用端末機器類を、業務に使用しないこと。 

オ システム上の情報の全部または一部について、許可なく複写・複製しないこと。 

  その他、札幌市情報セキュリティポリシーの規定に準じて、適正な運用を行うこと。 

(2)   システム端末等の設置レイアウトを変更する場合は、事前に中央図書館と協議の上、こ

れを行うこと 

(3)   配布された ICカード及びパスワードは適正に管理すること。 

(4)   採用・退職等により IC カードを使用する職員に変更が生じる場合。事前に中央図書館

へ連絡すること。 

(5)   図書館システムに障害が発生した場合は速やかに中央図書館へ報告し、その指示に従う

こと。 

 

７ 各種報告 

(1)   業務日誌 

別に定める業務日誌に必要事項を記載の上保管し、区または中央図書館の要請があった

場合は速やかにこれを提出すること。 

(2)   月間業務報告書 

別に定める月間業務報告書（利用統計、実施行事等）に必要事項を記載の上、各月の状 

況について翌月初めに中央図書館へ提出すること。 

(3)   事故等処理報告書 

図書室内で業務上の事故等があった場合は、速やかに区または中央図書館に事故等処理報

告書を提出すること。 

(4)   その他の報告 

ア 業務について区または中央図書館が調査・報告等を求めた場合は速やかにこれに応じ、

必要な報告書等を提出すること。 

イ 図書室業務上の問題が生じた場合は、速やかに中央図書館と協議を行うこと。 

ウ 指定管理業務開始に際し、従事者の名簿を中央図書館に提出すること。また、指定管

理期間の中途で従事者に変更がある場合は事前に本市に連絡すること。 

 

 

 

 

 

 



 

別紙８ 

管理業務の計画書 

施設名 札幌市新発寒地区センター   

法人・団体名 新発寒地区センター運営委員会   

 

１ 利用の公平・公正の確保について 

 公の施設である当施設利用の公平・公正の確保に対する方針と、その取組項目（講座・貸

室・ロビー・掲示板など）について、具体的にご記入ください。 

１ 利用の公平・公正の確保に対する方針 

  当施設は、「地域住民の自主的な活動」及び「相互交流を深める」場として有効的に活用

されることを目的としている。そこで、利用の公平・公正を図る上で、可能な限り多くの

住民に利用に係る情報の提供を行うとともに、運営に際しては、地域の各層からなる運営

委員で構成し、思想信条、宗教、性別、年齢、身体の障がい等により、正当な理由なく利

用制限をすることなく、あくまで公正・中立な立場で運営を図ってまいります。 

 

２ 取組項目 

(1) 講座及び地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)等の運営について 

  ① 利用の公平性の確保 

    地域住民の自主的な活動の支援及び生涯学習等に寄与する講座など住民の多様なニ

ーズに応える企画を立案し、実施してまいります。事業の実施の際、高齢者や障が

い者などの要援護者サービスを充実させ、来館時の折にも、職員等による介助支援

を積極的に行い、平等・公平な対応を図ります。 

 

  ② 適切な情報提供 

各種講座の実施に際しては、参加機会の均等を図る観点から、地区センターの掲示

板、広報誌（新発寒地区センターだより）による町内会回覧、ホームページをはじ

め、手稲区広報や区内の他の３コミュニティ施設との連携によるチラシ、リーフレ

ットの配架、加えて、地域の情報紙等の情報媒体を積極的に活用し、誰もが公平に

応募、参加できる機会の拡大を図ってまいります。 

 

③ 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)の適切な実施 

地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）実施に際しては、広範な「地域住民と

の交流・家族のふれあい」を目的に、文化事業、各種スポーツの普及・振興及び生

涯学習の一環として実施します。実施に当たっては、性別、年齢、障がい等をもっ

て制限することなく、種目や開放回数（貸室や各種目の利用状況等を勘案して）を

定めます。 

    また、多数の利用者がある場合や新規利用者の公平利用が確保できるように、お互



 

いが譲りあって利用時間の制限等の調整を利用者に求めてまいります。 

    なお、当施設は有料利用優先施設ですので、地域の憩いの場づくり施設活用事業（無

料）との調整が生じる場合は、丁寧な説明と告知に努めてまいります。 

  【参考】現在実施している種目等 

① スポーツ系：卓球、バドミントン、バレーボール、ミニバレーボール 

           バウンドテニス 

② 文 化 系：囲碁・将棋、図書開放(貸室の空室利用) 

 

（2） 貸室の使用承認について 

① 予約受付 

札幌市の規定（使用承認取扱要領等）に基づく対応となりますが、重複の使用申 

し込みが生じる可能性がある場合、多くの団体が利用可能となるよう、他の空室状

況に合わせて事前の調整を行い、有効かつ効率的な利用の向上を図ってまいります。 

【参考】貸室受付期間 

 ホール(全面)：3 ヶ月前から ホール（半面）：1 ヶ月前から 

    ホールを除く貸室：2 ヶ月前から 

 

② 予約重複の対応 

受付解禁日（初日）受付開始時に重複申し込みが生じた場合は、原則として抽選

により決定することとなりますが、利用目的等を勘案し、利用室と利用時間の変

更が可能かどうか事前調整を行います。なお、調整不可の場合は、公開抽選によ

り利用団体を決定します。 

 

③ 定期利用 

定期利用の希望者に対しては、「利用団体登録」➔＊「預かり制度」➔「予約重複 

の場合は抽選」という流れを正確に説明し、他の利用者から不信を招かないよう配 

慮します。 

＊ 「預かり制度」：利用団体登録をしているサークル等を対象に、申し込み期日以前 

            の使用申し出に対して、「仮受け」できる制度。 

 

（3） ロビー・掲示板など 

   ① 心地よい空間の確保 

     ロビー・掲示板は、当施設の中でも特に「公共性の高い」スペースとして位置付 

け、併せて、開放感と親しみのある受付窓口であるよう心がけます。ロビーに関し 

ては、気軽にくつろげる場であるために、清潔感の保持と地区センター利用の「生 

け花サークル」等による生花を飾るなど来館者の休憩スペースとして心地よい空間 

を創出するよう努めます。 

 



 

② 情報の受発信の場を提供 

情報発信機能としての役割を発揮させるため、講座やイベントなど当施設の行事 

案内や利用サークルの PR コーナー、地域の町内会、幼稚園、児童会館、各学校等 

のイベント PR をはじめ、各種関連施設のイベント情報の提供など、掲示板等を活

用して情報を取得活用しようとする利用者に対し、幅広く対応してまいります。 

 

③ 誰もが立ち寄れる「ロビー」を目指して 

現在、新発寒地区社会福祉協議会健康づくり委員会が主催し、定期的に開催して

いる「ウォーキング講座」の集合及び準備体操の場として活用しています。また、

区内の授産施設による製品販売の場としても使用しています。この他、来館者に利

用サークルの活動内容を PR し、展示コーナーを設置するなど、広く地域住民に対

し、当施設のロビー機能を発揮していくことといたしたい 

 

 

２ 施設の効用の最大化について  

１ 地域住民のコミュニティ活動助長と生涯学習の普及振興を目的とする当施設をどのよう

に管理運営していく方針ですか。その基本方針をご記入ください。 

管理運営の基本は、以下のとおりです。 

 １ 誰もが利用しやすく、親しまれる地区センターであること。 

 ２ 利用者の安全・安心が確保された地区センターであること。 

 ３ 利用者のニーズを把握し、満足度の高い地区センターであること。 

 ４ 適確な維持・管理を行い、効率的な運営で経費の削減に努めること。 

  

そこで、地区センターは、一般的には、地域の文化・スポーツの活動拠点として位置付け

られていますが、単に会館運営にとどまらず、地域住民の「より豊かな未来を展望し、心ふ

れあう明るく住みよい街づくり」を支援するため、各種サークルの活動支援、各種講座、研

修会及びスポーツ交流大会の開催等を通じて、地域住民の「生涯学習」や「まちづくり活動」

を行っていく場を提供していきます。 

 管理運営は、地域代表、青少年育成委員、体育振興会役員及び地区福祉のまち推進センタ

ー役員等、地域の各層から選出された委員により構成された運営委員会により執り進めます

が、地域のニーズを的確に把握し、事業運営に反映してまいります。 

 

（1） 安定した管理運営を行うために 

    管理運営を行う事務局には、各種有資格者（防火管理者、応急救命講習習得者、図 

書館司書等)及び事業運営のノウハウを有する（各種行政経験及び町内会防犯委員等） 

職員を優先的に配置し、安定した事業運営に取り組みます。 

 

（2） 快適なサービスを提供するために 



 

    利用者が気軽に安心して利用してもらうために、あいさつや電話応対の重要さの認 

識が必要であり、もてなしの心を大切にサービスの向上に努めます。 

 併せて、利用者の声の把握が必要であるので、接遇の重要性を認識し、事業運営を 

円滑化させていきます。 

    なお、当地区センターの職員心得として、「笑顔・安らぎ・楽しさ」を挙げており、 

   利用者の立場に立った接遇に心がけています。利用者が「来て良かった」「また来たい」 

   と意識するようサービスの深化に挑戦します。 

 

（3） 芸術・文化や教養に親しんでもらうために 

    事業の計画に際しては、社会構造等を勘案し、高齢者や子ども達の教養の向上及び 

心身の健全育成等に寄与するための講座などバラエティに富んだ講座を企画します。 

     

（4） 地域ニーズにあった講座を開設するために 

    講座の開催に際しては、区内同種のコミュニティ施設や札幌市生涯学習センター（ち 

えりあ）と各種講座等の企画調整や受講生の募集の PR について連携協力を図ってい 

くことといたしたい。 

 また、より地域のニーズにあった講座を開設するため、専門家の知見や経験を積極 

的に活用するとともに、専門的なノウハウを持っている外部の専門機関等への再委託 

の手法について検討し、活用を図ってまいります。 

 

（5） 講座等の事業を広く周知するために 

    講座等の事業実施に際し、広報（新発寒地区センターだより、館内ポスター、他の

コミュニティ施設、児童会館、学校への PR 等）活動の充実を図ります。また、企画

事業の実施には、ロビーにてパネル展を開催するなど、事業の事前 PR を行い、参加

者の拡大に繋げます。 

 

（6） 空いている貸室を有効活用するために 

    平成 20 年度から実施している「図書室開放コーナー」も継続実施します。 

    当コーナーの趣旨は、放課後や夏休み・冬休みにおいて、子ども達がゆっくり勉強

したり調べ物や読書を希望する場合に、空室を有効に活用しようとするものです。 

 

（７） サークルと地域の連携について 

地区センターで活動しているサークルの地域への紹介及びコーディネーター役を担 

っていくことといたしたい。 

 当地区センターの利用サークル中、茶道サークルは、地元のミニ児童会館等への出

前茶道教室など地域活動を積極的に行っており、これらのコミュニティ活動を他のサ

ークルへの波及を含めて、今後とも支援していきたい。 

 



 

（８） 総合的な観点からより良い管理運営を目指して 

行政及びコミュニティ施設、関係機関等との連絡調整及び連携強化 

① 手稲区市民部及び区内４館の間で、定期的に、取り組み事例紹介や懸案事例の対処 

について協議・検討の場を設置し、より良い運営に反映させていきたい。 

 

② 札幌市（手稲区市民部、必要に応じて市民まちづくり局地域振興部）、指定管理者（町 

内会等地元関係団体を含む）利用者団体（サークル代表者、地域の憩いの場づくり施

設活用事業(無料)利用者及び図書室利用者等）で構成する「新発寒地区センター運営協

議会」を設置しており、管理運営上の問題点や改善に関する事項等について、協議・

調整を重ねてまいりたい。 

 

  

２ 施設の利用を促進するための方針及び利用率向上に関する取組について、具体的にご記

入ください。 

施設の利用を促進するための方針は、以下のとおりです。 

 １ 当センターは、幅広い年齢層や多種多様なニーズに対応した事業を展開し、地域の人々 

が集い楽しめる多彩な事業を企画します。また、これらの事業を通して形成された自主 

グループの支援や地域リーダーの育成を目指す場とします。 

 ２ 当センターは、高齢者や障がい者、子ども、外国人など誰にでも明るく丁寧な対応（ユ 

ニバーサルサービス）を心がけ、利用者へ心のこもったサービスを提供します。 

 ３ 当センターは、運営委員会や運営協議会、その他アンケート等のモニタリングにより  

多角的に利用者のニーズを察知し、様々な生の声や提案等を業務に反映させる努力を継

続的に行います。 

 ４ 当センターは、「利用者はお客さま」という気持ちと、自分自身が受けたらうれしいと 

思うサービスを提供するという意識を常に涵養しています。 

 具体的には、「笑顔・安らぎ・楽しさ」を恒常的な取り組み姿勢としています。 

 ５ 当センターは、施設の利用に関しては、個人・団体に関わらず、公正で公平な利用を 

  行います。 

 ６ 当センターは、各室の利用率アップと経費をできるだけ切りつめた低コストの管理運 

営をサービス向上と連動させながら実施します。 

 

 利用率向上に関する取り組み 

 １ 住民の利用機会を増加させるための広報・広聴の強化 

   地域に対して、施設利用に関する情報を発信するだけでなく、地域内で活動している 

  団体・サークルの情報や各種イベント等の情報を収集・整理して発信する機能を持つよ 

うに努めます。 

 例えば、各種講座、交流スポーツ大会、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)及び

文化の集い、七夕まつり、クリスマス会、豆まき大会等の事業開催には、住民への PR



 

が極めて重要です。そこで、新発寒地区センターだよりの町内会回覧、地域の情報紙へ

の掲載、他コミュニティ施設に対するチラシの掲示依頼を積極的に行います。併せて、

各種スポーツ団体、子どもサークル、地域町内会等との連携を強め、広く地域に周知し

て参加の機会拡大を図ります。 

 

 ２ 各種事業及び講座並びにまちづくり活動を行う各種団体との共催事業等の PR 活動の 

  推進 

   文化の集い、各種講座や、新発寒まちづくり委員会、地区社会福祉協議会、地区福祉

のまち推進センター、地区子ども会、地区青少年育成委員会等との共催事業に係る事業

内容等の PR を実施、また、事業実施後の成果等について、地区センターだより、ホー

ムページへの掲載やロビーで展示するなど参加意識の高揚につなげることといたした

い。 

 

 ３ 社会的にタイムリーな企画で臨む 

   事業の企画にあたっては、地域の世代構成等を勘案し、地域ニーズを適確に把握する

ことが求められます。例えば、団塊世代やそのすぐ後の世代の第二の人生の過ごし方が

論議されている現在、時間と余力がある団塊世代等の参加を促すことか可能な社会的に

タイムリーな講座、研修会、イベント等の企画の検討を推し進めることといたしたい。 

  

 ４ 利用する機会を増やすための地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)の充実 

 地域の人が気軽に交流し、当施設の利用促進のきっかけづくりとなるよう、地域の憩

いの場づくり施設活用事業（無料）においては、文化系では、囲碁・将棋を実施。スポ

ーツ系では、卓球、バドミントン、バレーボール、ミニバレーボール、バウンドテニス

の 5 種目を実施するとともに、それぞれのスポーツの大会を開催し、同好の士による施

設の利用促進に繋げるよう努めたい。 

 また、各学校の週休 2 日制による、子どもたちの余暇活用や青少年の健全育成の観点 

から、放課後、土・日曜日、さらには夏休み・冬休みなど図書室の開館に合せて、子ど

もたちの勉強や調べ物、読書ができるよう物理的条件を整えた「図書室開放コーナー」

を継続実施していきたい。 

 なお、パンフレット陳列やチラシの効果的な配架などを含め、地域住民が行政情報等 

に容易にアクセスできる場について研究をしてまいりたい。 

 

 ５ コミュニティ施設間の情報交換 

   手稲区内 4 館の間で、定期的に取り組み事例や展開手法等の情報交換を行います。 

   また、札幌市生涯学習財団「ちえりあ」のもつノウハウを生かし、新たな講座展開が 

  可能な場合には、利用者のニーズを勘案し、対処してまいりたい。 

 ６ 地域及び利用者要望の把握 

   事業等の運営に際し、運営委員のみでの情報には限界があります。そこで、地域の方々 



 

  の意見や要望が反映できるように「ご意見箱」を設置しています。 

   また、毎年 2 月に実施している当施設の「利用者アンケート」で、各種要望等を自由 

に記載する欄を設け、事業展開の中でこれらを反映していく努力を継続します。 

 【参 考】「新発寒地区センター利用者アンケート」の主な質問項目 

① 職員の接客態度について 

② 区民講座に係る満足度等について 

③ 地域交流事業に係る満足度等について 

④ 施設・設備の管理状況について 

⑤ 館内の清掃状況について 

⑥ ご意見・ご要望について 

３ 運営事業計画について、ご記入ください。 

 

  別添「運営事業計画書」（様式４の１、４の２及び４の３）に具体的にご記入ください。 

 

４ 施設の運営に当たり、まちづくりセンター、まちづくり協議会や町内会などの地域の団

体、他団体、他の施設の指定管理者などとの連携をどのように行い、どのような成果を目

標としますか。具体的にご記入ください。 

(1）これまでの地域との連携について 

    当地区センターは、まちづくりセンター及び地区社会福祉協議会(福祉のまちづくり 

センター）が併設される複合施設です。それぞれが地域の魅力ある地域づくりや地域 

   福祉のまちづくりを推進し、安全で安心して暮らせる町を目指し、積極的に取り組ん

でいます。 

    当運営委員会は、これまで地域の各層からなる運営委員が「新発寒まちづくり委員」

等の常任委員及び実行委員等の役員を歴任しています。 

また、事務局においても、「新発寒まちづくり委員会常任委員」等の職に就任し、事

業への参画や支援を行っています。 

    さらに、青少年育成委員会、小中学校の作品展示会や文化祭、小中学校入学式・卒

業式への参加交流等を含め、各種事業・行事に積極的に参画しています。 

    今後も、地域の各種団体と連携を緊密にして、「地域のふれあいやまちづくりの推進」 

   に連携・協働してまいります。 

 

 【参 考】小中学校との連携による主な取り組み事例 

① 生活科学習「まちたんけん」の支援 

新発寒地区内の小学校３校が生活科学習の一環として、地区センターを訪問。セン 

ターの設置経緯や果たす役割、図書室をはじめ各室の利用状況などを学習しています。 

 

② 新春書き初め展の実施 

毎年 2月に、地区センター主催行事として、新発寒地区内の小中学校４校と連携し 



 

   「新春書初め展」を開催しています。ロビーでの展示を執り行っています。 

 

（2）安全・安心なまちづくりへの参加 

  ① 「まちづくり委員会」が開催する「避難所運営マニアル検討会」「防災講演会」等を

共催し、地域の防災意識の向上に努めています。 

 

② 青少年の育成や高齢者の交通安全及び防犯等についても、関係団体と連携を密にし、 

   各種の活動に連携・協働化を図ってまいりたい。（当センターは、小中学校が隣接し、 

   子どもたちの通学路に位置している。） 

 

③ まちづくりにおいて、安全かつ安心というキーワードは一番重要であります。当セ 

ンターは、地域のセンターとして子どもたちが気軽に安心して立ち寄れる「こども 110 

番」の家として登録しております。 

   

④ 来館者が緊急心肺停止等の不慮の体調不良に陥った際の応急措置として、ＡＥＤを   

   設置しており、通行人や近隣住民の活用も念頭に置いております。 

 

⑤ 日頃から緊急時の対応について、正しい知識を身につけ、危険回避能力や事故時の

対応能力を高めるよう努め、職場全体で安全意識の高揚を図っています。 

 

 (3）地域団体との連携 

    新発寒地域では、まちづくり委員会（協議会）や、地区社会福祉協議会、福祉のま

ち推進センター、地区青少年育成委員会、地区こども会が主体となって、「雪に親しむ

つどい」、「健康づくりフェスタ」、「フリーウォーキング」、「子どもの居場所づくり」、

「綱引き大会」など地域を巻き込んだイベント等を積極的に展開しています。 

 こうしたイベント開催時の連携を始めとして、地域の諸団体に対し、各種事業への 

積極的な参加と連携を図ってまいりたい。約 2万人が暮らす新発寒地区の歴史や自然 

を学び、文化継承をしながら、新しい生活環境や文化等を創造し、明るく住みよい「 

ふるさとづくり」を進めてまいりたい。 

    また、地区センター主催の文化の集いや各種スポーツ大会などの事業の企画運営及 

び実施に関わって地域住民が実行委員として参画するなど、「地域のふれあい」事業の 

   中で、連携を図りながら地域づくりの支援を図ってまいります。 

 

 （4）センターロビーの有効活用 

    当センターには、一般貸室の他にオープンスペースとして、有効活用が可能なロビ 

   ーがあり、各種パネルを利用した展示可能なスペースがあります。これを有効活用し 

   地域や各サークル、まちづくり団体等と連携・協働し、市民の主体的な地域づくりに 

   かかる活動や企画のＰＲ等の実施を支援していきます。 



 

 【参 考】 

① 授産施設 さくら館によるパン販売 

② 子どもの居場所づくりパネル展 

③ 青少年育成委員会パネル展 

 

 （5）各種団体等との連携 

    地域には、各種の知識、経験及び技術を有している人材が豊富です。当センターが 

推進している各種講習会、講座、また文化の集い等の各種イベントの実施において、

これらの有為な人材を積極的に参画してもらい、事業の成果を挙げてまいりたい。 

 【参 考】主な取り組み事例 

① 前田・新発寒地区「子どもの居場所づくり」のイベントを、手稲区子ども会育成連 

合会と共催で実施。 

② 地区社会福祉協議会健康づくり委員会等と共催で、「健康づくりフェスタ」、「ウォー

キング講座」、「フリーウォーキング」を実施。 

   

 （6）他の施設の指定管理者などとの連携 

    手稲区のコミュニティ施設の館長と、毎月、会議を開催しており、各館の状況、講

座の考え方や地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)、館独自の懸案事項等に関し

て、情報交換をおこなっております。今後も連携を深めてまいりたい。 

 

  

５ 区内または市内の団体・企業であること等に対する評価を行いますので、以下の項目に

ついてご記入ください。 

 

（１）区内または市内に本拠地、本部、本社がある団体・企業ですか。 

  （☑：該当（区内）、□：該当（市内）、□：非該当） 

※ 支部、支社、営業所は非該当になります。 

 

（２）団体を構成する組織に地域住民団体が入っていますか。 （☑：該当、□：非該当） 

  ※ 「地域住民団体」とは：町内会、子ども会、老人クラブなど、地域住民による地域

活動を目的として構成された団体をいいます。 

  ※ 団体の組織図を添付してください。 

 

（３）市内の地域活動への継続した貢献実績がありますか。  （☑：該当、□：非該当） 

  ※ 貢献実績をご記入ください。（例：地域のイベントへの参加、協力、寄附など） 

① 「健康づくりフェスタ」共催（2018 年 7 月） 

② 「健康づくりフェスタ」共催（2019 年 7 月） 

③ 「健康づくりフェスタ」共催（2020 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 



 

④ 「健康づくりフェスタ」共催（2021 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

⑤ 「フリーウォーキング」共催（2018 年 5 月～10 月） 

⑥ 「フリーウォーキング」共催（2019 年 5 月～10 月） 

⑦ 「フリーウォーキング」共催（2020 年 5 月～10 月） 

⑧ 「フリーウォーキング」共催（2021 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

⑨ 「子どもの居場所づくり 2018」共催（2018 年 9 月胆振東部地震のため中止） 

⑩ 「子どもの居場所つくり 2019」共催（2019 年 9 月） 

⑪ 「子どもの居場所つくり 2020」共催（2020 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

⑫ 「子どもの居場所つくり 2021」共催（2021 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

⑬ 「安心安全まちづくり大会」共催（2018 年９月・11 月・2 月） 

⑭ 「安心安全まちづくり大会」共催（2019 年９月・11 月・2 月） 

⑮ 「安心安全まちづくり大会」共催（2020 年・2021 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

⑯ 「新発寒地区青少年健全育成委員会総会・研修会・子供綱引き大会」参加（2018 年 4 月・9 月・12月） 

⑰ 「新発寒地区青少年健全育成委員会総会・研修会・子供綱引き大会」参加（2019 年 4 月・9 月・12 月） 

⑱ 「新発寒地区青少年健全育成委員会総会・研修会・子供綱引き大会」（2020 年・2021 年新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、書面評決・中止・中止） 

⑲ 「新発寒まちづくり委員会・役員会・総会」参加 (2018 年 4 月・5 月) 

⑳ 「新発寒まちづくり委員会・役員会・総会」参加 (2019 年 4 月・5 月) 

○21  「新発寒まちづくり委員会・役員会・総会」 (2020 年・2021 年新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面評決) 

○22  「新発寒まちづくり委員会・役員会・総会」参加 (2022 年 4 月・5 月) 

○23   「フリーウォーキング」共催（2022 年 5 月～10 月） 

○24    異世代間交流「演芸会」共催(2022 年 7 月) 

６ 施設の設置目的である「地域住民のコミュニティ活動の助長」を効果的に発揮するため、

施設の運営を通じて、「まちづくり活動への参加意欲の醸成」または「まちづくり活動の担

い手の育成」にどのように貢献することができますか。具体的にご記入ください。 

コミュニティ施設を核にまちづくり活動を活性化するためには、住民の地域活動参加の流

れを意識して取り組むことが有効です。 

 まちづくり活動に触れることを端緒として、次第に活動への参加を深化させていった住民

は、活動の導き手つまり「新たな地域のコーディネーター」となっていきます。また、地域

のコーディネーターとなった住民の参加のもとで実施される活動が、さらに別の住民の活動

に触れる機会を提供します。この流れが、らせん状に上昇していくことで、コミュニティ活

動は持続的に活性化、拡大します。 

 この後、継続的に進化した活動がなされ、地域住民がコミュニティ活動に参加する側から 

企画作りや運営など「つくる側」として関わり、まちづくり活動の実践経験を積む段階を迎

えます。「つくる側」として参加することにより、参加者は達成感や人の役に立つ喜びを知る

ことができます。 

 「つくる側」として経験を積み、ネットワークを広げた住民は、暮らしやすいまちを主体

的に考え、行動する「まちづくりの核となる人材」へと成長していきます。 



 

 また、地域の中には、まちづくりに対する意欲の高い人が既に存在しています。地区セン

ターが、こうした人材同士が出会える、気軽な交流の場やネットワークの仕組みを設けるこ

とで、さらにまちづくりの大きな力になり、寄与することが可能となります。 

【具体的な取り組み】 

 １ 地域の課題について検討する場を設ける 

  例）身近な生活課題について、検討する会議・茶話会 

 ２ まちづくりのコーディネーターやプロデューサー的存在と交流する機会を持つ 

  例）まちづくり入門講座の受講 

  

７ 「地域社会の絆の強化」について、施設の運営を通じてどのように貢献することができ

ますか。具体的にご記入ください（例：地域とのネットワークづくりや、災害時における

避難所運営に向けた対応など）。 

 １ 基本的な考え方 

   地域での支えあいを実現（地域社会の絆の強化）するためには、世代や性別、国籍、 

文化の違い、障がいの有無などにかかわらず、地域の人々がお互いを認め合いながら、 

社会参加や交流を通じてつながりを深めていくことが重要です。また、市民一人ひとり 

や、町内会、ＮＰＯ、企業などが、地域課題を自らの問題と考えて主体的に活動し、お 

互いに連携しながらネットワークを構築していく必要があります。 

 そこで、近年の傾向として、経済成長の鈍化、税収不足、少子高齢化と人口減少社会 

の到来などにより、広範な分野で、担い手不足及びサービスの制限が顕著になると指摘 

されています。 

   また、一方では、市民ニーズと地域課題の多様さに伴い、行政サービスへの質的要望 

  は高まっています。 

   近年、増大する行政サービスを補完する役割を担うものとして、地域の共助が改めて 

  注目を集めています。東日本大震災を契機に、地域コミュニティの役割の再確認と「地 

  域の絆」の大切さが再認識されています。 

   新発寒地区センターは、こうした社会的背景を把握し、併せて、時代の要請をきちん 

と受け止め、地域交流・地域連携の中軸施設として、地域活動や社会学習の場を提供し、 

学び、ふれあい、絆を深め、地域社会全体の文化力を高める努力をしてまいりました。 

 次期指定管理者期間において、この考えを発展・深化させながら、「地域の絆づくり」 

を育成する事業活動をいたします。 

 

 ２ 具体的な取り組み 

   事業を展開する際、「地域の絆」の重要性や素晴らしさを実感できるようなものを意識 

  してまいりたい。この展開が、住民同士のネットワーク形成促進や福祉・医療・防災等 

  での連携へ発展することを意識して活動にあたります。 

 （1）地域とのネットワーク形成 

   ① 絆の重要さを実感する場づくり 



 

     ア 新発寒地区センター文化の集い 

       毎年 10 月に、2 日間の日程で、当地区センター利用サークル、地域で活動し

ている団体等に対し、舞台発表や文化作品発表等の交流機会を提供して、活動

の伸展と文化活動の向上を目指します。事業の推進に際しては、各自が主体的・

自主的に運営に携わることによって、地域の連帯感と絆づくりの機運を育てま

いります。 

     イ 各種スポーツ大会の開催 

       当館で地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)を実施している 5 種のスポ

ーツ競技について、それぞれ年１回スポーツ大会を実施しており、その開催に

あたっては、利用者が実行委員会を組織し、主体的、自主的に運営を行うこと

により、地域の連帯感と「絆づくり」の意識を培い、「絆づくり」の機運を育て

てまいります。 

     ウ サークル支援 

利用サークルや各団体には、気軽な相談相手としての雰囲気作りを心がけま

す。 

       日頃からの会話、知識などのスキルアップ、情報交換を大切にし、適切なア

ドバイスができるように心がけます。 

 

（2）災害時における避難所運営に向けた対応 

    当センターは、「地域避難所」に指定されています。大規模な災害が発生した場合、 

   家屋の倒壊、浸水、停電等により、自宅での生活が困難となり、多くの方が、一定期

間「地域避難所」である当地区センターで生活することを余儀なくされることが想定

されます。 

    この一時的な避難場所での共同生活がいわゆる「地域コミュニティの場」になりま 

すが、施設管理者には避難所での生活が「地域の絆」を強化し、コミュニティの再生 

と活性化につながるよう避難所の運営と適切な援助を受ける体制が求められていま 

す。 

 このため、災害時には、避難者、市職員、災害ボランティアとの緊密な連携が必要 

ですので、施設管理者は、平常時から災害を認識し、緊急対応時の開錠や受け入れ準 

備等を想定した体制を整えます。これらに加え、防災訓練への参加、防災講座の開催

による「地域の絆」の意識涵養や町内会・地域諸団体との連携強化を推進いたします。 

 当地区センター職員に対しては、危機管理の概念等を研修で学習させ、併せて訓練 

を実施します。職員間の緊急連絡網の再確認も行います。 

 災害時における避難所生活は、精神的にも不安が多く、日常生活も不便で不自由な 

ことが多いと思料されます。このことから、一定のルールに沿った運営が必要とされ 

ますが、施設管理者としては、助け合いながら協力して秩序ある避難所生活ができる 

ように、施設管理を行い、運営をサポートいたします。 

 なお、施設として、日頃から災害時の施設管理者の役割を想定しながら訓練を実施 



 

し、下記を留意点として体制の整備をいたします。 

①巡回時での危険個所の点検 

②消火設備の点検と確認 

③避難経路の確認 

 

８ 運営協議会設置の方針(運営に当たっての基本的な考え方、想定する参加者、運営の

サイクル等)を具体的にご記入ください。 

当センターの「今」を知ってもらい、多様な角度からセンターに係る諸問題について 

論議していただく場とする狙いで、年 4 回の会議を開催しております。 

札幌市からの要求水準を勘案して,すべての委員による協議を年１回、札幌市と指定管

理者との協議を年３回とさせていただいております。 

年 1 回の全体会議では、計画、予算、区民講座の状況報告等を行い、種々の立場で当

センターを利用いただいている皆様から、業務評価や新規の提案をしていただき、管理

運営の水準向上に向けた貴重なご意見をいただいております。 

 また、運営協議会の委員は、札幌市、指定管理者（運営委員会会長）、利用者団体（サ

ークル代表）、地元団体（食生活改善推進員協議会、青少年育成委員会）としております。 

  

９ 地域住民（利用者）の声の把握とその声を反映する仕組みについて、どのような体制を

考えていますか。具体的にご記入ください。※その場合のセルフモニタリングの実施方法

と利用者アンケートにおける利用者満足度の目標値を示してください。 

 

事業運営に際し、地域の各層からなる運営委員をもって構成し、多くの地域住民の声を

吸い上げる体制を構築します。また、日頃の事業運営に際しては、第一義的には、窓口で

の適切な対応に努めてまいりますが、十分な対応や意見聴取は困難な場合がありますので、

以下の方策も実施いたします。 

 

（1）「ご意見箱」の設置 

   当地区センター内に、自由に投函可能な「ご意見箱」を設置しています。利用者の意 

見や要望、苦情を早期に把握し、速やかな対応を図っていくこととしています。 

   要望・意見の処理手続き等については、札幌市新発寒地区センター利用者等の要望・ 

苦情処理委員会規程に詳細な規定があり、この規定に基づき、適正な処理を行っていき 

ます。 

 

 



 

（2）運営協議会やサポーター会議による意見・要望のくみ上げ 

   運営協議会やサポーター会議は、構成委員の中に、利用者代表が含まれており、利用 

者の声を直接伺える機会であります。ここで得られた声を精査し、事業に生かす努力を 

してまいります。 

 

（3）行政及び区内のコミュニティ施設との連携 

   手稲区市民部との連携（館長会議、クレーム処理等研修への参加）を図り、他のコミ

ュニティ施設における意見・苦情及び対応例を参考に、事務処理の迅速化を実現してい

きます。 

 

（4）より充実した講座の実施に向けて 

   区民講座の終了後、受講者に対し、アンケートを実施しています。今後の運営に参考 

  となるような質問項目を設け、アンケート結果を精査することとしています。 

 

（5）より地域に親しまれるイベントを実施するために 

   文化の集いや各種スポーツ大会等の実施に際しては、地域のボランティア、サークル 

  代表者などを実行委員として参画してもらい、事業の企画・運営及び終了後の反省会を 

通じて意見を聴取し、今後の事業運営に係る改善点を明らかにしていきます。 

 

（6）より多くの利用者の満足度を高めるために 

   当地区センターの管理運営業務の実施状況と利用者、地域住民の声を把握するため、 

毎年 2 月に「利用者アンケート」を実施します。 

   なお、利用者アンケートにおける利用者満足度の目標値については、「職員の接遇（事

務局及び図書室）」、「区民講座」、「地域交流事業」、「設備状況」、「清掃状況」、などいず

れの項目も、100％を目標に努力してまいります。 

 

10 利用者から寄せられた苦情に対し、どのように対応されるつもりですか。対応方法、責

任体制、市への報告など、具体的にご記入ください。 

要望・意見の処理手続き等については、札幌市新発寒地区センター利用者等の要望・苦

情処理委員会規程に詳細な規定があります。 

 １ 処理方法 

① 「ご意見箱」や事務局に寄せられた苦情等を集約し、処理委員会に付議します。 

   処理委員会で、協議して結論が出た後、以下のとおり、速やかに対応しています。 

② 回答が必要な案件は、申し出者に直接回答します。 

③ 申し出者が不明の場合、必要に応じて館内掲示（告知形式で）します。 

④ 手稲区へ報告します。なお、予算的な対応が必要な苦情については、区から対応措 

置の指示を仰ぎます。 

＊ 規定上、日常よくある質問、問い合わせ等の簡易なものは除いています。また、処 



 

理委員会に付議する事案か否かについては、具体の事例ごとに運営委員会役員及び事

務局長が判断することとなっています。 

   

 ２ 責任体制 

   館長が総括責任者です。苦情等を回避することなく、早急に職員全員で対応すること 

  を心がけています。 

 

 ３ 市への報告 

   要望・苦情処理簿を作成し、処理経過の明確化を図り、区へ報告することとしていま 

す。 

 

 ４ 市政に対する苦情 

   直ちに区へ報告いたします。回答案を含め、解決策について協議し、誠実に対応いた 

します。 

 

11 市税を投入して建設・運営する施設の管理者として、利用料金から得られる利益の一部

を市民に還元するとするならば、どのようなことができますか。具体的にご記入ください。 

 １ 利用者の利便性向上のための備品等の購入 

   当地区センターは、平成 3 年に開設、既に 31 年目を迎えています。この間、平成 23 

年 2 月にバリアフリー化工事により、エレベーターを設置していただき、また、令和 3

年度には、キュウビクルの更新、暖房設備・衛生設備の更新等の改修工事を行っていた

だいたところであります。 

しかし、椅子、テーブル、体育用品、実習室の厨房用品など施設の備品については、

老朽化してきているものがあり、利用者の利便性向上の観点から、先ずは、備品購入経

費に充当することを念頭に置いています。 

 

 ２ 照明のＬＤＥ化 

   また、光熱水費削減のため、体育室及び事務室等の照明の LDE 化を検討いたします。 

 

３ 市内の雇用安定への寄与について  

１ 管理業務を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等について、札幌市内の企業等

の活用計画をご記入ください。 

（1）事業実施に必要な物品の調達や保守・修繕等を行う場合は、可能な限り、手稲区内をは 

じめ、札幌市内に事務所を置く地元業者を活用します。 

    

（2）施設の保守管理や設備等の維持に係る業務の外部委託については、指定管理者自らがで 

きる部分を除いた業務について、可能な限り、地元企業をはじめ札幌市内の企業等と再 

委託を行うこととします。 



 

２ 管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等について、障がい者の積

極的な雇用など福祉施策への取組方針・今後の取組予定をご記入ください。 

(1）職員の雇用について 

   公共施設の指定管理者という使命を担う当団体としては、障がい者の雇用の安定・ 

福祉の増進に寄与することは重要な意義を持つという観点から、今後とも障がい者の 

雇用については、雇用を図ることを第一義としてまいります。 

   なお、現在、当地区センターでは「障がい者」を職員として雇用はしておりません 

が、今後、新たな雇用環境が生じた場合、所定の事務能力や資格を有することを前提 

として、積極的に雇用の確保に努めてまいります。 

 

（2）物品の調達について 

    特に、印刷物の発注については、社会福祉法人に依頼、調達しています。今後も、 

折を見て発注拡大を検討していくこととしております。また、区内の福祉関連団体が 

   所管する飲料水の自販機を当センターに設置することについて、今後も協力をするこ 

ととしています。併せて、障がい者団体等が活動の一環として、当センターのロビー 

を使用し、製品販売を行う場合も、最大限の支援をすることとしています。 

 

 

３ 職員の雇用環境の維持向上に向けた取組の基本的な考え方、取組内容をご記入くだ

さい。特に、労働関係法令遵守に向けた対応やワーク・ライフ・バランスの推進など、

職員の雇用環境等を向上させることで市民サービスの向上等に結び付く具体的な取組

があれば積極的にアピールしてください。なお、ワーク・ライフ・バランスの推進の

取組については、様式７にある取組を実施する場合は、該当する取組に○を付けてく

ださい。 

１ 職員の雇用環境維持向上に対する基本的な考え方及び取り組み 

（1）規定の整備及び情報開示 

   「公の施設」を管理運営する地元の運営委員会であることを常に認識し、適正な業務 

執行を図るため、職員（パート職員を含む。）の雇用、給与等に関しては、運営委員会

会則施行細則などを規定しております。 

① 運営委員会施行細則などを定めており、新規雇用の職員に対しては、明示の義務化 

をしています。 

② 運営委員会の諸規定は、常に閲覧可能な状態にしてあり、適宜、就業規則関連の研 

修実施など、周知・徹底に努めています。 

③ 給与・賃金に関する事務で、高度な専門性を有するものに関しては、税理士事務所 

に指導を受けており、適正な事務処理を図っています。 

   

 

 



 

（2）明朗な職場づくり 

  ① 当センターのモットーは、「笑顔・安らぎ・楽しさ」です。利用者がリピーターにな 

ってもらえるよう、明朗で健康的な職場づくりを心がけています。職員とのミーティ 

ングに努め、職員間のコミュニケーションを大事にしています。 

② 職員の業務意欲の向上、安全意識の高揚のため、研修などを実施しています。 

  ③ 職員の健康診断を定期的に実施しています。 

 

（3）現行の雇用職員について 

   現在、当センター運営委員会で雇用している職員は 12 名（正職員 6 名、パート職員 6

名）です。人材の定着化が済んでいますので、今後は サービスアップに一層努めてま

いります。 

 

2  労働関係法令遵守に向けた対応 

  市民サービスの水準を維持向上させるとともに、雇用の確保を図るため、職員の雇用に

関する労働関係法令を遵守し、必要となる就業規則(新発寒地区センター運営委員会会則施

行細則)の改正を行うとともに、就業規則や時間外労働・休日労働に関する届出を監督官庁

に行っております。今後も、労働関係法令を遵守し、雇用環境の維持向上に努めてまいり

ます。 

 

3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

（1）ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、これまでの働き方を見直すことがポイン 

トになります。ワーク・ライフ・バランスが実現すれば、個人はより充実した生活をお 

くり、成長しながら働くことができ、使用者側は、職員の力を十分に引き出して、持続 

的に発展することができ、社会全体にも活力が生まれます。 

 以上の前提を踏まえ、地域、家庭や自己啓発に係る個人の時間をもち、健康で豊かな

生活ができるように社会全体で、仕事と生活の調和の実現を望むことは働き方の変革に

通じるものであり、これを積極的に支持してまいります。 

   また、職場内において、職員の健康が保持され、家庭や友人などとの充実した時間の

確保、自己啓発や地域活動への参加のための時間の確保が可能な体制を構築してまいり

ます。 

   当地区センターの職場は、女性が多いことから、女性が安心して活躍できる環境を作 

るために、①年次休暇を計画的に取得しやすい職場づくり ②管理職（運営委員会会長、 

  事務局長）がワーク・ライフ・バランスを意識した生活の実現に向けての制度理解と体 

制づくりを推進する ③結婚後も働き、育児休業や介護休暇を取得しやすい職場づくり 

を進めます。 

 

 

 



 

（2）今までの取り組み状況 

   ①  時間休暇制度の導入（平成 27 年 4 月運営委員会施行細則改正） 

新たに時間休暇制度を設けました。 

 

② 育児・介護休業制度、介護休暇、子の看護休暇等の導入（平成 29 年１月運営委員会

会則施行細則改正） 

    育児・介護休業、介護休暇、子の看護休暇等に関して、育児休業・介護休業等育児 

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等に基づき規定の整備を図りました。 

 ・育児休業 : 子が満 1 歳または 1 歳 6 ヵ月まで取得可能 

 ・介護休業 : 93 日以内取得可能 

 ・介護休暇、子の看護休暇 : 5 日または 10 日以内取得可能  

 

③ 事務の見直し、年休の計画的取得の推進 

    業務の合理化・見直しによる事務量の縮減、また基本的に残業をしないための業務 

改善の徹底を図りました。 

    また、積極的に職場として、年次有給休暇の計画的取得を進めています。 

 

（3）今後の取り組みについて 

   春休み・夏休み・冬休み等の時期において、年休連続取得の推進を図ります。 

   年休の 100％の消化を目指します。 

 

  

４ 安定した施設管理について 

１ 類似業務（貸室事業、住民を対象とした講座事業、文化展・スポーツ大会等のコミュニ

ティ事業）の実績がある場合、その内容と実施期間についてご記入ください。実績がない

場合には「該当なし」とご記入ください。 

※ 類似業務とは、次の３事業をいいます。 

・貸室事業：収容人数 100 人以上のホール及び定員 10 名以上の貸室が対象 

・住民を対象とした講座事業：年間で５科目・20 回以上の講座が対象 

・住民を対象とした文化展、スポーツ大会等のコミュニティ事業：年間２回以上の事業が対象 

 

施設名及び所在地 事業又は活動の内容 実施期間 

新発寒地区センター 

手稲区新発寒 5 条 4 丁

目 2－2 

 

 

＜貸室事業＞ 

① 「健康づくりフェスタ in 新発寒」 

（手稲区介護予防センター・地区福祉のまち推進

委員会・地区センターとの共催） 

② 安心安全まちづくり大会 

（主催 新発寒まちづくり委員会） 

 

1 日 

 

 

3 日 

 



 

③ 「前田・新発寒地区子どもの居場所づくり」 

  （主催 手稲区子ども会育成連合会） 

④ 「老人クラブ研修会」(主催 手稲区老人クラブ  

連合会） 

⑤ 「ふくまちお食事会」(主催 新発寒地区福祉

のまち推進センター 

 

1 日 

 

1 日 

 

1 日 

 

 

新発寒地区センター 

手稲区新発寒 5 条 4 丁

目 2－2 

 

 

 

＜住民を対象とした講座事業＞ 

① 成年後見ってなあに 

② しんはつ☆すこやか倶楽部 

③ パン、チョコレートチーズタルト、親子食育

料理、メキシコ料理、ババロア・サブレ、ク

リスマスパン、手打ちそば、おもてなし料理、

子どもお菓子づくり、夏休みアンモナイト、

歌声クリスマス、知っておきたい年金、アロ

マ入門、の各講座・教室 

④ 歌声体操、フォークダンス、体幹トレーニン

グ、英会話、子ども茶道、こどもお琴、の各

講座・教室 

⑤ 図書室職員及びボランティアによる企画事 

 業 

・七夕まつり 

・クリスマス会 

・豆まき大会 

 

 

1 日 

11 日 

各 1 日 

 

 

 

 

 

各 2 日～4 

日 

 

 

 

1 日 

1 日 

1 日 

 

 

新発寒地区センター 

手稲区新発寒 5 条 4 丁

目 2－2 

 

 

＜コミュニティ事業＞ 

① 新発寒地区センター文化の集い 

② 「ウォーキング講座」 

（地区社会福祉協議会健康づくり委員会と共催） 

③ 小中学校新春書き初め展 

④ スポーツ交流大会（5 種目） 

（卓球、バドミントン、バウンドテニス、バレ

ーボール、ミニバレーボール、） 

⑤ 新発寒地域小学校 3 校・第 2 学年生活科学

習支援 

 

2 日 

2 日 

 

10 日 

5 日 

 

 

3 日 

 

 ※「類似の業務（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類」があれば、

添付してください。 

 



 

２ 当施設における組織体制（職位、職種、人数）について具体的に図解してください。ま

た、上部組織等（連合体を含む。）がある場合は、上部組織等における当施設の組織の位置

について別に図解してください。 

 

新発寒地区センター運営委員会 

                    ↓ 

運営委員 15 人 事務局職員 12 人 

 

・運営委員【会長１、副会長２、総務部（長）2、会計部（長）１、事業部（長）３、図書部

（長）２、広報部（長）２、会計監査２】 

・事務局 【事務局長（館長）１、事務局次長（副館長）１、局員４（一般事務、図書業務）、 

パート職員 6 人】 

 

３ 職員の配置計画、勤務形態について具体的にご記入ください。 

 

職員配置の場所 曜日等 職員配置の時間帯 常勤職員 パート職員 その他 

事務室 月～金 8:45～17:15 2～3   

  17:15～21:15  2  

 土 8:45～17:15  1.5 図書(兼) 

  17:15～21:15  2  

 日 8:45～17:15  1.5 図書(兼) 

  17:15～21:15  2  

 祝日 8:45～21:15  2  

図書室 火～金 8:45～17:15 2～3   

 土 8:45～17:15 2～3   

 日 8:45～17:15 2～3   

 月 休 室 日 0   

 祝日    休 室 日 0   

  

 (1) 常勤職員 

担当する業務 人数 勤務条件 

地区センター管理運営全般 1 ・70 歳定年 

・給料の支給は、月の 1 日から月末分を 

翌月の 21 日に支給（休日の場合、順次繰

り上げる） 

・勤務時間：8：45～17：15 

・休憩時間：12：00～13：00 

・休日：日曜日（図書室は月曜日）、国民

予算・決算、講座、使用承認、

利用料金受領、施設内外の監

視、維持管理、備品等の整理

整頓等 

2 

図書貸出、返却、閲覧、整理 

図書関連行事等の企画・立案 

3 



 

・実施、新刊選定、発注及び

維持管理等 

の祝日、12/29～翌 1/3，4 週に 4 日あ

らかじめ事務局長が指定する日 

・休暇：年次休暇、病気休暇、特別休暇、 

 （詳細は、運営委員会会則施行細則の

規定による。） 

・社会保険：健康保険、厚生年金、雇用

保険、労働者災害保険加入 

・所定時間外勤務あり 

   

  ※常勤職員とは、概ね１日８時間、週 40 時間程度勤務する年間を通して働く職員を言います。 

 (2) パート職員 

担当する業務 人数 勤務条件 

使用承認、利用料金受領、施

設内外の監視、維持管理、備

品等の整理整頓等 

6 ・75 歳定年 

・勤務時間： 

 （日勤）8：45～17：15 

 （夜勤）17：15～21：15 

・日勤の休憩時間：12：00～13：00 

・給料の支給は、月の 1 日から月末分を 

 翌月の 21 日に支給（休日の場合、順次繰

り上げる） 

・休暇：年次休暇（勤続年数・勤務日数

に応じ 2 日～11 日） 

・最低賃金を確保 

  ※ここでのパート職員とは、常勤職員より勤務時間が短く、年間を通して働く職員を言います。 

(3) その他の職員 

担当する業務 人数 勤務条件 

   

   

   

  ※ここでのその他の職員とは、上記の常勤職員及びパート職員以外の短期雇用の職員を言います。 

 

※ 勤務条件欄には「労働契約の期間」「始業及び終業の時刻」「所定労働時間を超える労働

の有無」「休憩時間」「休日」「休暇」「賃金の決定、計算及び支払の方法」「退職」「社会

保険等の加入状況」をご記入ください。 

※ 労働関係法令の遵守は必須となります。 

※ なお、非正規職員から正規職員への転換に向けた職員雇用方針とその取組があれば、そ

の他の欄に記載し積極的にアピールしてください。 

 



 

            勤務条件の内容 

職  種  常勤職員、パート職員、その他の職員 

契 約 期 間 

期間の定めなし、期間の定めあり（常勤職員定年 70 歳・パート職員定

年 75 歳） 
1 契約の更新の有無 
[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・

その他(定年制) ] 
2 契約の更新は次により判断する 
 ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績・態度   ・能力 
 ・従事している業務の進捗状況  その他(        ) 

従 事 す る 業

務 の 内 容  受付業務、予算・決算業務、統計業務、図書業務、施設管理業務等 

始業・終業 
の時刻 

始業 8 時 45 分 ～ 終業 17 時 15 分 
(パート職員は、日勤 8:45～17:15、夜勤 17:15～21:15)    

休憩時間  休憩時間（60）分                      

所定時間外労

働の有無 
 所定時間外労働の有無（  有  ， 無 ）            

休   日 
・定例日；毎週（日又は月）曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり（ 1 ）日、その他（          ） 

休   暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合→（20）日 
雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（有,無）

→採用時に年休 20 日付与 
２ 代替休暇 （有・無） 
３ その他の休暇 有給（リフレッシュ休暇等の特別休暇、病気休暇） 

無給（介護休業、育児休業）      

賃   金 
 

１ 基本給 イ 月給（館長 202,000 円）、（常勤者：155,000 円） 
ロ 日給（     円） 

      ハ 時間給（パート職員：920 円）令和 4 年 10 月 1 日から 
      二 出来高給(基本単価  円、保障給    円) 
      ホ その他(       円) 
            へ 就業規則に規定されている賃金等級等 
２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法                   

    イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
    ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
    ハ（賞与：館長年 3.5 ヵ月、常勤者年 3.5 ヵ月） 
３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率   
  イ 所定時間外 法定超（125）％、所定超（125）％、     
  ロ 休日 法定休日（135）％、法定外休日（135）％、     
  ハ 深夜（150）％                      
４ 賃金締切日  毎月末日 
５ 賃金支払日  毎月 21 日 
６ 賃金の支払方法  銀行振込 



 

退   職 

１ 定年制 （ 有 （ 常勤職員 70 歳、パート職員 75 歳） 
２ 継続雇用制度( 有 (   歳まで)   ,    無  )          

３ 自己都合退職の手続（退職日の（30）日以上前に届け出ること）  

４ 解雇の事由及び手続 職務に重大な適格性を欠く場合、重大な非行行

為及び服務規律違反等の行為があった場合、雇用の期間途中であって

も、解職することができる。 
   

そ の 他 

・社会保険の加入状況（ 健康保険 厚生年金保険 厚生年金基金 
その他（労災））           

・雇用保険の適用（有  ， 無 ）                
・その他（札幌市中小企業共済制度加入） 
 勤務条件の詳細は、新発寒地区センター運営委員会会則施行細則で規定 

                 

４ 職員の採用計画について具体的にご記入ください。 

公的な施設の管理運営を利用者の立場に立って行う必要があるので、奉仕心に溢れ、接遇に

問題がないこと、地域ニーズを把握し、視野の広い人材を求める必要があります。 

 採用や更新時は、以下に留意してまいりたい。 

① 各種資格（防火管理者、衛生管理者、救命講習修了者及び図書館司書等）の取得者を優

先的に雇用します。 

 

② 各種資格を有する者がいない場合は、当該業務に係る知識や経験を有する者。 

 

③ 採用に際しては、業務に係わって「奉仕心、やる気、市民対応等」を中心に面接し、人

材を確保いたしたい。 

 

④ 身体等に障がいを有していても、所定の事務能力を有する場合は、雇用の確保に努め 

ることといたしたい。 

 

⑤ 職員募集の基本は、ア 手稲区民及び札幌市民の採用を優先 イ 関連施設での経験者

等の紹介 ウ ハローワーク等の求人紹介機関や求人情報誌の活用などを常に考慮する

こと。 

 以上を踏まえ、指定管理者として業務を継続できる場合は、引き続き、全員を雇用すること

により、万全の体制を確保したいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 職員の人材育成及び研修計画について具体的にご記入ください（ただし、業務仕様書にお

いて研修が義務づけられているものを除く。）。 

１ 人材育成について 

新発寒地区センター運営委員会の組織目的は、「地区センターの安定した管理運営」である

ので、この目的達成に向けて、職員に求められる専門知識や接遇能力、マネジメント能力を

備えた人材を育成いたしたい。当センターでは、利用者がリピーターになってもらえるよう

に、「笑顔・安らぎ・楽しさ」をモットーにしています。 

 ① モチベーションの向上 

   やる気と達成感について、よく理解・把握してもらい、業務に生かす途を探ります。 

 ② サービスアップ 

   奉仕する心の大切さについて、よく理解・把握してもらい、業務に生かす途を探りま 

  す。 

 

２ 研修計画について 

① 日常業務を通じ、改善点や反省点を常にチエックし、打ち合わせ等で改善・是正を行い

ます。 

 

② 当地区センターの類似施設との連携を図り、館長会議や図書関連会議において、苦情・

要望などの事前把握や早期改善に向けての手法を確認いたしたい。 

 

③ 区民センター、生涯学習センター、中央図書館との連携を図り、接遇、編集企画、図書

業務等の専門研修は、関連機関と協力し、実施に向け協議してまいりたい。 

 

④ 業務上、必要な場合には、民間や公的機関が行う外部研修へ参加いたします。 

  

６ 防災業務の実施方針、防災業務の役割分担、防災訓練の予定、事故等への対応方法、消防

法への対応の内容について年度別の実施方法を含めて具体的にご記入ください。 

 

１ 実施方針と実施方法 

   新発寒地区センター（新発寒まちづくりセンター及び新発寒福祉のまちづくり推進セ 

ンターと併設）は、不特定多数の人々が集まる複合型集合施設です。したがって、火災や

地震、館内におけるけが人、体調不良者の発生時には、「新発寒地区センター消防計画」に

基づき、人命最優先として適正な行動手順が執れるように、安全対策に万全を期していま

す。なお、地震、火事、豪雨、その他災害等の緊急体制と対策については、以下のとおり

実施いたします。 

① 災害等の緊急時には、区役所と連携して早期に避難所を開設するとともに、安心して避

難生活を送るため、関係者との協力体制を構築いたしたい。 

② 緊急時に備え、職員間の連絡網の整備を図ります。 



 

  ③ 火災発生を想定し、利用者の安全確保を第一に、避難誘導訓練を実施します。 

   ・適正な避難誘導動線の確認 

   ・避難誘導に係る時間の計測 

   ・避難誘導に係る人員の掌握 

  ④ 職員退庁後における災害等の対応については、昼間同様の対応ができるよう夜間案内業

務を担当する職員に周知徹底を図ります。 

  ⑤ 地区センター利用者の突然の事故や病気については、119 番通報、当番医療病院の 

把握、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の稼働により必要な措置を取り、施設所管課に連

絡して対応いたします。 

 また、いたずら、のぞき、痴漢などの軽犯罪行為や不審者対応については、110 番 

通報により対応することを基本としております。 

 

 ２ 自衛消防隊組織における分担及び連絡体制 

   館長（防火管理者）の指揮により、各施設（まちづくりセンター及び福祉のまち推進セ

ンター）と相互協力による自衛消防組織体制を確立しています。 

 

 ３ 自衛消防訓練・安全管理等 

・消防法に基づく、自衛消防訓練を手稲消防署の指導の下で実施(年 2 回) 

  ・自主検査・消防設備点検の実施（毎日、年４回） 

  ・防災研修への参加 

・マニュアルの点検 

  ・防火管理者協議会主催の実務研修会への参加 

  ・自動対外式除細動器（ＡＥＤ）研修への参加 

  ・非常持ち出し書類や物品の検証 

 

 ４ 事故等発生時連絡網 

  

 地区センター館長   

（館長不在時は副館長） 

 

      

 

 

運営委員会会長  事務局職員 

 

地域振興課長 

総務企画課長 

 

消防署 １１９番 

警察署 １１０番 



 

 

新発寒地区センター緊急時・事故対応マニュアル 
態様 対応 備考 

火災発生 ◎火災を発見したらどうするか 

①大声で「火事だ！」と叫び。周囲の者に知らせる 

②消防署 119 番連絡 

 ・所在地  手稲区新発寒５条 4 丁目 2-2 

・名称   新発寒地区センター 

・出火場所 部屋名 

・避難者の有無 

・建物の構造 2 階建て 

③火災を全館に周知する 

・非常ベルの鳴動 

④お客さまの避難誘導 

・エレベーター確認 

・避難口の開放 

・防火扉を閉鎖 

⑤消火活動の実施 

・初期消火の場合、消火器の使用 

⑥避難者の確認 

⑦火災発生報告書の作成と報告 

 

＊不安感を与え

ない 

 

＊口にハンカチ

を当てる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 ◎大きな揺れを感じたら 

①身近なもので、頭を覆うかテーブル等 

 の下へもぐる。倒れそうなものは手で押さえる。 

②館内放送 

③お客さまの避難誘導 

④状況に応じて消防署 119 番連絡 

⑤火災が発生したときは、消火活動を行う。 

⑥避難者の確認 

⑦地震発生報告書の作成、報告 

＊不安感を与え

ない 

骨折・けが 

 

 

 

 

 

 

 

◎骨折やけが人が出たら 

①けが人をあまり動かさず、どこが痛いか聞く 

②状況に応じて、救急車を呼ぶ 

・所在地 手稲区新発寒 5 条 4 丁目 2-2 

・名称  新発寒地区センター 

・患者の状況 状態・性別・年齢など 

③けが人の家族に連絡 

④病院へ情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

倒れた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不審者がいたら 

⑤事故発生報告書の作成・報告 

・保険会社への手続き 

⑥後日、けが人に対し、回復状況などを尋ねる 

◎来館者が倒れたら 

①意識があるかどうかの確認 

・耳元で「もしもし大丈夫ですか？」と肩をたた

きながら確認する。 

【意識がない場合】 

①救急車を呼ぶ 

・所在地 手稲区新発寒 5 条 4 丁目 2-2 

・名称  新発寒地区センター 

・患者の状況 

②家族などへ連絡 

③救急車が来るまで応急手当を行う 

 ＊ＡＥＤの使用 

④救急車が来たら、知り合いの人か職員が救急車

に同乗する 

⑤事故発生報告書の作成、報告 

【意識がある場合】 

①本人に救急車を呼んでいいか確認する。救急車

119 番を呼んだ場合、以下のことを伝える。 

・所在地 手稲区新発寒 5 条 4 丁目 2-2 

・名称  新発寒地区センター 

・患者の状況、状態、性別、年齢等 

②家族などへ連絡 

③救急車が来るまで応急手当を行う 

 ＊状況による 

④救急車が来たら、知り合いの人か職員が救急車

に同乗する 

＜救急車 119 番を呼ばなかった場合＞ 

①具合が良くなるまで様子を見る 

②家族へ連絡し、連れて帰ってもらう 

③事故発生報告書の作成、報告 

 一方的な思い込みで判断せず、できるだけ挨拶

など声をかけ様子を見る。 

 暴れだしたり、物を壊したりした場合は、110

番通報する。 

 

 

 

 

 

＊不安感を与え

ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊女性だけのとき

は、絶対に一人で

行動しない。 

 

 



 

７ 当施設の運営に当たり、札幌市の「環境方針」（募集要項資料 16）に基づく環境保全行動

への取組みについて、計画があればご記入ください。 

環境保全行動への取り組み 

札幌市が取得した環境マネジメントシステムに準じ、手稲区の「環境にやさしいまちづくり

の推進」を念頭において、職員一人一人が常に環境に配慮した管理業務を実施しております。 

 環境配慮の実践例としては、利用者の理解と協力を得ながら、以下の点について重点を置き

ながら取り組むことといたします。 

 ① 電気・水道・紙の使用に際して、極力節約に努めることとします。節水、節電のシール

貼付、ポスターや張り紙などにより、利用者への協力と理解を呼びかけます。 

   また、館内を随時巡回し、未使用室の消灯、トイレ、給湯室、ロビー等についても可能

な範囲で、節電に努めます。 

 

② ゴミの減量、リサイクルに際し、ゴミを出さないことを基本にしています。利用者に対

し、ごみの減量とリサイクルの徹底をお願いしています。 

 

 ③ 冷暖房については、札幌市の室温管理基準に準じて徹底し、省エネを強力に推進してい

ます。事務局では、クールビズやウォームビズを採り入れるとともに、冷房時には、ブラ

インドを下げる等の励行を利用者に対し、協力をお願いしています。 

 

④ 日常的に利用する製品（食器洗剤、コピー用紙、事務用品）は、リサイクル製品、グ 

リーンマーク製品など環境に配慮したものを使用します。 

 

⑤ 給湯利用時の節水や各種洗浄は、まとめ洗いなど効果的な使用をいたします。 

 

８ 管理業務の仕様書に示す「施設、設備等の維持に関する管理」業務の具体的な実施要領（第

三者への委託を含む）、年度別の実施計画を示してください。 

  特に、安全性や市民サービスの向上、管理運営の節減に結びつく工夫の内容について、積

極的にアピールしてください。 

平成 3 年の開館以来、31 年が経過しており、設備関係の老朽化が進行しています。しかし、

利用者サービスを低下させないよう、小まめに根気強く、復旧、改修に努力し、管理が行き届

くようにいたします。 

（1）施設の維持・管理 

  ① 施設の安全管理、特に、日常点検については、日中は貸室利用後の点検見回り時に 

より、また、夜間は夜間案内業務に従事する職員の見回り時などにより、きめ細かく 

実施、利用者の安全を確保いたします。 

② 破損や故障が生じた場合は、直ちに状況を確認し、応急措置を取ります。併せて、修

繕費用やその期間、原因調査など初期対応に万全を尽くします。なお、対応結果につい

ては、速やかに札幌市に報告いたします。 



 

③ 点検の結果、軽微なものは、直ちに修繕や補修を行い、予算関連で地区センターに 

おいて執行困難なものは、早期に札幌市と協議し、対応いたします。 

  ④ 施設の点検等を実施する場合は、業者との打ち合わせを綿密に行い、利用者の施設利

用に支障とならないよう、日程を調整、利用者への周知を図ります。 

  ⑤ 特に、冬期間、玄関前の歩道除雪、氷割りについては、利用者の安全確保のため、委

託業者のみに任せることなく、職員も率先して手作業で行います。 

    また、玄関前や歩道の凍結個所に滑り止め用の砂を撒くなど、事故防止に努めること

とし、土木センターで製作している滑り止め用の「砂入りペットボトル」を玄関横脇に

置き、自宅等での安全確保のため持ち帰りを勧めております。 

  

（2）備品管理 

   備品については、使用に際して、利用者に支障が生じることのないように、貸室利用後

の点検作業を徹底いたします。恒常的に、保守点検、清掃を実施し、不具合が生じた場合

には、直ちに状況を確認し、修理の実施、代替品の確保、原因の確認など必要に応じた対

応を執ることとしています。 

 

【管理業務の年度別実施方法】 

※備考 〇: 全面実施 △: 業務分担により実施 

 業 務 

名 

 

R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

指定 
管理者 

委

託 

指定 

管理者 

委

託 

指定 

管理者 

委

託 

指定 

管理者 

委

託 

指定 

管理者 
委

託 

 清 掃  ○  ○  ○  ○  ○ 

警 備  ○  ○  ○  ○  ○ 

施設及び設

備の運転・

保 守 ・ 管

理・点検 

 ○  ○  ○  ○  ○ 

修 繕 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

備品管理 ○  ○  ○  ○  ○  

駐車場管理 ○  ○  ○  ○  ○  

外溝緑地 

管理 
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

除排雪  ○  ○  ○  ○  ○ 

 



１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

16人

300円

幼稚園年長
～小学生

15人

2,200円

一般

16人

3,000円

一般

50人

0

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

別紙９－１

0 0円 0

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額
収入

総経費
支出

相続の基本とエンディン
グノート講座

  高齢化が進み相続に関心がある方も多い中、相続はどの年
齢の方にも身近なものと捉え,相続の基礎知識を学び、あわせ
て、今流行のエンディングノートの書き方を紹介する。

1回 2時間 0
4,800円
@300円
×16人

こどもサッカー教室
  冬休み中どうしても運動不足になりがちな子供達。おもいき
り身体を動かし、サッカーを通じて健全な精神を育む手助けに
なることを期待して実施する。

4回

1.5時
間×４
回　6
時間

21,000円
33,000円
@2,200円
×15人

体幹トレーニング講座

　姿勢がよくなる,持久力が上がり、体が疲れにくくなる、ス
ポーツがやりやすくなる、体のラインが美しくなる、腰回りの筋
肉が鍛えられ「ぽっこりお腹」が改善される、内臓が正しい位
置になり便秘などが改善されるなど多くの効果が期待できる
体幹トレーニング。講師から正しいトレーニング法を学ぶ。

6回 12時間 42,000円
48,000円
@3,000円
×16人

0
42,000円
＠3,500円
×12時間

0

うたごえクリスマス
『うたごえ便よりみち』の石澤桂子先生をお招きしてアコーディ
オンに併せて懐かしい昭和の歌を歌う。介護予防センターと
地区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。

１回 2時間 0 0 0 0 0

マリトッツオを作ろう
イタリア発祥の伝統的な菓子ブリオッシュ生地に生クリームを
挟んで食べる人気のお菓子を作る。

1回 2時間 17,800円
9,800円
＠700円
×14人

材料費9,800円
＠700円×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人



１　区民講座について②
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
おおむね65
歳以上の方

15人×11

0円

一般

16人

0

小学生

10組

0円

小学生

10人

材料費
６００円

小学生

14人

受講料　７００円
材料費　５００円

一般

10人

2,200円

別紙９－１

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

いきいき　しんはつす
こやか倶楽部

　地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組
むきっかけづくりとなるように、介護予防センターと地区福祉
のまち推進センターとの共催で実施する介護予防教室。

11回
1，5時
間×11

0 0 0 0 0

防犯講座
地域の交番の警察官に新発寒地区でおきた犯罪やその予防
策、高齢者が気をつけなくてはならない注意点などを話しても
らう。

１回 2時間 0 0 0 0 0

親子食育料理講座
  食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講
座。親子で料理することにより子どもが食べものに興味を持ち
食育につながることを期待して実施する。

1回 ２時間 0 0 0 0 0

こども茶道入門教室
  日本古来から親しまれている茶道を夏休み中の小学生を対
象に入門講座として実施する。当館の茶道サークル「あゆみ
の会」に協力いただく。

2回 ２時間 6,000円 0

材料費6,000円
＠６００円
×１０人

0
材料費　6,000円
＠600円×10人

こどもお菓子づくり教
室

  冬休みを利用して小学生から要望の多かったお菓子づくり
教室を行う。

１回 ２時間 15,000円
9,800円
@700円
×14人

材料費7,000円
＠500円×14人

8,000円
@4,000

×2時間

材料費7,000円
＠500円×１４人

絵手紙講座
パソコン、スマホが普及する現代においても、心のこもった手
紙をもらうとうれしいものです。絵手紙の書き方の基本を学
ぶ。

4回 ６時間 21,000円
22,000円
@2,200円
×10人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0



１　区民講座について③
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　1,200円

一般

20人

受講料1400円
材料費700円

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　8００円

一般

16人

0

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

一般

14人

0

別紙９－１

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

料理講座
＜クリスマスのパン
シュトーレンを作ろう

＞

海外でクリスマスに作るパン、シュトーレン作りに挑戦する。毎
回受講するリピーターの方もいるほど人気の講座なので毎年
行う。

1回 3時間 28,800円

14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
16,800円
＠1,200円
×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費
16,800円

＠1,200円×14人

そば打ち教室
  団塊の世代等に人気のある「そば打ち」のコツを習得する。
年越しそばを自分で作ることを目標にする。

１日で
２回

１時間
×２回

40,000円
28,000円
＠1,400円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

26,000円
＠1,300円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

お正月のお菓子ガ
レットデロアを作ろう

フランスのお正月の定番お菓子ガレットデロワを作る。 1回 3時間 23,200円
14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
11,200円

＠800円×14人

12,000円
＠4,000円
×３時間

材料費
11,200円
＠800円
×14人

キャッシュレス決済と
の付き合い方

ここ数年、キャッシュレス決済が注目されてます。
クレジットカードなどは以前からありましたが、スマートフォンを
かざしたり、スマートフォンのカメラでQRコードを読み込んだり
することで決済ができる、新しいキャッシュレス決済の普及が
進んでいます。高齢者にもわかるキャッシュレス決済について
わかりやすく学ぶ。札幌市消費者センターとの共催講座

1回 2時間 0 0 0 0 0

オートミールで作るお
いしい料理

ヘルシーなオートミール料理をおいしく食べる料理の仕方を学
ぶ。

1回 ２時間 17,800円
9,800円

＠700円×
14人

材料費9,800円
＠700円
×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

初心者のためのスマ
ホ講座

　携帯電話からスマートフォンへ急速に移行している現代社会
において、持っていても使いこなせない中高年世代が多いと
思われる。スマートフォンの便利な使い方、使用している上で
の注意点などを学ぶ。

1回 1.5時間 0 0 0 0 0



１　区民講座について④
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費   ８００円

一般

8人

受講料　800円
教材費　3,000円

一般

16人

2,000円

一般

10人

2,200円

別紙９－１

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

お菓子作り講座
「バスクチーズケーキ

を作ろう」

　毎回人気のあるお菓子の講座。バスクチーズケーキを作
る。

1回 3時間 23,200円
14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費11,200円
@800円×14人

ロボットプログラミング
講座

子供の集中力、想像力、思考力が身につくと言われるロボット
プログラミングに挑戦する。楽しいロボット作りで、やり遂げる
力を養う。

１回
1.5時
間

30,000円
6,400円

800円×8人
教材費24,000円
＠3,000円×8人

6,000円
@4,000円
×1.5時間

教材費24,000円
＠3,000円×8人

フラダンス講座
　女性に人気のフラダンス。ゆったりとした動きに見えるが、イ
ンナーマッスルを鍛えることになるため大変運動になることか
ら楽しく行う。

4回 6時間 21,000円
32,000円
＠2,000円
×16人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0

オカリナに挑戦
気軽に音楽に親しみたい方に向けてオカリナ講座を行う。初
心者の方でも気軽に挑戦できるよう優しい曲で挑戦する。

6回 6時間 21,000円
22,000円＠
2,200円×

10人
0

21,000円
＠3,500円
×6時間

0



１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

16人

0

一般

16人

700円

一般

16人

700円

一般

16人

2,000円

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費　 ８００円

別紙９－１

支出

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額
収入

成年後見人ってなあ
に？

  高齢化が進み認知症の方も増え自分で判断できないことが
増えた場合の手段として成年後見人制度というものがある。ど
んな制度か正しい知識を学ぶ。

1回 ２時間 0 0 0

総経費

0 0

あなたに似合う色
カラーアドバイス講座

「キレイの法則」を普段のオシャレに活かす。好きな色と似合う
色を知ることによってファッションやメイクに活かし、生活を楽し
むきっかけを作る。

１回 ２時間 8,000円
11,200円

＠７00円×
16人

0
8,000円＠
4,000円×

2時間
0

だまされないネット情報
の上手な付き合い方

　新型コロナウィルスの流行により、急激に高齢者のネット使
用が増えてきているようです。それに伴い、真実とは限らない
デマに惑わされる方も多いと聞きます。疑わしい情報か正しい
情報かを判断するヒントを学び、だまされないで上手にネットを
使えるように学ぶ。

1回 ２時間 8,000円
11,200円

＠700円×
16人

0
8,000円＠
4,000円×

2時間
0

バランスボール講座

バランスボールは、イス代わりにするだけで体力・筋力・免疫
力がアップします。年齢に関係なく行え、関節に負担の少ない
有酸素運動です。姿勢と呼吸を意識しながら簡単に体幹を鍛
え手足を動かすことで脳の活性化を促す。

4回 6時間 21,000円
32,000円
＠2,000円
×16人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0

パン講座『クロワッサ
ンを作ろう』

  いつも大人気のパンの講座。人気のクロワッサンに挑戦して
みる。

1回 3時間 23,200円
14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×１４人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費11,200円
@800円×14人



１　区民講座について②　
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
おおむね65
歳以上の方

15人×11

0円

小学生

10組

0円

小学生

10人

材料費
600円

小学生

14人

受講料　７００円
材料費　５００円

一般

14人

2,500円

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　1,200円

別紙９－１

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

いきいき　しんはつす
こやか倶楽部

地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組
むきっかけづくりとなるように、介護予防センターと地区福祉の
まち推進センターとの共催で実施する介護予防教室。

11回
1.5時
間

×１1
0 0 0 0 0

親子食育料理講座
  食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講
座。親子で料理することにより子どもが食べものに興味を持ち
食育につながることを期待して実施する。

１回 ２時間 0 0 0 0 0

こども茶道入門教室
  日本古来から親しまれている茶道を夏休みの小学生を対象
に入門講座として実施する。当館の茶道サークル「あゆみの
会」に協力いただく。

２回 ２時間 6,000円 0
材料費6,000円
＠600円×10人 0

材料費　6,000円
＠600円×10人

こどもお菓子づくり教
室

  冬休みを利用して小学生から要望の多かったお菓子づくり教
室を行う。

１回 ２時間 15,000円
9,800円
@700円
×14人

材料費７,000円
＠500円×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費７,000円
＠500円×14人

女性のための健康
マージャン講座

  頭の体操としても効果があると言われている、マージャン。健
康マージャン北海道の講師の先生を迎え、初心者を対象に
『賭けない・飲まない・吸わない』健康的なマージャンを楽しむ｡

4回 8時間 28,000円
35,000円
@2,500円
×14人

0
28,000円
＠3,500円
×8時間

0

料理講座
＜クリスマスのパン
シュトーレンを作ろう

＞

海外でクリスマスに作るパン、シュトーレン作りに挑戦する。毎
回受講するリピーターの方もいるほど人気の講座なので毎年
行う。

1回 3時間 28,800円

14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
16,800円
＠1,200円
×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費
16,800円

＠1,200円×14人



１　区民講座について③
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

20人

受講料1400円
材料費700円

幼稚園年長
～小学生

15人

2,200円

一般

50人

0

一般

14人

0

一般

14人

受講料７００円
材料費700円

一般

15人

2,400円

別紙９－１

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

そば打ち教室
  団塊の世代等に人気のある「そば打ち」のコツを習得する。
年越しそばを自分で作ることを目標にする。

１日で
２回

１時間
×２回

40,000円
28,000円
＠1,400円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

26,000円
＠1,300円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

こどもバスケット教室
  冬休み中どうしても運動不足になりがちな子供達。おもいきり
身体を動かし、バスケットを通じて健全な精神を育む手助けに
なることを期待して実施する。

4回 6時間 21,000円
33,000円
@2,200円
×15人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0

うたごえクリスマス
『うたごえ便よりみち』の石澤桂子先生をお招きしてアコーディ
オンに併せて懐かしい昭和の歌を歌う。介護予防センターと地
区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。

１回 2時間 0 0 0 0 0

初心者のためのスマ
ホ講座

　携帯電話からスマートフォンへ急速に移行している現代社会
において、持っていても使いこなせない中高年世代が多いと思
われる。スマートフォンの便利な使い方、使用している上での
注意点などを学ぶ。

1回 1.5時間 0 0 0 0 0

アロマ講座

アロマテラピーは、100％天然の芳香植物を使った自然療法。
「天然の芳香植物の香り」には症状を緩和する成分が実際に存在するそうなの
です。
その効能は、消毒・殺菌作用、鎮静作用、免疫系刺激作用など幅広く、年々、
科学的にも解明されてきています。アロマオイルのそれぞれの効能を知り、お
気に入りのかおりを見つける。

1回 2時間 16,800円
9,800円

＠700円×
14人

材料費9,800円
＠700円×14人

7,000円
＠3,500円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

笑話うたごえ体操講
座

　お年寄りの方が受け入れやすい懐かしの昭和の歌謡曲にあ
わせて軽い体操を行う。

6回 6時間 24,000円
36,000円
@2,400円
×15人

0
24,000円
＠4,000円
×6時間

0



１　区民講座について④
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

小学3年生
から6年生

16人

受講料　800円
材料費　　300円

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　8００円

別紙９－１

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

料理講座「グリーンカ
レーに挑戦」

タイ料理の中でもグリーンカレーは日本人に人気のカレーで
す。日本人でも食べやすくアレンジしたグリーンカレーを作る。

1回 2時間 17,800円
9,800円
＠700円
×14人

材料費9,800円
＠700円×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

お菓子作り講座『クル
ミ饅頭』を作ろう

　クルミ饅頭の作り方を学び、作って試食する。 1回 2時間 17,800円
9,800円
＠700円
×14人

材料費9,800円
＠700円×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

アンモナイトと化石に
ついて学ぼう

地球の成り立ちやアンモナイトが生きていた昔のことを学んだ
うえで恐竜の話などいろいろなアンモナイトを見せながら行う。
アンモナイトの小さな化石の研磨に挑戦してお土産にして持ち
帰る。

1回 2時間 11,800円
12,800円
＠800円
×16人

材料費4,800円
＠300円×16人

7,000円
＠3,500円
×2時間

材料費4,800円
＠300円×16人

お正月のお菓子ガ
レットデロアを作ろう

フランスのお正月の定番お菓子ガレットデロワを作る。 1回 3時間 23,200円
14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
11,200円

＠800円×14人

12,000円
＠4,000円
×３時間

材料費
11,200円
＠800円
×14人



１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

16人

0

一般

15人

2,400円

一般

15人

2,400円

小学生

14人

1,200円

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費　 ８００円

別紙９－１

支出

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額
収入

相続遺言講座
　高齢化が進み相続に興味のある方も多い中、相続はどの年
齢の方にも身近なものと捉え、相続の基礎知識を学ぶ講座。

1回 2時間 0 0 0

総経費

0 0

自力整体講座 4回 6時間 24,000円
36,000円
@2,400円
×15人

0
24,000円
＠4,000円
×6時間

0

ヨガ講座

　ヨガは身体のゆがみ・くせを直す シェイプアップ効果、姿勢
が良くなる、内臓が活性化され体内環境を整える。自律神経を
調えるホルモンバランスの調整や強化。自然治癒力を高める
など期待できる。おうち時間が増えている昨今、ヨガを学びた
い方が増えている。初めてヨガに挑戦する初心者のための講
座。

4回 6時間 24,000円
36,000円
@2,400円
×15人

0
24,000円
＠4,000円
×6時間

0

かけっこ講座
今年こそは運動会の時、徒競走で速く走りたい！そんな子供
たちの夢をかなえるため走り方を学ぶ講座。

2回 3時間 12,000円
16,800円
@1,200円
×14人

0
12,000円
＠4,000円
×3時間

0

パン講座
『ウールロールパン』

を作ろう
　いつも大人気のパンの講座。ウールロールパンを作る。 1回 3時間 23,200円

14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×１４人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費11,200円
@800円×14人

東洋医学の指圧や整体技術をベースに自分の力でツボ
を刺激し全身に気を廻らせます。骨盤のゆがみを正しく
整えます。自分でできる整体方法を学ぶ。



１　区民講座について②　
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
おおむね65
歳以上の方

15人×11

0円

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費   ８００円

小学生

10組

0円

小学生

10人

材料費
６００円

小学生

14人

受講料700円
材料費500円

一般

8人

受講料　800円
教材費　3,000円

別紙９－１

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

いきいき　しんはつ
すこやか倶楽部

地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組
むきっかけづくりとなるように、介護予防センターと地区福祉の
まち推進センターとの共催で実施する介護予防教室。

11回
1.5時

間
×１1

0 0 0 0 0

台湾料理講座
日本人の口に合うという台湾料理を作って食べる。魯肉飯、蒸
餃子ほか

1回 3時間 23,200円
14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費11,200円
@800円×14人

親子食育料理講座
  食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講
座。親子で料理することにより子どもが食べものに興味を持ち
食育につながることを期待して実施する。

１回 2時間 0 0 0 0 0

こども茶道入門教室
  日本古来から親しまれている茶道を夏休み中の小学生を対
象に入門講座として実施する。当館の茶道サークル「あゆみ
の会」に協力いただく。

2回 ２時間 6,000円 0

材料費6,000円
＠６００円
×１０人

0
材料費　6,000円
＠600円×10人

こどもお菓子づくり教
室

　冬休みを利用して小学生から要望の多かったお菓子づくり教
室を行う。

1回 2時間 15,000円
9,800円
＠700円
×14人

材料費7,000円
＠500円
×１4人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費7,000円
＠500円×１4人

ロボットプログラミン
グ講座

子供の集中力、想像力、思考力が身につくと言われるロボット
プログラミングに挑戦する。楽しいロボット作りで、やり遂げる
力を養う。

１回
1.5時

間
30,000円

6,400円
800円×8人

教材費24,000円
＠3,000円×8人

6,000円
@4,000円
×1.5時間

教材費24,000円
＠3,000円×8人



１　区民講座について③
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　1,200円

一般

20人

受講料1400円
材料費700円

一般

１６人

0

一般

12人

受講料800円　　材
料費1,500円

一般

50人

0

一般

16人

1,500円

別紙９－１

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

料理講座
＜クリスマスのパン
シュトーレンを作ろう

＞

海外でクリスマスに作るパン、シュトーレン作りに挑戦する。毎
回受講するリピーターの方もいるほど人気の講座なので毎年
行う。

1回 3時間 28,800円

14,000円
＠1,000円

×14人

材料費
16,800円
＠1,200円

×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費
16,800円

＠1,200円×14人

そば打ち教室
  団塊の世代等に人気のある「そば打ち」のコツを習得する。
年越しそばを自分で作ることを目標にする。

１日で
２回

１時間
×２回

40,000円
28,000円
＠1,400円

×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

26,000円
＠1,300円

×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

認知症サポート講座

 高齢者が増える現代において、地域の中で認知症の方とどう
接していいかわからず悩んでいる方も多いと聞きます。家族だ
けでなく地域の中で認知症をどうとらえていくのが良いか、 ま
ちづくり講座のひとつとして実施する。

１回 ２時間 0 0 0 0 0

しめ縄リース講座 お正月に使うリースの形のしめ縄を作る。 1回 2時間 25,000円
9,600円
@800円
×12人

材料費
18,000円

＠1,500円×12
人

7,000円
＠3,500円
×2時間

材料費
18,000円

＠1,500円×12人

うたごえクリスマス
『うたごえ便よりみち』の石澤桂子先生をお招きしてアコーディ
オンに併せて懐かしい昭和の歌を歌う。介護予防センターと地
区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。

１回 2時間 0 0 0 0 0

おいしいコーヒーの淹
れ方

　いつも飲んでるコーヒーがもっとおいしくなったらと思うかたも
多いと思われる。今回は喫茶店でコーヒーを出している方を講
師に迎えて、おいしいコーヒーの淹れ方を学ぶ。

1回 2時間 19,200円
24,000円
＠1,500円

×16人
0

19,200円
材料費込
講師謝礼
@1,200円
×16人

0



１　区民講座について④
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14人

0

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　8００円

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

一般

14人

0

別紙９－１

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

初心者のためのスマ
ホ講座

　携帯電話からスマートフォンへ急速に移行している現代社会
において、持っていても使いこなせない中高年世代が多いと思
われる。スマートフォンの便利な使い方、使用している上での
注意点などを学ぶ。

1回 1.5時間 0 0 0 0 0

お正月のお菓子ガ
レットデロアを作ろう

フランスのお正月の定番お菓子ガレットデロワを作る。 1回 3時間 23,200円
14,000円
＠1,000円

×14人

材料費
11,200円

＠800円×14人

12,000円
＠4,000円
×３時間

材料費
11,200円
＠800円
×14人

桜餅を作ろう 　桜餅のおいしい作り方を学ぶ。 1回 2時間 17800円
9,800円
＠700円
×14人

材料費9,800円
＠700円×14人

8,000円
@4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

くらしに役立つ「睡眠」
と「健康」

「眠りたくてもなかなか眠れない」「年齢とともに睡眠が浅
くなった」など睡眠の悩みがある人も多い、眠りと健康の
意外な関係を学ぶ。

2回 2時間 0 0 0 0 0



１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

１６人

0

一般

１４人

800円

一般

16人

受講料  ３,６００円
テキスト １,０００円

一般

50人

0

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費　 ８００円

別紙９－１

支出

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額
収入

わかりやすい介護保
険制度について

介護保険のの仕組みや受けることができるサービスなどを札
幌市の出前講座利用し、介護保険課の職員から学ぶ。

１回 ２時間 0 0 0

総経費

0 0

おかたづけ講座
年末の大掃除を楽にするため少しづつ進める片付けの秘策を
学ぶ。

１回 2時間 7,000円
11,200円
@800円
×14人

0
7,000円

＠3,500円
×2時間

0

韓国語講座
 日本に観光で訪れる、韓国の方も多いと言われる。ハングル
の基礎や簡単なあいさつなどを学び、日本を訪れる韓国の方
と簡単なコミュニケーションが取れるよう学ぶ。

8回 16時間 72,000円
57,600円

@3,600円×
16人

テキスト代
16,000円

@1,000円×16人

56,000円
＠3,500 円
×16時間

テキスト代
16,000円
@1,000円
×16人

うたごえクリスマス
『うたごえ便よりみち』の石澤桂子先生をお招きしてアコーディ
オンに併せて懐かしい昭和の歌を歌う。介護予防センターと地
区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。

１回 2時間 0 0 0 0 0

パン講座『カンパー
ニュを作ろう』

  いつも大人気のパンの講座。今回は以前も行って好評だった
カンパーニュパンを作る。

1回 3時間 23,200円
14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×１４人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費11,200円
@800円×14人



１　区民講座について②　
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

１６人
受講料
2,000円

おおむね65
歳以上の方

15人×11

0円

小学生

１０組

0

小学生

10人

材料費
６００円

小学生

１４人

受講料　700円
材料費　500円

一般

１０人

2,200円

別紙９－１

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

太極拳講座
太極拳は筋力向上、持久力向上、神経・筋協応の向上が期待
されます。ゆったりとした動きの為高齢の方にもチャレンジでき
る運動です。

4回 8時間 28,000円
３２,０００円

2,000円
×16人

0
28,000円
＠3,500円
×8時間

0

いきいき　しんはつ
すこやか倶楽部

地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組
むきっかけづくりとなるように、介護予防センターと地区福祉の
まち推進センターとの共催で実施する介護予防教室。

11回
1.5時
間

×１1
0 0 0 0 0

親子食育料理講座
　食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講
座。親子で料理することにより子どもが食べものに興味を持ち
食育につながることを期待して実施する。

１回 ２時間 0 0 0 0 0

こども茶道入門教室
  日本古来から親しまれている茶道を夏休み中の小学生を対
象に入門講座として実施する。当館の茶道サークル「あゆみの
会」に協力いただく。

2回 ２時間 6,000円 0

材料費6,000円
＠６００円

×１０人
0

材料費　6,000円
＠600円×10人

こどもお菓子づくり教
室

　冬休みを利用して小学生から要望の多かったお菓子づくり教
室を行う。

１回 ２時間 15,000円
9,800円
＠700円
×１４人

材料費7,000円
＠500円×14人

8,000円
＠4,000
×2時間

材料費7,000円
＠500円×14人

バウンドテニス講座
テニスと卓球をかけ合わせたようなスポーツ、バウンドテニス
はコートも狭くラケットも小さいため高齢の方にも楽しんでいた
だけます。初心者対象の講座として基本を行う。

３回 ６時間 21,000円
22,000円
@2,200円
×10人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0



１　区民講座について③
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　1,200円

一般

20人

受講料1400円
材料費700円

幼稚園年長
～小学生

15人

2,200円

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

一般

16人

0

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　8００円

別紙９－１

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

料理講座
＜クリスマスのパン
シュトーレンを作ろう

＞

海外でクリスマスに作るパン、シュトーレン作りに挑戦する。毎
回受講するリピーターの方もいるほど人気の講座なので毎年
行う。

1回 3時間 28,800円

14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
16,800円
＠1,200円
×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費
16,800円

＠1,200円×14人

そば打ち教室
  団塊の世代等に人気のある「そば打ち」のコツを習得する。
年越しそばを自分で作ることを目標にする。

１日で
２回

１時間
×２回

40,000円
28,000円
＠1,400円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

26,000円
＠1,300円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

こどもサッカー教室
  冬休み中どうしても運動不足になりがちな子供達。おもいきり
身体を動かし、サッカーを通じて健全な精神を育む手助けにな
ることを期待して実施する。

4回

1.5時
間×４
回　6
時間

21,000円
33,000円
@2,200円
×15人

0
21,000円
＠3,500円
×6時間

0

大豆ミートで作るおい
しいおかず

大豆などの植物性原料を使い肉の食感に近づけた大豆ミート
を使い、ヘルシーなおいしいおかずを作る、

1回 ２時間 17,800円
9,800円

＠700円×
14人

材料費9,800円
＠700円
×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

手話講座
　手話とはどういうものなのか手話に興味を持ってもらうきっか
けづくりとして企画する。

1回 2時間 0 0 0 0 0

お正月のお菓子ガ
レットデロアを作ろう

フランスのお正月の定番お菓子ガレットデロワを作る。 1回 3時間 23,200円
14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
11,200円

＠800円×14人

12,000円
＠4,000円
×３時間

材料費
11,200円
＠800円
×14人



１　区民講座について④
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
小学4年～

6年生

16人

受講費600円
材料費300円

一般

14人

受講料　７００円
材料費　７００円

一般

１２人

受講料　700円
材料費　６００円

一般

14人

0

別紙９－１

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

火山地震とアンモナ
イト講座

  夏休み中に、火山や地震について学んで、自由研究の参考
になることを期待して実施する。アンモナイトを研磨する

１回 2時間 11,800円
9,600円
@600円
×16人

材料費
4,800円

＠300円×16人

7,000円
＠3,500円
×2時間

材料費
4,800円

＠300円×16人

和菓子作りに挑戦
「生八橋を作ろう」

和菓子の基本を学び、自分で生八つ橋を作ってみる。 1回 2時間 17,800円
9,800円
＠700円
×14人

材料費9,800円
＠700円×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費9,800円
＠700円×14人

作ってみよう
スクラップブッキング

　スマートフォンやデジカメで写真を写してもなかなか後で写真
を見ることが無いことから、紙やシール、ひも、ボタンなどで写
真を飾りつけをしてミニアルバムを作る方法を学ぶ講座。

１回 2時間 14,200円
8,400円

＠700円×
12人

材料費7,200円
＠600円×12人

7,000円
＠3,500円
×2時間

材料費7,200円
＠600円×12人

初心者のためのスマ
ホ講座

　携帯電話からスマートフォンへ急速に移行している現代社会
において、持っていても使いこなせない中高年世代が多いと思
われる。スマートフォンの便利な使い方、使用している上での
注意点などを学ぶ。

1回 1.5時間 0 0 0 0 0



１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

16人

0

一般

14人

受講料　2,000円
材料費　1,000円

一般

16人

500円

一般

10人

オイル代
1,600円
受講料
2,200円

一般

14人

受講料 9００円
材料費 ８００円

別紙９－１

総経費
支出

材料費 11,200円
@800円×14人

21,000円
＠3,500円
×6時間

オイル代16,000
円＠1,600円×10

人

パン講座『メロンパン
を作ろう』

  いつも大人気のパンの講座。今回はメロンパンを作る。 1回 3時間 23,200円
12,600円

＠900円×
１４人

材料費 11,200円
@800円×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

0
5,250円

＠3,500円
×1.5時間

0

ベビーマッサージ講
座

愛情たっぷり母親の手で赤ちゃんとふれあうベビーマッサージ
講座によって親子の絆を深めるとともに、赤ちゃんの心身の発
達促進を図ることを目的とする。また、子育てしているお母さん
の孤立・孤独を防ぎ、地域交流や居場所づくりの場を提供する
ことをを目的とする。

4回 6時間 37,000円
22,000円
＠2,200円
×10人

オイル代16,000
円＠1,600円×

10人

老後の家計を考えよ
う

人生100年時代になり、長生きを心から楽しめるために老後の
家計を考える講座。住み慣れた家はどうするのか。将来介護
になったときどれぐらいのお金が必要なのか？などお金にまつ
わる色々を考える。

１回
1.5時
間

5,250円
8,000円

＠500円×
16人

0

カルトナージュに挑戦
厚紙(カルトン）を切って組み立て、布や紙を貼って箱や雑貨を
作るフランス生まれの手芸、カルトナージュ。初心者でもやさし
く失敗なく仕上がる手法を学ぶ。

3回 6時間 38,000円
28,000円
@2,000円
×14人

材料費 14,000円
@1,000円×14人

24,000円
＠4,000円
×6時間

材料費 14,000円
@1,000円×14人

事業予算額
収入

札幌市のまちづくりの歴
史

わたしたちが住む、札幌の街の歴史を学ぶ講座。懐かしさと札
幌をもっと好きになるように、映像などを交え、公文書館の職
員の方を講師に迎え行う。男性の講座受講人数が少ないので
男性が興味あるテーマをと考えて企画する。

1回 2時間 0 0 0 0

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数



１　区民講座について②　
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
おおむね65
歳以上の方

15人×11

0円

一般

10人(各回5
人)

0

小学生

１０組

0

小学生

10人

材料費  6００円

小学生

14人

受講料　７００円
材料費　５００円

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　1,200円

別紙９－１

12,000円
＠4,000円
×3時間

材料費
16,800円

＠1,200円×14人

材料費7,000円
＠500円
×14人

8,000円
＠4,000円
×2時間

材料費7,000円
＠500円×14人

料理講座
＜クリスマスのパン
シュトーレンを作ろう

＞

海外でクリスマスに作るパン、シュトーレン作りに挑戦する。毎
回受講するリピーターの方もいるほど人気の講座なので毎年
行う。

1回 3時間 28,800円

14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
16,800円
＠1,200円
×14人

こどもお菓子づくり教
室

  冬休みを利用して小学生から要望の多かったお菓子づくり教
室を行う。

１回 2時間 15,000円
9,800円
@700円
×14人

0

こども茶道入門教室
　日本古来から親しまれている茶道を夏休み中の小学生を対
象に入門講座として実施する。当館の茶道サークル「あゆみの
会」に協力いただく。

２回 2時間 6,000円 0
材料費6,000円
＠600円×10人 0

材料費6,000円
＠600円×10人

0 0

親子食育料理講座
　食生活改善推進協議会と手稲区保健センターとの共催講
座。親子で料理することにより子どもが食べものに興味を持ち
食育につながることを期待して実施する。

1回 2時間 0 0 0 0

0 0 0

包丁研ぎ講座
毎日使う包丁。自己流の研ぎ方に満足していない方も多いよ
う。包丁研ぎの基本を学び、家でも出来るように学ぶ。リサイク
ルプラザとの共催講座。

1日
2回

2時間 0 0 0

いきいき　しんはつ
すこやか倶楽部

地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組
むきっかけづくりとなるように、介護予防センターと地区福祉の
まち推進センターとの共催で実施する介護予防教室。

11回
1.5時
間

×１1
0 0

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出



１　区民講座について③
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

10人

2,200円

一般

20人

受講料1,400円
材料費700円

一般

20人

0

一般

16人

0

一般

14人

受講料　1,000円
材料費　800円

一般

16人

3,000円

別紙９－１

お正月のお菓子ガ
レットデロアを作ろう

フランスのお正月の定番お菓子ガレットデロワを作る。 1回 3時間 23,200円
14,000円
＠1,000円
×14人

材料費
11,200円

＠800円×14人

12,000円
＠4,000円
×３時間

材料費
11,200円
＠800円
×14人

0

ピラティス講座

ピラティスは骨格を整えることで代謝をあげ、痩せやすい身体
づくりを目指すエクササイズです。冷えやむくみの解消自律神
経を調節するといった効能もあると言われている。はじめてピ
ラティスに挑戦する方向けの講座とする。

6回 12時間 42,000円
48,000円
@3,000円
×16人

0
42,000円
＠3,500円
×12時間

0

0 0

年齢に負けない令和
時代のセカンドライフ

～認知症編～

①認知症の理解セミナー（老化と予防・簡単な認知症チェック）
②思い出を書こう、語ろう(思い出し方講座思い出ノートを活用
した自分史づくり）③今、しておきたいこと(エンディングセミ
ナー)の3回講座。人生100年を考える講座。

3回 6時間 0 0 0 0

材料費
14,000円

＠700円×20人

26,000円
＠1,300円
×20人

材料費
14,000円

＠700円×20人

あへあほ体操
冬の間運動不足になっている方も多いことから足腰が元気に
なるような運動を学ぶ。(冬季に開催)

1回 2時間 0 0 0

そば打ち教室
  団塊の世代等に人気のある「そば打ち」のコツを習得する。
年越しそばを自分で作ることを目標にする。

１日で
２回

１時間
×２回

40,000円
28,000円
＠1,400円
×20人

支出

お琴に挑戦
日本の伝統楽器である琴に小学生のうちから親しむ。当館の
箏曲サークル『音夢』に協力いただく。

4回 6時間 21,000円
22,000円
@2,200円
×10人

0
21,000円
@3,500円
×6時間

0

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入



１　区民講座について④
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般

50人

0

一般

14人

受講料800円
材料費800円

一般

14名

受講料　 1,000円
材料費   ８００円

一般

14人

受講料800円
材料費800円

別紙９－１

材料費11,200円
＠800円×14人

8,000円
＠4,000円
×２時間

材料費11,200円
＠800円×14人ハーブ講座

メディカルハーブの効能を知り生活の中で取り入れ快適
に暮らす手立てを学ぶ。自分に合ったハーブティーのブ

レンドや好みの香りなど楽しむ。
１回 2時間 19,200円

11,200円
＠800円×

14人

材料費11,200円
@800円×14人

8,000円
＠4,000円
×２時間

材料費11,200円
＠800円×14人

お節料理に挑戦
買ってすませることも多くなったお節料理を手間暇かけて作っ

てみる。
1回 3時間 23,200円

14,000円
@1,000円
×14人

材料費11,200円
@800円×14人

12,000円
＠4,000円
×3時間

0 0 0

韓国風チキンとトッポ
ギ料理を作ろう

韓国エンタメの流行から韓国料理についても興味を示す人も
多い。ドラマでもよく出てくる韓国風チキンとトッポギを作る。

１回 2時間 19,200円
11,200円

＠800円×
14人

材料費11,200円
＠800円×14人

うたごえクリスマス
『うたごえ便よりみち』の石澤桂子先生をお招きしてアコーディ
オンに併せて懐かしい昭和の歌を歌う。介護予防センターと地
区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。

１回 2時間 0 0

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域の子ど
もたち

180人

主として幼児
及び小学生

内容により
人数の変動

あり

地域住民

各回４５人

新発寒地区
センター利
用の方　地

域の方

1,000人

別紙９－２

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

子どもの居場所づく
り、及び子ども会パネ
ル展（前田・新発寒地
区子ども会と共催）

   前田・新発寒地区の子ども会の年１回のイベント。地域の担
い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目的
に実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動
に興味を持ってもらう。

1回 3時間

図書室企画

「伝統行事を楽しもう」

　時代の流れと共に季節感が薄れがちなな昨今、日本古来の
行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、
親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。
七夕まつり・クリスマス・節分・ 他時節に鑑み実施。

３～５
回

6時間～
10時間

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

128,000円

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

新発寒地区まちづくり
委員会事業

「安心安全まちづくり
大会」

　地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化
を図る。当地区センターを会場として実施する防災の会議・講
演会等に共催事業として協力する。

3回 9時間

　文化の集い
・舞台発表

・サークル作品展
・ダンスのつどい

・フォークダンスのつど
い

・お茶席
・授産施設ていねさくら
館によるパンや自然食

品の販売等

　当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の
普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。
当センターの利用サークルの9割が参加し、作品展示、ステージ発表を行い一
年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリ
キュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでい
る。
来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会
員増に繋がる最高のアピールの場になっている。
また、｢生涯学習｣が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないも
のとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。開催日に地域
にある授産施設ていねさくら館に販売の場所を提供し、パン等の販売を行う。

１回 18時間
128,000

円



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

地域住民

地域住民

別紙９－２

収入 支出

3時間
程度

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費

新発寒地域小学校3
校2年生の施設見学

　地域に住む小学生に地区センターを知ってもらう。施設の概
要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小
学校の先生と相談して実施する。

3回
3時間
程度

　
新発寒地区健康づくり

世代間交流事業(ウォーキング
講座・フリーウォーキング )

健康づくりフェスタin新発寒（介
護予防センターと健康づくり委

員会との共催事業）

　新発寒地域に住んでいる方々が交流しながら「健康講座」や
健康づくりのイベント「健康フェスタin新発寒」などを通し、健康
づくりに取り組んでいただくことを目標として、また、地区内の
ウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキ
ングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康を保持
することを目的として実施する。
（フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内
を、約1時間程度歩く。）

講座は１
～２回（相
談して実
施する）フ

リー
ウォーキ
ングは１５
回程度

新発寒地区青少年育成委
員会写真展

　新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知って
もらい興味を持ってもらえるようパネル展をロビーで行う。

1回 1カ月



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小中学生

150点

地域の
お年寄りと

小学生

30人

卓球愛好者

40人

300円

バウンドテニ
ス愛好者

30人

300円

別紙９－２

支出

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入

新春書初め展

　地域の小中学校４校の子供達を、日本古来の文化に親し
み、時代を担う青少年に育成するため、また地域のふれあい
と文化の向上を図ることを目的として実施。

一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその
家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場とな
る。

1回
10日間
程度
展示

37,500円
37,500円
賞品代

異世代間交流
「昔遊びを楽しもう」

主催：地区福祉のまち推進セ
ンター

共催：新発寒児童会館
新発寒地区センター

昔遊びなどを通して、地域のお年寄りと子供たちの世代をこえ
た交流を図る。

1回 2時間

親睦
卓　球　大　会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及び卓球愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 13,500円
12,000円
@300円
×40人

役員活動
費1.500円

12,000円
賞品代

親睦
バウンドテニス大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びバウンドテニス愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 11,500円
9,000円
@300円
×30人

役員活動
費2.500円

9,000円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について④

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

バドミントン
愛好者

15人

300円

バレーボー
ル愛好者

80人

300円

ミニバレー
ボール愛好

者

48人

300円

別紙９－２

運営事業計画書（令和５年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

親睦
バドミントン大会

当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバドミントン愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 6,500円
4,500円
@300円
×15人

役員活動
費2,000円

4,500円
賞品代

親睦
バレーボール大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びバレーボール愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 29,500円
24,000円
@300円
×80人

役員活動
費 5,500円

24,000円
賞品代

親睦
ミニバレーボール大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びミニバレー愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 16,400円
14,400円
@300円
×48人

役員活動
費2,000円

14,400円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域の子ど
もたち

180人

主として幼児
及び小学生

内容により
人数の変動

あり

地域住民

各回４５人

新発寒地区
センター利
用の方　地

域の方

1,000人

別紙９－２

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

子どもの居場所づく
り、及び子ども会パネ
ル展（前田・新発寒地
区子ども会と共催）

   前田・新発寒地区の子ども会の年１回のイベント。地域の担
い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目的
に実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動
に興味を持ってもらう。

1回 3時間

図書室企画

「伝統行事を楽しもう」

　時代の流れと共に季節感が薄れがちなな昨今、日本古来の
行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、
親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。
七夕まつり・クリスマス・節分・ 他時節に鑑み実施。

３～５
回

6時間～
10時間

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

新発寒地区まちづくり
委員会事業

「安心安全まちづくり
大会」

地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を
図る。当地区センターを会場として実施する防災の会議・講演
会等に共催事業として協力する。

3回 9時間

　文化の集い
・舞台発表

・サークル作品展
・ダンスのつどい

・フォークダンスのつど
い

・お茶席
・授産施設ていねさくら
館によるパンや自然食

品の販売等

　当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の
普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。
当センターの利用サークルの9割が参加し、作品展示、ステージ発表を行い一
年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリ
キュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでい
る。
来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会
員増に繋がる最高のアピールの場になっている。
また、｢生涯学習｣が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないも
のとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。開催日に地域
にある授産施設ていねさくら館に販売の場所を提供し、パン等の販売を行う。

１回 18時間
128,000

円
128,000円



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

地域住民

地域住民

別紙９－２

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費

収入 支出

新発寒地域小学校3
校2年生の施設見学

　地域に住む小学生に地区センターを知ってもらう。施設の概
要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小
学校の先生と相談して実施する。

3回
3時間
程度

　
新発寒地区健康づくり

世代間交流事業(ウォーキング
講座・フリーウォーキング )

健康づくりフェスタin新発寒（介
護予防センターと健康づくり委

員会との共催事業）

新発寒地域に住んでいる方々が交流しながら「健康講座」や健康づく
りのイベント「健康フェスタin新発寒」などを通し、健康づくりに取り組ん
でいただくことを目標として、また、地区内のウォーキングコース等を、
周辺の景観を楽しみながらウォーキングし、参加者相互の親睦と交流
を図るとともに、健康を保持することを目的として実施する。
（フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内を、約1時
間程度歩く。）

講座は１
～２回（相
談して実
施する）フ

リー
ウォーキ
ングは１５
回程度

3時間
程度

新発寒地区青少年育成委
員会写真展

　新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知って
もらい興味を持ってもらえるようパネル展をロビーで行う。

1回 1カ月



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小中学生

150点

地域の
お年寄りと

小学生

30人

卓球愛好者

40人

300円

バウンドテ
ニス愛好者

30人

300円

別紙９－２

支出

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入

新春書初め展

　地域の小中学校４校の子供達を、日本古来の文化に親し
み、時代を担う青少年に育成するため、また地域のふれあいと
文化の向上を図ることを目的として実施。

一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその
家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場とな
る。

1回
10日間
程度
展示

37,500円
37,500円
賞品代

異世代間交流
「昔遊びを楽しもう」

主催：地区福祉のまち推進セ
ンター

共催：新発寒児童会館
新発寒地区センター

昔遊びなどを通して、地域のお年寄りと子供たちの世代をこえ
た交流を図る。

1回 2時間

親睦
卓　球　大　会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及び卓球愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 13,500円
12,000円
@300円
×40人

役員活動
費1.500円

12,000円
賞品代

親睦
バウンドテニス大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバウンドテニス愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 11,500円
9,000円
@300円
×30人

役員活動
費2.500円

9,000円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について④

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

バドミントン
愛好者

15人

300円

バレーボー
ル愛好者

80人

300円

ミニバレー
ボール愛好

者

48人

300円

別紙９－２

運営事業計画書（令和６年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

親睦
バドミントン大会

当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバドミントン愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 6,500円
4,500円
@300円
×15人

役員活動
費2,000円

4,500円
賞品代

親睦
バレーボール大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバレーボール愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 29,500円
24,000円
@300円
×80人

役員活動
費 5,500円

24,000円
賞品代

役員活動
費2,000円

親睦
ミニバレーボール大

会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びミニバレー愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 16,400円
14,400円
@300円
×48人

14,400円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域の子ど
もたち

180人

主として幼児
及び小学生

内容により
人数の変動

あり

地域住民

各回４５人

新発寒地区
センター利
用の方　地

域の方

1,000人

別紙９－２

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

子どもの居場所づく
り、及び子ども会パネ
ル展（前田・新発寒地
区子ども会と共催）

   前田・新発寒地区の子ども会の年１回のイベント。地域の担
い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目的
に実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動
に興味を持ってもらう。

1回 3時間

図書室企画

「伝統行事を楽しもう」

　時代の流れと共に季節感が薄れがちなな昨今、日本古来の
行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、
親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。
七夕まつり・クリスマス・節分・ 他時節に鑑み実施。

３～５
回

6時間～
10時間

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

新発寒地区まちづくり
委員会事業

「安心安全まちづくり
大会」

　地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を
図る。当地区センターを会場として実施する防災の会議・講演
会等に共催事業として協力する。

3回 9時間

　文化の集い
・舞台発表

・サークル作品展
・ダンスのつどい

・フォークダンスのつど
い

・お茶席
・授産施設ていねさくら
館によるパンや自然食

品の販売等

　当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の
普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。
当センターの利用サークルの9割が参加し、作品展示、ステージ発表を行い一
年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカ
リキュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでい
る。
来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会
員増に繋がる最高のアピールの場になっている。
また、｢生涯学習｣が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないも
のとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。開催日に地域
にある授産施設ていねさくら館に販売の場所を提供し、パン等の販売を行う。

１回 18時間
128,000

円
128,000円



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

地域住民

地域住民

別紙９－２

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費

収入 支出

新発寒地域小学校児
童館内見学

　地域に住む小学生に地区センターを知ってもらう。施設の概
要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小
学校の先生と相談して実施する。

3回
3時間
程度

新発寒地区健康づくり
世代間交流事業(ウォーキング

講座・フリーウォーキング )
健康づくりフェスタin新発寒（介
護予防センターと健康づくり委

員会との共催事業）

新発寒地域に住んでいる方々が交流しながら「健康講座」や
健康づくりのイベント「健康フェスタin新発寒」などを通し、健康
づくりに取り組んでいただくことを目標として、また、地区内の
ウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキ
ングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康を保持
することを目的として実施する。
（フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内
を、約1時間程度歩く。）

講座は１
～２回（相
談して実
施する）フ

リー
ウォーキ
ングは１５
回程度

3時間
程度

新発寒地区青少年育成委
員会写真展

　新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知って
もらい興味を持ってもらえるようパネル展をロビーで行う。

1回 1カ月



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小中学生

150点

地域の
お年寄りと

小学生

30人

卓球愛好者

40人

300円

バウンドテ
ニス愛好者

30人

300円

別紙９－２

支出

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入

新春書初め展

　地域の小中学校４校の子供達を、日本古来の文化に親し
み、時代を担う青少年に育成するため、また地域のふれあい
と文化の向上を図ることを目的として実施。

一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその
家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場とな
る。

1回
10日間
程度
展示

37,500円
37,500円
賞品代

異世代間交流
「昔遊びを楽しもう」

主催：地区福祉のまち推進セ
ンター

共催：新発寒児童会館
新発寒地区センター

昔遊びなどを通して、地域のお年寄りと子供たちの世代をこえ
た交流を図る。

1回 2時間

親睦
卓　球　大　会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及び卓球愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 13,500円
12,000円
@300円
×40人

役員活動
費1.500円

12,000円
賞品代

親睦
バウンドテニス大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びバウンドテニス愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 11,500円
9,000円
@300円
×30人

役員活動
費2.500円

9,000円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について④

①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

バドミントン
愛好者

15人

300円

バレーボー
ル愛好者

80人

300円

ミニバレー
ボール愛好

者

48人

300円

別紙９－２

運営事業計画書（令和７年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

親睦
バドミントン大会

当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバドミントン愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 6,500円
4,500円
@300円
×15人

役員活動
費2,000円

4,500円
賞品代

親睦
バレーボール大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びバレーボール愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 29,500円
24,000円
@300円
×80人

役員活動
費 5,500円

24,000円
賞品代

１回 6時間 16,400円
14,400円
@300円
×48人

役員活動
費2,000円

親睦
ミニバレーボール大

会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用
者及びミニバレー愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

14,400円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域の子ど
もたち

180人

主として幼児
及び小学生

内容により
人数の変動

あり

地域住民

各回４５人

新発寒地区
センター利
用の方　地

域の方

1,000人

別紙９－２

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

子どもの居場所づく
り、及び子ども会パネ
ル展（前田・新発寒地
区子ども会と共催）

   前田・新発寒地区の子ども会の年１回のイベント。地域の担
い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目的
に実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動
に興味を持ってもらう。

1回 3時間

図書室企画

「伝統行事を楽しもう」

　時代の流れと共に季節感が薄れがちなな昨今、日本古来の
行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、
親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。
七夕まつり・クリスマス・節分・ 他時節に鑑み実施。

３～５
回

6時間～
10時間

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

新発寒地区まちづくり
委員会事業

「安心安全まちづくり
大会」

地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を
図る。当地区センターを会場として実施する防災の会議・講演
会等に共催事業として協力する。

3回 9時間

　文化の集い
・舞台発表

・サークル作品展
・ダンスのつどい

・フォークダンスのつど
い

・お茶席
・授産施設ていねさくら
館によるパンや自然食

品の販売等

　当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の
普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。
当センターの利用サークルの9割が参加し、作品展示、ステージ発表を行い一
年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリ
キュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでい
る。
来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会
員増に繋がる最高のアピールの場になっている。
また、｢生涯学習｣が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないも
のとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。開催日に地域
にある授産施設ていねさくら館に販売の場所を提供し、パン等の販売を行う。

１回 18時間
128,000

円
128,000円



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

地域住民

地域住民

別紙９－２

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費

収入 支出

新発寒地域小学校児
童館内見学

　地域に住む小学生に地区センターを知ってもらう。施設の概
要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小
学校の先生と相談して実施する。

3回
3時間
程度

新発寒地区健康づくり
世代間交流事業(ウォーキング

講座・フリーウォーキング )
健康づくりフェスタin新発寒（介
護予防センターと健康づくり委

員会との共催事業）

新発寒地域に住んでいる方々が交流しながら「健康講座」や
健康づくりのイベント「健康フェスタin新発寒」などを通し、健康
づくりに取り組んでいただくことを目標として、また、地区内の
ウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキ
ングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康を保持
することを目的として実施する。
（フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内
を、約1時間程度歩く。）

講座は１
～２回（相
談して実
施する）フ

リー
ウォーキ
ングは１５
回程度

3時間
程度

新発寒地区青少年育成委
員会写真展

　新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知って
もらい興味を持ってもらえるようパネル展をロビーで行う。

1回 1カ月



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小中学生

150点

地域の
お年寄りと

小学生

30人

卓球愛好者

40人

300円

バウンドテ
ニス愛好者

30人

300円

別紙９－２

支出

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入

新春書初め展

　地域の小中学校４校の子供達を、日本古来の文化に親し
み、時代を担う青少年に育成するため、また地域のふれあいと
文化の向上を図ることを目的として実施。

一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその
家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場とな
る。

1回
10日間
程度
展示

37,500円
37,500円
賞品代

異世代間交流
「昔遊びを楽しもう」

主催：地区福祉のまち推進セ
ンター

共催：新発寒児童会館
新発寒地区センター

昔遊びなどを通して、地域のお年寄りと子供たちの世代をこえ
た交流を図る。

1回 2時間

親睦
卓　球　大　会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及び卓球愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 13,500円
12,000円
@300円
×40人

役員活動
費1.500円

12,000円
賞品代

親睦
バウンドテニス大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバウンドテニス愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 11,500円
9,000円
@300円
×30人

役員活動
費2.500円

9,000円
賞品代



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について④

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

バドミントン
愛好者

15人

300円

バレーボー
ル愛好者

80人

300円

ミニバレー
ボール愛好

者

48人

300円

別紙９－２

運営事業計画書（令和８年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入 支出

親睦
バドミントン大会

当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバドミントン愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 6,500円
4,500円
@300円
×15人

役員活動
費2,000円

親睦
バレーボール大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバレーボール愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 29,500円
24,000円
@300円
×80人

16,400円
14,400円
@300円
×48人

4,500円
賞品代

役員活動
費 5,500円

24,000円
賞品代

役員活動
費2,000円

14,400円
賞品代

親睦
ミニバレーボール大

会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びミニバレー愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域の子ど
もたち

180人

主として幼児
及び小学生

内容により
人数の変動

あり

地域住民

各回４５人

新発寒地区
センター利
用の方　地

域の方

1,000人

別紙９－２

128,000円

　文化の集い
・舞台発表

・サークル作品展
・ダンスのつどい

・フォークダンスのつど
い

・お茶席
・授産施設ていねさくら
館によるパンや自然食

品の販売等

　当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の
普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。
当センターの利用サークルの9割が参加し、作品展示、ステージ発表を行い一
年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリ
キュラムを組み演目の練習や作品展示の製作に意欲を持って取り組んでい
る。
来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会
員増に繋がる最高のアピールの場になっている。
また、｢生涯学習｣が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないも
のとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。開催日に地域
にある授産施設ていねさくら館に販売の場所を提供し、パン等の販売を行う。

１回 18時間
128,000

円

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

新発寒地区まちづくり
委員会事業

「安心安全まちづくり
大会」

地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を
図る。当地区センターを会場として実施する防災の会議・講演
会等に共催事業として協力する。

3回 9時間

図書室企画

「伝統行事を楽しもう」

　時代の流れと共に季節感が薄れがちなな昨今、日本古来の
行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、
親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。
七夕まつり・クリスマス・節分・ 他時節に鑑み実施。

３～５
回

6時間～
10時間

七夕
１,０００円
クリスマス
５,０００円

節分
５,０００円

支出

子どもの居場所づく
り、及び子ども会パネ
ル展（前田・新発寒地
区子ども会と共催）

   前田・新発寒地区の子ども会の年１回のイベント。地域の担
い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目的
に実施。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動
に興味を持ってもらう。

1回 3時間

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費
収入



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小学生

地域住民

地域住民

別紙９－２

運営事業計画書（令和９年度）

事業名

新発寒地区青少年育成委
員会写真展

　新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知って
もらい興味を持ってもらえるようパネル展をロビーで行う。

1回 1カ月

新発寒地区健康づくり
世代間交流事業(ウォーキング

講座・フリーウォーキング )
健康づくりフェスタin新発寒（介
護予防センターと健康づくり委

員会との共催事業）

新発寒地域に住んでいる方々が交流しながら「健康講座」や
健康づくりのイベント「健康フェスタin新発寒」などを通し、健康
づくりに取り組んでいただくことを目標として、また、地区内の
ウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキ
ングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康を保持
することを目的として実施する。
（フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内
を、約1時間程度歩く。）

講座は１
～２回（相
談して実
施する）フ

リー
ウォーキ
ングは１５
回程度

3時間
程度

新発寒地域小学校児
童館内見学

　地域に住む小学生に地区センターを知ってもらう。施設の概
要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小
学校の先生と相談して実施する。

3回
3時間
程度

目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額

総経費

収入 支出



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

小中学生

150点

地域の
お年寄りと

小学生

30人

卓球愛好者

40人

300円

バウンドテ
ニス愛好者

30人

300円

別紙９－２

支出
総経費

役員活動
費2.500円

9,000円
賞品代

親睦
バウンドテニス大会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバウンドテニス愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 11,500円
9,000円
@300円
×30人

親睦
卓　球　大　会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及び卓球愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 13,500円
12,000円
@300円
×40人

役員活動
費1.500円

12,000円
賞品代

37,500円
賞品代

異世代間交流
「昔遊びを楽しもう」

主催：地区福祉のまち推進セ
ンター

共催：新発寒児童会館
新発寒地区センター

昔遊びなどを通して、地域のお年寄りと子供たちの世代をこえ
た交流を図る。

1回 2時間

収入

新春書初め展

　地域の小中学校４校の子供達を、日本古来の文化に親し
み、時代を担う青少年に育成するため、また地域のふれあいと
文化の向上を図ることを目的として実施。

一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその
家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場とな
る。

1回
10日間
程度
展示

37,500円

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について④

①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

バドミントン
愛好者

15人

300円

バレーボー
ル愛好者

80人

300円

ミニバレー
ボール愛好

者

48人

300円

別紙９－２

親睦
ミニバレーボール大

会

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びミニバレー愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 16,400円
14,400円
@300円
×48人

14,400円
賞品代

役員活動
費 5,500円

24,000円
賞品代

役員活動
費2,000円

4,500円
賞品代

　当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバレーボール愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 29,500円

収入

役員活動
費2,000円

支出

24,000円
@300円
×80人

総経費

親睦
バドミントン大会

当センター地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)利用者
及びバドミントン愛好者を対象に年１回実施。

大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を
発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。

１回 6時間 6,500円
4,500円
@300円
×15人

親睦
バレーボール大会

運営事業計画書（令和９年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

事業予算額



３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

図書開放
　図書来館者の利便性の向上を図るとともに、地域の憩いの
場づくりの一環として、読書、調べものの自習等が気軽に出来
るスペースを開放。

概ね
週10
回

概ね
週35
時間

卓　　　球

　卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれ
ている。
幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあい
の場などとして生涯スポーツとして楽しめる。

週１回
概ね
週4時
間

バレーボール

　家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健
康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待され
る。

週1回
概ね
週3時
間

バドミントン
　技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛
好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。
合わせて親睦の場になることを期待して実施

週2回
概ね
週6時
間

ミニバレー
　北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、
当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図
れる。

週1回
概ね
週3時
間

バウンドテニス
　高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツ
として楽しめる。

週1回
概ね
週3時
間

囲碁・将棋
　囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とす
る。生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。

週2回
概ね
週8時
間

※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

別紙９－３

・図書室利用者のために貸室予約の無い部屋を開放。貸室の状況により開
放の時間帯は不定期とする。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は空き室の範囲内で施設を有
効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施する。
・年１回、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)参加者の手による大会
を実施。
・心身共に元気でいるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流す
ことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は、空き室の範囲内で施設を
有効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施す
る。

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

運営事業計画書（令和５年度）

その他



３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

図書開放
　図書来館者の利便性の向上を図るとともに、地域の憩いの
場づくりの一環として、読書、調べものの自習等が気軽に出来
るスペースを開放。

概ね
週10
回

概ね
週35
時間

卓　　　球

　卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれ
ている。
幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあい
の場などとして生涯スポーツとして楽しめる。

週１回
概ね
週4時
間

バレーボール

　家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健
康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待され
る。

週1回
概ね
週3時
間

バドミントン
　技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛
好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。
合わせて親睦の場になることを期待して実施

週2回
概ね
週6時
間

ミニバレー
　北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、
当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図
れる。

週1回
概ね
週3時
間

バウンドテニス
　高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツ
として楽しめる。

週1回
概ね
週3時
間

囲碁・将棋
　囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とす
る。生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。

週2回
概ね
週8時
間

※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

別紙９－３

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

運営事業計画書（令和６年度）

その他

・図書室利用者のために貸室予約の無い部屋を開放。貸室の状況により開
放の時間帯は不定期とする。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は空き室の範囲内で施設を有
効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施する。
・　年１回、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)参加者の手による大
会を実施。
・ 心身共に元気でいるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流す
ことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は、空き室の範囲内で施設を
有効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施す
る。



３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

図書開放
　図書来館者の利便性の向上を図るとともに、地域の憩いの
場づくりの一環として、読書、調べものの自習等が気軽に出来
るスペースを開放。

概ね
週10
回

概ね
週35
時間

卓　　　球

　卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれ
ている。
幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあい
の場などとして生涯スポーツとして楽しめる。

週１回
概ね
週4時
間

バレーボール

　家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健
康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待され
る。

週1回
概ね
週3時
間

バドミントン
　技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛
好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。
合わせて親睦の場になることを期待して実施

週2回
概ね
週6時
間

ミニバレー
　北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、
当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図
れる。

週1回
概ね
週3時
間

バウンドテニス
　高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツ
として楽しめる。

週1回
概ね
週3時
間

囲碁・将棋
　囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とする。生涯
学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。

週2回
概ね
週8時
間

※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

別紙９－３

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

運営事業計画書（令和７年度）

その他

・図書室利用者のために貸室予約の無い部屋を開放。貸室の状況により開
放の時間帯は不定期とする。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は空き室の範囲内で施設を有
効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施する。
・　年１回、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)参加者の手による大
会を実施。
・ 心身共に元気でいるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流す
ことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は、空き室の範囲内で施設を
有効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施す
る。



３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

図書開放
　図書来館者の利便性の向上を図るとともに、地域の憩いの
場づくりの一環として、読書、調べものの自習等が気軽に出来
るスペースを開放。

概ね
週10
回

概ね
週35
時間

卓　　　球

　卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれ
ている。
幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあい
の場などとして生涯スポーツとして楽しめる。

週１回
概ね
週4時

間

バレーボール

　家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健
康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待され
る。

週1回
概ね
週3時

間

バドミントン
　技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛
好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。
合わせて親睦の場になることを期待して実施

週2回
概ね
週6時

間

ミニバレー
　北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、
当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図
れる。

週1回
概ね
週3時

間

バウンドテニス
　高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツ
として楽しめる。

週1回
概ね
週3時

間

囲碁・将棋
　囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とす
る。生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。

週2回
概ね
週8時

間

※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

別紙９－３

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

運営事業計画書（令和８年度）

・図書室利用者のために貸室予約の無い部屋を開放。貸室の状況により開
放の時間帯は不定期とする。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は空き室の範囲内で施設を有
効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施する。
・　年１回、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)参加者の手による大
会を実施。
・ 心身共に元気でいるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流す
ことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は、空き室の範囲内で施設を
有効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施す
る。

その他



３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数
総時
間数

図書開放
　図書来館者の利便性の向上を図るとともに、地域の憩いの
場づくりの一環として、読書、調べものの自習等が気軽に出来
るスペースを開放。

概ね
週10
回

概ね
週35
時間

卓　　　球

　卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれ
ている。
幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあい
の場などとして生涯スポーツとして楽しめる。

週１回
概ね
週4時
間

バレーボール

　家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健
康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待され
る。

週1回
概ね
週3時
間

バドミントン
　技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛
好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。
合わせて親睦の場になることを期待して実施

週2回
概ね
週6時
間

ミニバレー
　北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、
当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図
れる。

週1回
概ね
週3時
間

バウンドテニス
　高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツ
として楽しめる。

週1回
概ね
週3時
間

囲碁・将棋
　囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とす
る。生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。

週2回
概ね
週8時
間

※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

別紙９－３

その他

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

運営事業計画書（令和９年度）

・図書室利用者のために貸室予約の無い部屋を開放。貸室の状況により開
放の時間帯は不定期とする。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は空き室の範囲内で施設を有
効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施する。
・　年１回、地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)参加者の手による大
会を実施。
・ 心身共に元気でいるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流す
ことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。

・地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)は、空き室の範囲内で施設を
有効利用するものであり、有料利用が優先されること等を周知して実施す
る。



s760801
多角形

s760801
長方形

s760801
多角形

s760801
多角形

s760801
多角形

s760801
長方形

s760801
長方形

s760801
長方形



様式１－１

新発寒地区センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

（ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｂ （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｃ （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｄ （ ） （ ）

（ ） （ ）

※一部期間・部屋については、ワクチン接種会場として利用したため貸室利用は行っていない。そのため人数は例年より少なくなっている。

２　事業別利用状況

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

人数・構成比

計

施設利用状況報告書（令和　年度）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

利用率

区　　分

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

貸室事業（有料） 合計
指定管理者の開催事業

営利目的

10割増 20割増

人数・構成比

件数・構成比

区　　分
貸室事業（有料）

合計
飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会 その他の一般利用



様式１－２

新発寒地区センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

小　計　Ｂ ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

小　計　Ｃ ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

小　計　Ｄ ( ） ( ） ( ） （ )

( ） ( ） ( ） （ )

※一部期間・部屋については、ワクチン接種会場として利用したため貸室利用は行っていない。そのため人数は例年より少なくなっている。

件数 人数

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し

施設利用状況報告書（令和　年度）

室　名（定員）

午　前 午　後 夜間 合計

件数 人数 件数 人数

合　計　（Ａ～Ｄの計）

件数 人数

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）



様式２－１

１　区民講座について

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

　合　　計 講座数 実施回数
募集
人員

応募倍率
受講者
実数

円 円 円

応募者数

円 円 円

新発寒地区センター

応募倍率

応募者数

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

１人あたり
支出額

講座等事業実施報告書（令和 年度）

実施回数
募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

達成された効果など
受講者
実数

<　備考　>

合　　計

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

１人あたり
参加費

目的

内容

円 円

参加費

円

円 円 円

目的

内容 円

円

円 円



様式２－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について

（ ） ％

（ ） ％

事業数 実施回数
参加
見込数

参加者
実数

円 円 円

円 円 円

新発寒地区センター

講座等事業実施報告書（令和 年度）

開催回数
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数１人あたり

支出額
１人あたり
収入額

１人あたり
参加費

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

円

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

参加費

合　　計

<　備考　>

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

目的

内容

円 円

円

成果指標 来場者目標数の80％

円 円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

目的

内容

円

成果指標 来場者目標数の80％

円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

円 円



様式２－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）

（ ）

（ ）

（ ）

新発寒地区センター

講座等事業実施報告書（令和 年度）

利用者実数
実施
総日数

達成された効果など総時間
事業名

（使用した室）
目的、内容等

内容

目的

目的

内容

目的

内容



様式３－１

新発寒地区センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

（ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｂ （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｃ （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

（　名） （ ） （ ）

小　計　Ｄ （ ） （ ）

（ ） （ ）

２　事業別利用状況

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

人数・構成比

計

施設利用状況報告書（令和　年　月）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

利用率

区　　分

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

貸室事業（有料） 合計
指定管理者の開催事業

営利目的

10割増 20割増

人数・構成比

件数・構成比

区　　分
貸室事業（有料）

合計
飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会 その他の一般利用



様式３－２

新発寒地区センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） ( )

小　計　Ｂ ( ） ( ） ( ） ( )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

小　計　Ｃ ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

（　名） ( ） ( ） ( ） （ )

小　計　Ｄ ( ） ( ） ( ） （ )

( ） ( ） ( ） （ )

人数

合　計　（Ａ～Ｄの計）

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

午　後

件数

時間
貸し

時間
貸し

午　前

時間
貸し

夜間 合計

件数 人数

施設利用状況報告書（令和　年　月）

室　名（定員）
件数 人数 件数 人数



様式４－１

１　区民講座について

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

新発寒地区センター

講座等事業実施報告書（令和 　年  月）

開催日時

募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理
者の収入
額

達成された効果など
受講者
実数

１人あたり
支出額

内容

応募倍率

応募者数

円

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

円

円

円 円

円 円

円

円 円

目的

内容

円目的

円内容 円 円

目的

円



様式４－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について

（ ） ％

（ ） ％

（ ） ％

新発寒地区センター

内容

円

目的

円

指定管理者
の支出額

目的、内容等
１人あたり
参加費

円

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

開催日時
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数１人あたり

支出額
１人あたり
収入額

事業名

（使用した室）

指定管理者
の収入額

目標数の80％

円

目標値の達成率

円 円

目標数の80％円

成果指標 来場者目標数の80％

来場者目標数

成果指標 来場者目標数の80％

来場者目標数

円

目標値の達成率

円 円

目的

円

目的

内容

内容

成果指標

円

円

来場者目標数の80％

円 円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率



様式４－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業について

（ ）

（ ）

（ ）

新発寒地区センター

目的、内容等

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

利用者実数開催日 達成された効果など
事業名

（使用した室）

目的

実施時間

目的

内容

内容

内容

目的



様式　５

利用日：　　年　月　日 　　年　月　日 作成日付 　　/　　/　　 頁　

１０増

２０増

２割増

１時間貸し

件数 利用料金

２割増

夜間

件数 利用料金

２割増

２０増

２０増

２０増

～

総合計

合計

２割増

一般料金

合計

２割増

合計

一般料金

１０増

１０増

一般料金

○○室

合計

一般料金

２０増

１０増

○○室

１０増

合計

利用料金件数

合計

件数 利用料金 件数 利用料金 件数 利用料金 件数

17時～18時

利用料金

12時～13時

件数 利用料金

有料施設利用料金収入状況報告書

利用料金件数

全日 延長

新発寒地区センター

一般料金

午前 午後

○○室

○○室

合計

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



冊 冊

枚 件

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通 通

本 通

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が必要な案件は、内
容に応じて所定の書式により速やかに手稲区地域振興課または中央図書館に提出してください。

貸 出 券
受払状況

バーコード
受払状況

残 枚 数

利用案内

残 枚 数 使用枚数

　その他図書室内状況確認

　図書室内照明消灯

　図書室内窓施錠

　サイン類表示変更等業務終了時の
チェック状況

項　　　　　目 チェック 項　　　　　目 チェック

　各端末機器電源遮断

図書室内
巡回状況

　①大声・走り回り注意　　件　　②飲食注意　　　件

　③携帯電話等注意　　　　件　　④居眠り注意　　件

　⑤その他　　　　件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者
からの
苦　情
要　望
提案等

内　　　　　　容 処　　理　　結　　果

封
書
そ
の
他

督　　促 督　　促

そ の 他

電話記録

予　　約

郵送記録

新規登録数

変更届数

そ の 他 寄贈礼状

は
が
き

予　　約

受入枚数 調査相談

受入枚数

再交付数
前 日 の
残 枚 数

：　　　　　　～　　　　　　：

業務処理
件数累計

貸出冊数 返却冊数

前 日 の
残 枚 数

検索機利用
方法の説明

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

令和　　　年　　　月　　　日（　　）　　天気（　　　　） 作成者氏名

勤務状況

従　事　者　氏　名 従　　事　　時　　間

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

館　　長 担　　当

新発寒地区センター図書室業務日誌

様式６－１



申立人 （匿名希望の場合は氏名欄に匿名と記入し、不明の場合は氏名欄に不明と記入すること。）

歳 　※わかる場合のみ記入

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

 １．事故等の具体的な内容

 ２．現場における対応

　□現場対応で処理が完了した場合はチェック印を記入すること。

 ３．中央図書館が対応すべき事項及び回答が必要な事項  ４．３に対する中央図書館の対応・回答

①

②

③

④

⑤
　※図書館業務及び電算システム等に関する内容以外の案件は、所定の書式により手稲区地域振興課へ提出
してください。

様式６－２

（優先度２）

（優先度３）

[住　　所]

[氏　　名] [年　　齢]

[電話番号] （優先度１）

応対者氏名

新発寒地区センター図書室事故等報告書

件　名
　　□事故　　□苦情　　□トラブル　　□要望・提案　　□その他

課長

対応日時
及び

対応方法

　　令和　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　時　　分　

　　□カウンター　　□電話　　□その他（                                 ）

係長 係

中　央　図　書　館

センター館長 係館　　長



日 冊 冊

枚 件

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通 通

本 通

新規登録数

残 枚 数

係

開室日数 返却冊数

センター
館　　長

令和　　　 年　 　　月分

貸 出 券
受払状況

前月末の
残 枚 数

受入枚数

再交付数

変更届数

寄贈礼状

内　　　　　　容

そ の 他

封
書
そ
の
他

郵送記録電話記録

調査相談

利用案内

予　　約

は
が
き

督　　促

予　　約

新発寒地区センター図書室月間業務報告書（１）

業務処理
件数累計

残 枚 数

検索機利用
方法の説明

貸出冊数

様式６－３

通信欄

　　必要な案件は所定の書式により速やかに手稲区地域振興課または中央図書館に提出してください。

そ の 他

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が

利用者から
の苦情・要
望・提案等

処　　　　　理

督　　促

バーコード
受払状況

使用枚数

前月末の
残 枚 数

受入枚数



※純粋な事業のみを記載し、下記のような図書室で標準的に実施されるべき業務や定例的な業務等は記入不要です。

新発寒地区センター図書室月間業務報告書（２）

備　　　　　　　　　　考

　注）テーマ展示において長期間内容を変えないものは、定例的な展示となりますので、記入不要です。

事業名称 開催日時

（おはなし会・映画会等）

様式６－４
センター
館　　長

係

参加者数

令和　　　 年　 　　月分

（テーマ展示）

（その他・講座等）

　・中央図書館主催の研修に関するもの　・その他(列記した事項に類するもの)

　・図書室カレンダー等の作成･配布　・新着図書一覧(新刊リスト)や各種おすすめ図書リスト等の作成･掲示

　・各種ポスター等の作成･掲示　・予約ベストテン等の作成・掲示　・各賞受賞に関する情報や各種書評の掲示

　・図書の配架場所の変更やポップ作成等室内装飾に関するもの　・ホームページやチラシ等による各種ＰＲ



 

1 

 

 

【様式７】 

個人情報取扱状況報告書 

 

年  月  日   

  札幌市長        様 

                     住 所 

                     会社名 

                     代表者名              

 

個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施してい

る安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

 

記 

受託業務名  

受託期間  

対象期間  

安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施し

ています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無等

について、以下のとおり報告いたします。 

(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

   

(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

   

(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

   

(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

   

(5) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

   

(6) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

   

(7) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

   

２ その他特記事項等 

 

 



別表 １ 

管理物件 

 

 

 

 

施 設 の 名 称 新発寒地区センター 

施設の所在地 札幌市手稲区新発寒５条４丁目     

施設の設置目的 地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及促進を図り、もっ

て地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

建物の構造等 開設年月日：平成３年４月１日 

構造・規模：鉄筋コンクリート一部鉄骨造 地上２階建 

専有部分内訳  １階 1,167.60 ㎡ 

2階    343.34  ㎡ 

敷 地 面 積：2,503.73㎡ 

延 床 面 積（専有部分）：1,510.94㎡ 

主 要 施 設：ホール（300人収容）、会議室（2室）、和室（4室）、 

調理等実習室(1室)、図書室(1室) 

駐 車 場：１５台分（新発寒まちづくりセンターと共用） 

新発寒地区センター専有部分内にある他の施設（組織） 

       ①新発寒まちづくりセンター（51.75㎡） 

②新発寒地区福祉のまち推進センター（38.30㎡） 

建 設 費：439,088千円 

施設平面図：別添のとおり 







部屋 品　　名 数量 部屋 品　　名 数量 部屋 品　　名 数量
会議用机 5 課長事務机 1 会議用机　　 8
会議用椅子 84 係員用机 5 会議用椅子 80
丸椅子 24 係員用椅子 5 コートハンガー 2
台車 1 ビジネスキッチン 1 放送器具 一式
ロビーチェアー（１人用） 4 耐火金庫 1 DVD-CDプレイヤー 1
ロビーチェアー（４人掛け） 7 コートハンガー 1 アンプ内臓スピーカ 1
展示板(小） 10 応接セットテーブル 1 オーバヘッドプロジェクター 1
展示板(大） 14 応接セット椅子 4 デジタルピアノ 1
３連掲示板　　　　　　　 1 衝立 1 ピアノ椅子 1
マイクスタンド 2 冷蔵庫 1 花台 1
モニタースピーカー三脚 2 展示板（小） 1
映写機 1
放送器具 一式
モニタースピーカー 2 スタッキングチェア（木製） 4
囲碁盤 6 マイクスタンド　（大） 1 座卓テーブル　　 8
囲碁石 6組 マイクスタンド　（小） 1 コートハンガー 1
囲碁筒 6組 ＣＤ・ラジカセット 3 陳列ケース 2
演台 1 ピンマイク 1
卓球台 9 譜面台 1
卓球ネット 10 卓球ネット 4
卓球ネット支柱 21 卓球ネット支柱 4
審判台（低台） 2 得点板　　小 1
バレーボールネット・支柱 一式 コーン 11
得点板　　小 4
得点板　　大 4
バドミントンネット・支柱 一式 会議用椅子 20 ロビーキッチン 1
フエンス 20 スタッキングチェア　 4 更衣ロッカー 4
バウンドテニスマット 2 座卓テーブル　　　　 21 マガジンラック 2
バウンドテニスセット 一式 コートハンガー 1 クリーンロッカー 1
バウンドテニスラケット 4 掃除機 1 脚立 1
ミニバレーネット・支柱 一式 囲碁盤 5 台車 1
ゲートボールスティック 5 囲碁石 5組 傘たて　玄関 2
バスケットネット 1 囲碁筒 5組 ビニールホースリール 1
スポットライト 1 解説用囲碁盤 1 会議用机　　 10
舞台幕 一式 解説用囲碁盤スタンド 1 会議用椅子 40
暗幕（窓用） 一式 将棋盤 5 ロビーキッチン 1
舞台移動用階段 2 将棋駒台 5 ロビーチェアー（４人掛け） 4
幕入れボックス 4 将棋駒 5

会議用椅子 24 バレーボール審判台 1
スチール円型雑誌架 1 コートハンガー 1 二連梯子 1
図書・雑誌展示架 1 実習用ロングテーブル 4 コーン 4
差込雑誌架 1 黒板 1

オーブンレンジ　　　 2
調理器具 一式

※１　上記備品は、募集時点のものであり、指定管理業務開始時の状態を保証するものではない。
※２　上記備品の更新については、札幌市が利用状況や予算状況を勘案して行う。

新発寒地区センター備品物品一覧（札幌市） 別表２-１
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〇　一般備品

No 品名 数量 No 品名 数量

1 メインカウンター 1 26 分類サイン 1

2 木製ユニット 2 27 ポータブルＤＶＤプレイヤー 1

3 ワーキングチェア 3 28 利用者端末ラック 1

4 木製記載台 1 29 テプラ 1

5 木製一般用閲覧テーブル 1

6 木製閲覧用椅子 25

7 BO書架 11

8 木製書架 17

9 雑誌架 2

10 木製大型本書架 2

11 新聞架 1

12 木製新聞収納棚 1

13 カウンターバック 1

14 木製ベンチ 3

15 ブックトラック 7

16 踏み台 3

17 CPUボックス 2

18 木製カードケース 1

19 ブックトラックミニ 1

20 ブックポスト 1

21 掲示板 2

22 カウンター置きタイプサイン 5

23 入口スタンドサイン 1

24 ピクトサイン 2

25 液晶ライブラリーカレンダー 1

〇　システム関連備品

No 品名 数量 No 品名 数量

1 デスクトップ端末（業務端末） 2 4 レシートプリンタ 3

2 デスクトップ端末（利用者端末） 1 5 バーコードリーダ 2

3 プリンタ（業務端末） 1 6 ICカードリーダ 3

別表２-２

図書室備品リスト（新発寒地区センター）


